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この度、藤田保健衛生大学疾患モデル教育研究センターから紀要が出版される運びとに

なりました。日頃の同センター長 橋久英教授、長尾静子助教授とスタッフの皆さんの活

動情況を纏められたもので、その内容の充実さに敬意を表します。

尊い命を犠牲にして行われる動物実験は生命現象の理解に大きな役割を果たし、医学、

医療に応用され、人類の健康と福祉の向上に計り知れない貢献をしています。医学研究に

おいて実験動物の果たす役割が大きいことは周知のとおりです。特に疾患モデル動物は今

日のバイオメディカルリサーチに欠くことができません。この分野でもコンピュータの利

用はかなり有用です。しかし、コンピュータはあらかじめ起きる可能性のある反応や副作

用についてプログラムされ、予期されぬことには対処できません。また、組織培養も他の

組織や器官におよぼす影響について無力です。

わが国で「医聖」と呼ばれる華岡青洲は1760年、今の和歌山県那賀郡那賀町に生まれた。

代々、医家の家系であり父のもとで医学を学び、1782年から３年間京都に遊学し、古医方、

オランダ医学系統の外科医学を学んだ。この遊学時代に麻酔剤「麻沸散」を使って開腹手

術をした中国、三国時代の医師、華陀の存在を知り、日本の華陀になることを決意した。

華陀は曼陀羅華（朝鮮あさがお）を主成分として使っていたらしいが、その詳細は伝わっ

ていなかった。青洲は動物実験を繰り返し、曼陀羅華や当帰など6種類の薬草を組み合わ

せ「通仙散」を造りあげた。そして、最終段階の人体実験に協力したのが母の於継と妻の

加恵で、このエピソードは和歌山県出身の有吉佐和子の「華岡青洲の妻」でよく知られて

いる。青洲は米国の医師クラークやロングらがエーテル麻酔を用いて抜歯や頸部腫瘍の摘

出術を行った38年前の1804年10月13日に実験の成果をもとに世界で初めて全身麻酔下で乳

癌の摘出術に成功した。青洲の業績といえば、この世界で初めて全身麻酔下で乳癌の手術

に成功したことと言われていますが、真の業績は「世界で初めて実験科学の道を歩んだ」

ことにあります。それは青洲が他の麻酔薬の発見者や麻酔法の創始者と目されている人た

ちに比べ薬用量および麻酔深度の考察のために動物実験ならびに臨床実験を行っているこ

と、麻酔覚醒促進についての工夫が行われていること、術後の観察がよく行われているこ

と、症例数が十分に多く、156例が明確に記載されていることなどによります。

このように先人達の病態の解明や治療法の開発など医学の発展は19世紀から今日に至る

まで、数多くの実験動物の犠牲の上になされてきました。各種の感染症の治療、インスリ

ンの発見、麻酔法や手術法の開発、遺伝子機能の個体レベルでの解明など枚挙にいとまが

なく、今後も医学、医療の発展に疾患モデル動物の役割の大きさは疑うまでもありません。

しかし、一方では、動物愛護の立場から実験動物に対する厳しい意見もあります。昨年

６月15日には動物愛護管理法が改正され、これまでの「苦痛の軽減（Refinement）」に加

え「使用数の削減（Reduction）」、「代替法（Replacement）」が配慮事項とされ、これによ

り実験動物福祉の原則とされる３Rの理念が明記されました。この３Rは1959年に英国の

RussellとBurchによって人道的動物実験の３原則として提唱されたものです。また、一般

的ではありませんが「責任（Responsibility）」、または「審査（Review）」を加えて４Rと

いう概念も提唱されています。

序文

1



われわれは動物実験を行うに際して、個々の動物実験が必要不可欠か、動物実験に頼ら

ない方法があるかなどを問い、実験を行う時はしっかりした実験計画を立て、動物に無用

の苦痛を与えないように十分の注意を払う必要があります。

本学の21世紀COEプログラム医学分野「超低侵襲標的化診断治療開発センター」構想は

平成１５年に採択され、本年中間評価を受け、順調に成果を上げつつあります。これも、

同センターの研究員、COE院生、研究支援者の皆さんの日夜の研究の賜ですが、これらの

研究も実験動物の犠牲のもとに行われていることを忘れてはなりません。

実験動物を前にして、食事の前に手を合わせ、感謝の気持ちで「いただきます、ありが

とうございます」と唱えたいものです。

藤田保健衛生大学学長　　中 野 浩
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藤田保健衛生大学は医学研究及び医学関連領域発展のために、故藤田啓介総長が昭和51

年（西暦1976年）に、当時の中部地方では数少ない、正式の大学附属研究施設である実験

動物センターを開設されました。医学・医療研究の基本はまず動物実験にあるとの信念か

ら、御自身の名古屋大学でのご体験を挿入されたセンター利用心得が運営の礎となってお

ります。本学実験動物センター（現在は疾患モデル教育研究センターに改名）の創立以来、

利用運営状況及び利用者の実験内容を紀要集の形で公表しようと、過去にも何回となく発

案されては消えていました。今回、実験動物センター創立30周年を記念して現実的に創刊

の運びとなりましたことは、皆様方と共に喜びを分かち合いたいと存じます。同時に、関

係者各位のご協力に対しここに御礼を申し上げます。特に、忙しい毎日の運営や疾患モデ

ル動物の教育・研究の合い間に、紀要集作成のため情報整理や、リストの提出依頼・回収

などの作業に気持ちよく御協力していただいた、スタッフの皆様方には心より御礼申し上

げたいと存じます。

さて、藤田保健衛生大学疾患モデル教育研究センターの運用には、まず動物実験精度の

向上、ヒトへの安全性確保を最優先課題に挙げなければなりません。また、私達が研究対

象にしている疾患モデル動物は無機物でなく、私達と同じ“命ある動物”であることも十

分認識して、適切に対応せねばなりません。

これらセンターの理念ともいえる疾患モデル教育研究センター規程及び動物実験指針等は、

全て本学のホームページにいちはやく取り入れ、広く閲覧・周知していただけるよう公表

しておりますのでご一読下さい。さらに本学における研究が倫理的かつ合理的に実施され

ますよう、動物実験委員会及び運営委員会を設け全学的な協議の上、地域社会への対応を

いたしております。より有意義な研究のため、動物実験での各種の問い合わせに対応し、

またセンターへのご意見・ご希望を充分取り入れた、開かれた疾患モデル教育研究センタ

ーにすべく努力して参りますので、皆様方のご協力を切にお願いする次第であります。

疾患モデル教育研究センター長　　 橋 久 英

紀要集創刊のご挨拶
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昭和50年４月　　　名古屋保健衛生大学実験動物センター設立

昭和60年３月　　　クリーンルーム整備

昭和63年１月　　　藤田学園保健衛生大学実験動物センター規程施行

平成元年１月　　　藤田保健衛生大学動物実験指針施行

平成元年10月　　　実験動物センター規程一部改正

平成３年４月　　　実験動物センター規程一部改正

平成３年10月　　　ＳＰＦ１飼育室整備

平成５年４月　　　動物実験指針一部改正

平成10年３月　　　ＳＰＦ２飼育室整備（ハイテク・リサーチ整備事業）

平成13年４月　　　疾患モデル教育研究センターに名称変更

平成13年４月　　　疾患モデル教育研究センター規程一部改正

動物実験指針一部改正

平成16年２月　　　動物実験指針一部改正

平成16年３月　　　感染動物飼育室整備（オープン・リサーチ整備事業）

平成16年４月　　　動物実験指針一部改正

歴代センター長

昭和50年～昭和61年　　藤　田　啓　介　　学長

昭和61年～平成元年　　石　黒　伊三雄　　教授

平成元年～平成５年　　高　木　康　敬　　教授

平成５年～平成12年　　永　津　俊　治　　教授

平成12年～　　　　　　 橋　久　英　　教授

１　沿革
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医学部１号館地下３階

延べ床面積：2033�

主な施設

管理室 B306 SPF動物飼育室 B319, B320, B321

会議室 遺伝子組換え動物飼育室 B323

教授室 B303 クリーン動物飼育室 B324 － B328

教員室 B316, B317 感染動物飼育室 B301

実験室� � � B310, B313, B335 一般動物飼育室 B308, B309, B311, B312, 

生理検査室 B314, B315, B332, B334

細胞培養室 B318 洗浄室 B322

胚操作室� � B331, B333 機械室 B336

B316 B317

B319

B320 B321

B310
B
311

B
312

B314

B308

B306 B309

B332

B335

B303

B302 B334

B301 B336

B328

B323

B322

B315

B313

B329

B327

B326

B325

B324

B333

B331
B305

B318

２　施設概要
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327 424

523

小動物飼育室

医学部１号館３階

延べ床面積：37m２
医学部１号館４階

延べ床面積：63m２

医学部１号館５階

延べ床面積：26m２
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○センター長

○動物実験委員会

動物実験委員長、動物実験委員

：委員会の委員は、センター長、同委員長、及び学長が任命する者若干名で構成する。

ただし、委員会のメンバーには、直接動物実験にかかわらない者を加える。

学長が命ずる委員の任期は１年とする。

委員会は本学の動物実験が「実験指針」等に従って実施されていることを監督する機

関であり、必要に応じ動物実験が科学的かつ動物福祉の面で適正か否かの判断を行い、

それらの指導、助言を行うものとする。

○運営委員会

運営委員長、運営委員

：運営委員長はセンター長が兼務する。運営委員は運営委員長が推薦し、大学長の承

認を得て理事長が任命する。

運営委員の任期は１年とする。

委員会は本センターの運営を円滑に行うために設置する。

○専任教員

：専任教員はセンター長を補佐し、本センターの管理及び動物実験指導・助言を行う。

○専任職員

：専任職員は本センターの日常的な清掃、整備等を行う。

３　組織構成
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新規利用者（教員、大学院生等）を対象とした講習会

微生物モニタリング検査用動物の配布

新規利用者（教員、大学院生等）を対象とした講習会

微生物モニタリング検査、環境モニタリング検査

衛生学部卒論生を対象とした講習会

オートクレーブ滅菌装置の定期性能検査

ＳＰＦ２滅菌装置の定期検査　

運営委員会

新規利用者（教員、大学院生等）を対象とした講習会

エチレンオキシド使用者の定期検診　

微生物モニタリング検査用動物の配布

微生物モニタリング検査

運営委員会

作業環境測定

ロータリー型洗浄機定期点検

新規利用者（教員、大学院生等）を対象とした講習会　　　

短卒論生（医療情報技術科）を対象とした講習会

微生物モニタリング検査用動物の配布

エチレンオキシド使用者の定期検診

微生物モニタリング検査、環境モニタリング検査

新規利用者（教員、大学院生等）を対象とした講習会

年末大掃除

動物実験計画書の継続申請

微生物モニタリング検査用動物の配布

短大卒論生（衛生技術科）を対象とした講習会

運営委員会

微生物モニタリング検査

慰霊祭

作業環境測定

動物実験委員会

講演会

利用者会議

新規利用者を対象とした講習会

各装置新規利用者への説明会

ＨＥＰＡフィルターの交換

水用フィルターの交換

月

４

５

　

６

　　

　

　

 

７

８

９

　

　

10

11

　

12

　

　

1

2

　

3

随　　　　時

行　　　　事

４　年間予定
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動物の愛護及び管理に関する法律（抜粋）

昭和48年10月１日法律第105号

最終改正：平成17年６月22日法律第68号

第１章　総　　則

（目的）

第１条　この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する

事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の

情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生

命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。

（基本原則）

第２条　動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、

又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、そ

の習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

（普及啓発）

第３条　国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのっとり、

相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じ

て普及啓発を図るように努めなければならない。

第２章　基本指針等

（基本指針）

第５条　環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的

な指針（以下「基本指針」という。）を定めなければならない。

２　基本指針には、次の事項を定めるものとする。

１）動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向

２）次条第１項に規定する動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事項

３）その他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する重要事項

３　環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、

関係行政機関の長に協議しなければならない。

４　環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公

表しなければならない。

５　関連法規
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第３章 動物の適正な取扱い

第１節　総　　則

（動物の所有者又は占有者の責務等）

第７条　動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての

責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は

保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物

が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないよう

に努めなければならない。

２　動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の

疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めな

ければならない。

３　動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らか

にするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならな

い。

４　環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき

基準を定めることができる。

第５章　雑　　則

（動物を殺す場合の方法）

第40条　動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方

法によってしなければならない。

２　環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定め

ることができる。

（動物を科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等）

第41条　動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供す

る場合には、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り

動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供され

る動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮するものと

する。

２　動物を科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度において、できる

限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない。

３　動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥っている

場合には、その科学上の利用に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方

法によってその動物を処分しなければならない。
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４　環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第２項の方法及び前項の措置に関し

よるべき基準を定めることができる。

第６章　罰　　則

第44条　愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、１年以下の懲役又は100万円以下

の罰金に処する。

２　愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待

を行った者は、50万円以下の罰金に処する。

３　愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。

４　前３項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。

１）牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる

２）前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫

類に属するもの
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実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準

（環境省パブリックコメント案　平成18年）

第１　一般原則

１　基本的な考え方

動物を科学上の利用に供することは、生命科学の進展、医療技術等の開発等のた

めに必要不可欠なものであるが、その利用に当たっては、動物が命あるものである

ことにかんがみ、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる

限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供

される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮するこ

と、及びその利用に必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない方

法によって行うことを徹底するために、動物の生態及び習性に配慮し、動物に対す

る感謝の念及び責任をもった適正な飼養及び保管並びに科学上の利用に努めること。

また、実験動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止及び周辺の生活

環境の保全に努めること。

２　動物の選定

管理者は、施設の立地及び整備の状況、飼養者の飼養能力等の条件を考慮して飼

養及び保管する実験動物の種類等が計画的に選定されるように努めること。

３　周知

動物の飼養及び保管並びに科学上の利用が、客観性及び必要に応じた透明性を確

保しつつ、動物の愛護及び管理の観点から適切な方法で行われるように、管理者は

本基準の遵守指導を行う委員会の設置又はそれと同等の機能の確保、本基準に即し

た指針の策定等の措置を講じる等により、施設内における本基準の適正な周知に努

めること。

また、管理者は、関係団体、他の機関等と相互に連携を図る等により当該周知が

効果的かつ効率的に行われる体制の整備に努めること。

第２　定義

この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）実験動物　実験等の利用に供するため、施設で飼養し、又は保管している哺

ほ乳類、鳥類及び爬は虫類に属する動物（施設に導入するため輸送中のもの

を含む。）をいう。

（２）実験等　動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上

の利用に供することをいう。

（３）施設　実験動物の飼養若しくは保管又は実験等を行う施設をいう。

（４）管理者　実験動物及び施設を管理する者（研究機関の長等の実験動物の飼養

及び保管に関して責任を有する者を含む。）をいう。

（５）実験動物管理者　管理者を補佐し、実験動物の管理を担当する者をいう。
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（６）実験実施者　実験等を行う者をいう。

（７）飼養者　実験動物管理者又は実験実施者の下で実験動物の飼養又は保管に従

事する者をいう。

（８）管理者等　管理者、実験動物管理者、実験実施者及び飼養者をいう。

第３　共通基準

１　動物の健康及び安全の保持

（１）飼養及び保管の方法

実験動物管理者、実験実施者及び飼養者は、次の事項に留意し、実験動物の

健康及び安全の保持に努めること。

ア．実験動物の生理、生態、習性等に応じ、かつ、実験等の目的の達成に支障を

及ぼさない範囲で、適正に給餌及び給水を行うこと。

イ．実験動物が実験等の目的に係る傷害以外の傷害を負い、又は実験等の目的に

係る疾病以外の疾病にかかることを予防する等必要な健康管理を行うこと。ま

た、実験等の目的に係る傷害以外の傷害を負い、又は実験等の目的に係る疾病

以外の疾病にかかった場合にあっては、実験等の目的の達成に支障を及ぼさな

い範囲で、適切な治療等を行うこと。

ウ．実験動物管理者は、施設への実験動物の導入に当たっては、必要に応じて適

切な検疫、隔離飼育等を行うことにより、実験実施者、飼養者及び他の実験動

物の健康を損ねることのないようにするとともに、必要に応じて飼養環境への

順化・順応を図るための措置を講じること。

エ．異種又は複数の実験動物を同一施設内で飼養及び保管する場合には、実験等

の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、その組合せを考慮した収容を行うこと。

（２）施設の構造等

管理者は、実験動物の飼養又は保管については、次の事項に留意し、その生

理、生態、習性等に応じた適切な施設の整備に努めること。

ア．実験等の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、個々の動物が、自然な姿勢

で立ち上がり、横たわり、羽ばたき、泳ぐ等日常的な動作を容易に行うための

広さ及び空間を備えること。

イ．実験等の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、実験動物に過度なストレス

がかからないように、適切な温度、湿度、換気、明るさ等を保つこと。

ウ．床、内壁、天井及び附属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及管理

が容易な構造とするとともに、実験動物が、突起物、穴、くぼみ、斜面等によ

り傷害等を受けるおそれがない構造とすること。

（３）教育訓練等

管理者は、実験動物に関する知識及び経験を有する者を実験動物管理者に充て

るようにすること。また、実験動物管理者、実験実施者及び飼養者の別に応

じて必要な教育訓練が確保されるよう努めること。

２　生活環境の保全

管理者等は、実験動物の汚物等の適切な処理を行うとともに、施設を常に清潔に
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して、微生物等による環境の汚染及び悪臭、害虫等の発生の防止を図ることによっ

て、また、施設の整備等により騒音の防止を図ることによって、生活環境の保全に

努めること。

３　危害等の防止

（１）施設の構造並びに飼養及び保管の方法

実験動物の飼養及び保管に当たり、次に掲げる措置を講じることにより、実

験動物による人への危害及び環境保全上の問題等の発生の防止に努めること。

ア．管理者は、動物が逸走しない構造及び強度の施設を確保すること。

イ．管理者は、実験動物管理者及び飼養者が実験動物に由来する疾病にかかるこ

とを予防するため、必要な健康管理を行うこと。

ウ．管理者及び実験動物管理者は、実験実施者及び飼養者が危険を伴うことなく

作業ができる施設の構造並びに飼養及び保管の方法を確保すること。

エ．実験動物管理者は、施設の日常的な管理及び保守点検並びに定期的な巡回等

による飼養及び保管する実験動物の数及び状態の確認が行われるようにするこ

と。

オ．実験動物管理者、実験実施者及び飼養者は、次により、相互に実験動物によ

る危害の発生の防止に必要な情報の提供等を行うよう努めること。

（¡）実験動物管理者は、実験実施者に対して実験動物の取扱方法についての

情報を提供するとともに、飼養者に対し、その飼養又は保管について必

要な指導を行うこと。

（™）実験実施者は、実験動物管理者に対して実験等に利用している実験動物

についての情報を提供するとともに、飼養者に対し、その飼養又は保管

について必要な指導を行うこと。

（£）飼養者は、実験動物管理者及び実験実施者に対して実験動物についての

状況を報告すること。

カ．管理者等は、実験動物の飼養及び保管並びに実験等に関係のない者が実験動

物に接することのないよう必要な措置を講じること。

（２）有毒動物の飼養及び保管

毒へび等の有毒動物を飼養及び保管する場合には、抗毒素血清等の救急医薬品

を備えるとともに、事故発生時に医師による迅速な救急処置が行える体制を整

備し、実験動物による人への危害の発生の防止に努めること。

（３）逸走時の対応

管理者等は、実験動物が保管設備等から逸走しないよう必要な措置を講じるこ

と。また、管理者は、逸走した実験動物の捕獲等を行う等の実験動物が逸走し

た場合の措置についてあらかじめ定め、逸走時の人への危害及び環境保全上の

問題等の発生の防止に努めるとともに、人に危害を加える等のおそれのある実

験動物が施設外に逸走した場合には、速やかに関係機関への連絡を行うこと。

（４）緊急時の対応

管理者は、関係行政機関との連携の下、地域防災計画等との整合を図りつつ、

地震、火災等の緊急時に採るべき措置に関する計画をあらかじめ作成するもの

18



とし、管理者等は、緊急事態が発生したときは、速やかに、実験動物の保護

並びに実験動物の逸走による人への危害等及び環境保全上の問題等の発生の防

止に努めること。

４　人と動物の共通感染症に係る知識の習得等

実験動物管理者、実験実施者及び飼養者は、人と動物の共通感染症に関する十分

な知識の習得及び情報の収集に努めること。また、管理者、実験動物管理者及び実

験実施者は、人と動物の共通感染症の発生時において必要な対策が迅速に行えるよ

う、公衆衛生機関等との連絡体制の整備に努めること。

５　動物の記録管理の適正化

管理者等は、実験動物の飼養及び保管の適正化を図るため、動物の入手先、飼育

履歴、病歴等に関する記録台帳を整備する等、動物の記録管理を適正に行うよう努

めること。また、人に危害を加える等のおそれのある実験動物については、名札、

脚環、マイクロチップ等の装着等の識別措置を技術的に可能な範囲で講ずるよう努

めること。

６　輸送時の取扱い

実験動物の輸送に当たる者は、その輸送に当たっては、次の事項に留意し、実験

動物の健康及び安全の確保並びに実験動物による人への危害等の発生の防止に努め

ること。

ア．なるべく短い時間による輸送方法を採る等により、実験動物の疲労及び苦痛を

できるだけ小さくすること。

イ．輸送中の実験動物には必要に応じて適切な給餌及び給水を行うとともに、換気

等により適切な温度を維持すること。

ウ．実験動物の生理、生態、習性等を考慮の上、適切に区分して輸送するとともに、

輸送に用いる車両、容器等は、実験動物の健康及び安全を確保し、並びに実験動

物の逸走を防止するために必要な規模、構造等のものを選定すること。

エ．実験動物が保有する微生物及び実験動物の汚物等により環境が汚染されること

を防止するために必要な措置を講じること。

７　施設廃止時の取扱い

管理者は、施設の廃止に当たっては、実験動物が命あるものであることにかんが

み、その有効利用を図るために、飼養及び保管している実験動物を他の施設へ譲り

渡すよう努めること。やむを得ず実験動物を殺処分しなければならない場合にあっ

ては、動物の処分方法に関する指針（平成７年総理府告示第40号。以下「指針」と

いう。）に基づき行うよう努めること。

第４　個別基準

１　実験等を行う施設

（１）実験等の実施上の配慮

実験実施者は、実験等の目的を達成するために必要な範囲で実験動物を適切に

利用するように努めること。また、実験等の目的の達成に支障を及ぼさない

範囲で、麻酔薬、鎮痛薬等を投与すること、実験等に供する期間をできるだ
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け短くする等実験終了の時期に配慮すること等によりできる限り実験動物に苦

痛を与えないようにするとともに、保温等適切な処置を採ること。

（２）事後措置

実験動物管理者、実験実施者及び飼養者は、実験等を終了し、若しくは中断

した実験動物又は疾病等により回復の見込みのない障害を受けた実験動物を処

分する場合にあっては、速やかに、致死量以上の麻酔薬の投与、頸椎脱臼等

の化学的又は物理的方法による等指針に基づき行うこと。また、実験動物の

死体については、適切な処理を行い、人の健康及び生活環境を損なうことの

ないようにすること。

２　実験動物を生産する施設

幼齢な動物又は高齢な動物を繁殖の用に供さないとともに、みだりに繁殖させる

ことによる動物への過度の負担を避けるため、その回数を適切なものとすること。

ただし、系統の維持の目的等特別な事情がある場合についてはこの限りでない。ま

た、動物の譲渡しに当たっては、その生理、生態、習性、適正な飼養及び保管の方

法、感染性の疾病等に関する情報を提供し、譲り受ける者に対する説明責任を果た

すこと。

第５　準用及び適用除外

管理者等は、哺乳類、鳥類及び爬虫類に属する動物以外の動物を実験等の利用に供する

場合においてもこの基準の趣旨に沿って措置するよう努めること。また、この基準は、畜

産に関する飼養管理の教育若しくは試験研究又は畜産に関する育種改良を行うことを目的

として飼養し、又は保管する実験動物の管理者等及び生態の観察を行うことを目的として

飼養し、又は保管する実験動物の管理者等には適用しない。なお、生態の観察を行うこと

を目的として飼養し、又は保管する実験動物に係る飼養及び保管に関する基準については、

家庭動物等の飼養及び保管に関する基準を準用する。
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研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針

（文部科学省パブリックコメント案　平成18年）

前　　文

地球上の生物の生命活動を科学的に理解することは、人類の福祉及び動物の愛護はもち

ろん、環境の保全と再生などの多くの課題の解決にとって極めて重要であり、動物実験等

はそのために必要であり、やむを得ない手段である。

このため、研究機関等においては、これまでも大学等における動物実験について（昭和

62年５月文部省学術国際局長通知）等に基づき、動物実験委員会を設けるなどして、動物

実験指針の整備及びその適正な運用に努めてきたところであるが、今後も生命科学の進展、

医療技術等の開発等に資するため、動物実験等が実施されていくものと考えられる。

一方、平成17年６月に動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律（平成17年

法律第68号）が公布され、動物実験等に関する理念である「３Ｒ（Replacement（代替法

の利用）、Reduction（必要最小数の数の利用）、Refinement（苦痛の軽減））」に関する規

定のうち、代替法の利用及び必要最小数の数の利用に関する規定が新たに盛り込まれた。

このような動物実験等を取り巻く環境の変化を受け、研究機関等においては、科学上の

必要性のみならず、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和48年法律第105号。以下「動

物愛護法」という。）及び実験動物の飼養及び保管等に関する基準（昭和55年総理府告示

第６号。以下「基準」という。）の規定も踏まえ、科学的観点と動物の愛護の観点を両立

させつつ、動物実験等を適正に実施することがより一層重要となってきている。

このような現状を踏まえ、動物実験等を適正に実施するために遵守すべき基本的事項を

示す指針（以下「基本指針」という。）をここに定めることとした。これにより、各研究

機関等における、適正な動物実験等の実施の推進を図ることとする。

第１　定義

この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。

（１）動物実験等 動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学

上の利用に供することをいう。

（２）実験動物 動物実験等のため、施設で飼養し、又は保管している哺ほ乳類、鳥

類及び爬は虫類に属する動物をいう。

（３）研究機関等 科学技術に関する試験、研究若しくは開発又は学術研究を行う機

関であって、次の各号に掲げるものをいう。

①大学

②大学共同利用機関法人

③高等専門学校

④文部科学省の施設等機関

⑤独立行政法人（文部科学省が所管するものに限る。）
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⑥民法（明治29年法律第89号）第34条の規定により設立された法人（文部科学

省が所管するものに限る。）

（４）研究機関等の長　次の各号に掲げる研究機関等の区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める者をいう。

①大学　学長

②大学共同利用機関法人　機構長

③高等専門学校　校長

④文部科学省の施設等機関　所長

⑤独立行政法人　理事長

⑥民法第34条の規定により設立された法人　理事長

（５）動物実験計画　動物実験等を実施するために事前に立案する計画をいう。

（６）動物実験実施者　動物実験等を実施する者をいう。

（７）動物実験責任者　動物実験実施者のうち、個々の動物実験計画に係る業務を

統括する者をいう。

第２　研究機関等の長の責務

１　研究機関等の長の責務

研究機関等の長は、研究機関等における動物実験等の実施に関する最終的な責任

を有し、動物実験委員会の設置、機関内規程（次項に規定するものをいう。）の策

定その他動物実験等の適正な実施のために必要な措置を講じること。

２　機関内規程の策定

研究機関等の長は、動物愛護法、基準その他の動物実験等に関する法令（告示を

含む。）の規定を踏まえ、動物実験施設の整備及び管理の方法並びに動物実験等の

具体的な実施方法等を定めた規程（以下「機関内規程」という。）を策定すること。

３　動物実験計画の承認

研究機関等の長は、動物実験責任者から提出された動物実験計画について、動物

実験委員会の審査を経て承認を与え、又は与えないこと。

４　動物実験計画の履行結果の把握

研究機関等の長は、動物実験等の終了の後、動物実験計画の履行結果について報

告を受け、必要に応じ適正な動物実験等の実施のための改善措置を執ること。

第３　動物実験委員会

１　動物実験委員会の設置

研究機関等の長は、動物実験委員会を設置すること。

２　動物実験委員会の役割

動物実験委員会は、次に掲げる業務を行うこと。

①研究機関等の長の諮問を受け、動物実験責任者から提出された動物実験計画が基

本指針及び機関内規程等に適合しているかどうかの審査を行い、審査結果を研究

機関等の長に報告すること。

②動物実験計画の履行結果について、研究機関等の長より報告を受け、必要に応じ
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助言を行うこと。

３　動物実験委員会の構成

動物実験委員会は、研究機関等の長が任命した委員により構成すること。その構

成は、動物実験等又は実験動物に関して優れた識見を有する者その他の学識経験を

有する者のうちから任命することとし、その役割を全うするのに適切なものとなる

よう配慮すること。

第４　動物実験等の実施

１　科学的合理性の確保

動物実験責任者は、動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する観点

から、次に掲げる事項を踏まえて動物実験計画を立案し、動物実験等を適正に実施

すること。

（１）適正な動物実験等の方法の選択

次に掲げる事項に配慮し、適正な動物実験等の方法を選択して実施すること。

①代替法の利用

科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り実験動

物を供する方法に代わり得るものを利用すること等により実験動物を適切に

利用することに配慮すること。

②実験動物の選択

実験動物の選択に当たっては、科学上の利用の目的を達することができる範

囲において、できる限りその利用に供される実験動物の数を少なくすること

等により実験動物を適切に利用することに配慮すること。この場合において、

動物実験等の目的に適した実験動物種の選定、動物実験成績の精度や再現性

を左右する実験動物の数、遺伝学的及び微生物学的品質、飼養条件を考慮す

る必要があること。

③苦痛の軽減

科学上の利用に必要な限度において、できる限りその実験動物に苦痛を与え

ない方法によってすること。

（２）動物実験等の施設及び設備

適切に維持管理された施設及び設備を用いて実施すること。

２　安全管理に特に注意を払う必要がある動物実験等

安全管理に特に注意を払う必要がある動物実験等を実施する際には、次に掲げる

事項に配慮すること。

①物理的、化学的な材料又は病原体を取り扱う動物実験等、人や実験動物の安全や

健康及び周辺環境に影響を及ぼす可能性のある動物実験等を行う際には、研究機

関等における施設及び設備の状況を踏まえつつ、動物実験実施者等の安全確保、

健康保持に特段の注意を払うこと。

②飼育環境の汚染により実験動物が傷害を受けることのないよう施設及び設備を保

持するとともに、必要に応じ、検疫を行うなどして、健康保持に配慮すること。

③遺伝子組換え動物を用いる動物実験等、生態系に影響を及ぼす可能性のある動物
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実験等を実施する際には、研究機関等における施設及び設備の状況を踏まえつつ、

遺伝子組換え動物の逸走防止等に特段の注意を払うこと。

第５　実験動物の飼養及び保管

実験動物の飼養及び保管は、基準を踏まえ、科学的観点及び動物の愛護の観点から適切

に実施すること。

第６　その他

１　教育訓練等の実施

研究機関等の長は、動物実験実施者等に対し、適正な動物実験等の実施並びに実

験動物の適切な飼養及び保管を行うために必要な基礎知識の修得を目的とした教育

訓練の実施その他動物実験実施者の資質向上を図るために必要な措置を講じること。

２　基本指針への適合性に関する自己点検・評価及び検証

研究機関等の長は、動物実験等の実施に関する透明性を確保するため、定期的に、

研究機関等において実施された動物実験等の基本指針への適合性に関し、自ら点検

及び評価を行うとともに、当該点検及び評価の結果について、当該研究機関等以外

の者による検証を行うことに努めること。

３　情報公開

研究機関等の長は、研究機関等における動物実験等に関する情報（例：機関内規

程や動物実験等に関する点検及び評価、当該研究機関等以外の者による検証の結果、

実験動物の飼養及び保管の状況等）について、年１回程度公開をすること。この場合

において、ホームページ、年報又は閲覧による公開など適切な手段により行うこと。

附　　則

この指針は、平成18年　月　日から適用する。
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厚生労働省における動物実験等の実施に関する基本指針

（厚生労働省パブリックコメント案　平成18年）

前　　文

生命科学の探究、人及び動物の健康安全並びに環境保全などの課題解決にあたって、動

物実験等が必要かつ唯一の手段である場合があり、動物実験等により得られる成果は、人

及び動物の健康の保持増進等に多大な貢献をもたらしてきた。しかし、一方で動物実験等

は、動物の生命又は身体の犠牲を強いる手段であり、動物実験等を実施する者はこのこと

を念頭におき、適正な動物実験等の実施に努めなければならない。また、平成17年６月に

公布された、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和48年法律第105号。以下「動物愛護

管理法」という。）の一部を改正する法律（平成17年法律第68号）において、これまで規

定されていた苦痛の軽減に加え、代替法の利用及び動物利用数の削減が盛り込まれ、わが

国においても、国際的に普及・定着している動物実験及び実験動物の福祉の理念である

「３R（Refinement、Reduction、Replacement）の原則」が整備されたことにより、より

一層「３Rの原則」に配慮した動物実験等の実施が求められることとなった。このような

状況を踏まえ、厚生労働省所管の機関等において、動物愛護の観点の他、科学的観点に基

づく適正な動物実験等が実施されるよう、ここに指針を定めるものである。

第１　総則

１　目的

この指針は、人の健康の保持増進及び医学の進展等のために動物実験等が必要不

可欠な手段であるものの、命ある動物を用いることを踏まえ、科学的根拠に基づき

且つ動物愛護に配慮した動物実験等が実施されるよう、動物実験等に携わる者が遵

守すべき事項を定め、適正な動物実験等の実施の推進が図られることを目的とする。

２　適用範囲

この指針は、動物実験等を行う厚生労働省の施設等機関並びに厚生労働省が所管

する独立行政法人、公益法人及び特別の法令に基づき設置された民間法人その他厚

生労働省が所管する事業を行う営利法人に適用する。

３　用語の定義

（１）動物実験等

動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供

することをいう。

（２）実験動物

動物実験等のため、施設で飼養し、又は保管している哺乳類、鳥類及び爬虫

類に属する動物をいう。

（３）実施機関

動物実験等を実施する機関をいう。附属の研究所など、動物実験等の実施つ

いて一定の権限を有する組織もこれに該当する。
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（４）動物実験計画

動物実験等を実施するために事前に立案する計画をいう。

（５）動物実験実施者

動物実験等を実施する者をいう。

（６）動物実験責任者

動物実験実施者のうち、個々の動物実験計画に係る業務を統括する者をいう。

第２　実施機関の長の責務

１　機関内規程の策定

実施機関の長は、動物愛護管理法、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に

関する基準（平成18年環境省告示第○号。以下「飼養保管基準」という。）、この指

針及びその他の動物実験等に係る関係法令等の規定を踏まえ、動物実験等に係る施

設及び設備の整備並びに管理の方法、動物実験等の具体的な実施方法等を定めた規

程（以下「機関内規程」という。）を策定すること。

２　動物実験委員会の設置

実施機関の長は、動物実験計画がこの指針及び機関内規程に適合しているか否か

の審査を行う他、適正な動物実験等の実施を図るために必要な事項の検討を行わせ

るため、動物実験委員会を設置すること。

３　動物実験計画の承認

実施機関の長は、動物実験計画について、動物実験委員会の意見を聴いた上で、

当該計画の承認又は不承認を決定すること。

４　動物実験計画の履行結果の把握

実施機関の長は、動物実験等の終了後、動物実験責任者から動物実験計画の履行

結果について報告を受け、必要に応じ適正な動物実験等の実施のための改善措置を

講ずること。

５　教育訓練等の実施

実施機関の長は、動物実験実施者その他実験動物の飼養及び保管など動物実験等

に携わる者（以下「動物実験実施者等」という。）に対し、適正な動物実験等の実

施並びに実験動物の適切な飼養及び保管を行うために必要な知識の修得を目的とし

た教育訓練の実施その他動物実験実施者等の資質の向上を図るために必要な措置を

講じること。

６　自己点検及び評価

実施機関の長は、実施された動物実験等のこの指針及び機関内規程の適合性につ

いて、自ら点検及び評価を行うこと。

７　動物実験等に関する情報の公開

実施機関の長は、機関内規程や5の規定に基づく点検及び評価の結果などについ

て、適切な手段により公開すること。

第３　動物実験責任者の責務

１　動物実験計画の策定
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動物実験責任者は、動物実験等の実施に当たって、あらかじめ動物実験計画を策

定し、実施機関の長の承認を得ること。

２　動物実験計画の履行結果の報告

動物実験責任者は、動物実験等の終了後、実施機関の長に動物実験計画の履行結

果について報告すること。

第４　動物実験委員会

１　動物実験委員会の役割

動物実験委員会は、実施機関の長の諮問を受けて、動物実験計画がこの指針及び

機関内規程等に適合しているか審査を行い、審査結果を実施機関の長に報告するこ

と。また、動物実験計画の履行結果について、実施機関の長より報告を受け、必要

に応じ助言を行うこと。

２　動物実験委員会の構成

動物実験委員会は、実施機関の長が任命した動物実験等又は実験動物に関して優

れた識見を有する者その他の学識経験を有する者により構成すること。なお、その

構成は、動物実験委員会の役割にふさわしいものとなるよう配慮すること。

第５　動物実験等の実施上の配慮

１　代替法の利用

科学上の利用の目的を達することができる範囲において、実験動物を供しない方

法が利用できる場合は当該方法によるなど、できる限り実験動物を供する方法に代

わり得るものを利用すること。

２　実験動物の選択

実験等の成績の精度及び再現性等を考慮の上、科学上の利用の目的を達すること

ができる範囲において、できる限りその利用に供される実験動物の数を少なくする

こと。また、実験等の目的に適した動物種、遺伝学的及び微生物学的品質、飼養条

件を考慮すること。

３　苦痛の軽減

動物実験等は、飼養保管基準における苦痛の軽減に係る規定を踏まえ、できる限

り実験動物に苦痛を与えない方法によること。

４　安全管理

物理的、化学的な材料、病原体又は遺伝子組換え生物等を用いる動物実験等の人

や実験動物の安全及び健康、周辺環境並びに生態系に影響及ぼす可能性のある動物

実験等を実施する場合は、これらの取扱いに係る関係法令等の規定の他、実施機関

の施設及び設備の状況を踏まえ、公衆衛生、生活環境及び生態系保全上の支障を防

止するために必要な措置並びに動物実験実施者等の安全確保を図るために必要な措

置を講じること。また、飼育環境の汚染により実験動物が障害を受けることがない

よう十分に配慮すること。

５　施設及び設備

適切に維持管理された施設及び設備において動物実験等を実施すること。

27



６　実験動物の飼養及び保管

実験動物の飼養及び保管は、飼養保管基準に従う他、飼育環境の微生物制御など

科学的観点から実験等に必要な飼養及び保管方法を踏まえ適切に行うこと。

第６　準用

１　地方公共団体の衛生に関する試験検査研究施設及び地方公共団体の設置する病院

等において動物実験等を実施する場合は、この指針に準ずることが望ましいこと。

２　この指針が適用される実施機関が、他省庁の定める動物実験等に関する指針であ

って、この指針と同等以上の基準を定めたものの適用を受け、当該他省庁の定める

指針に従って動物実験等を実施している場合は、この指針に準じて実施されている

ものとみなすものとすること。

３　この指針が適用される実施機関において、動物実験等を別の機関に委託する場合

は、委託先においても、当該指針又は2に規定する他省庁の定める指針に基づき適

正に動物実験等が実施されるようにすること。

４　この指針が適用されない実施機関において、2に規定する他省庁の定める指針も適

用されない場合であって、厚生労働省の所掌する事務に係る動物実験等を実施する

場合はこの指針に準ずることが望ましいこと。

附　　則

この指針は、平成18年　月　日から適用する。
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動物の処分方法に関する指針

平成７年７月４日総理府告示第40号

一部改正 平成12年12月１日

第１　一般原則

管理者及び処分実施者は、動物を処分しなければならない場合にあっては、処分動物の

生理、生態、習性等を理解し、生命の尊厳性を尊重することを理念として、その動物に苦

痛を与えない方法によるよう努めるとともに、処分動物による人の生命、身体又は財産に

対する侵害及び人の生活環境の汚損を防止するよう努めること。

第２　定 義

この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）対象動物　この指針の対象となる動物で、動物の愛護及び管理に関する法律

（昭和48年法律第105号）第27条第２項第４項各号に掲げる動物

（２）処分動物　対象動物で処分されるものをいう。

（３）処分　処分動物を致死させることをいう。

（４）苦痛　痛覚刺激による痛み並びに中枢の興奮等による苦悩、恐怖、不安及び

うつの状態等の態様をいう。

（５）管理者　処分動物の保管及び処分を行う施設並びに処分動物を管理する者を

いう。

（６）処分実施者　処分動物の処分に係る者をいう。

第３　処分動物の処分方法

処分動物の処分方法は、化学的又は物理的方法により、できる限り処分動物に苦痛を与

えない方法を用いて当該動物を意識の喪失状態にし、心機能又は肺機能を非可逆的に停止

させる方法によるほか、社会的に容認されている通常の方法によること。

第４　補則

１．処分動物の保管に当たっては、「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準」（昭和

50年総理府告示第28号）、「展示動物等の飼養及び保管に関する基準」（昭和51年総

理府告示第７号）、「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」（昭和55年総理府告

示第６号）及び「産業動物の飼養及び保管に関する基準」（昭和62年総理府告示第

22号）の趣旨に沿って適切に措置するよう努めること。

２．対象動物以外の動物を処分する場合においても、処分に当たる者は、この指針の

趣旨に沿って配慮するよう努めること。
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実験動物の飼養及び保管等に関する基準

昭和55年３月27日総理府告示第６号

一部改正　平成14年５月28日

第１　一般原則

管理者等は、実験動物の生理、生態、習性等を理解し、並びに愛情をもって飼養し、及

び科学上の利用に供するように努めるとともに、責任をもってこれを保管し、実験動物に

よる人の生命、身体又は財産に対する侵害及び人の生活環境の汚損を防止するように努め

ること。

第２　定義

この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）実験動物　実験等の利用に供するため、施設で飼養し、又は保管しているほ乳

類及び鳥類に属する動物（施設に導入するため輸送中のものを含む。）をいう。

（２）実験等　動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上

の利用に供することをいう。

（３）施設　実験動物の飼養若しくは保管又は実験等を行う施設をいう。

（４）管理者等　管理者、実験動物管理者、実験実施者及び飼養者をいう。

（５）管理者　実験動物及び施設を管理する者をいう。

（６）実験動物管理者　管理者を補佐し、実験動物の管理を担当する者をいう。

（７）実験実施者　実験等を行う者をいう。

（８）飼養者　実験動物管理者又は実験実施者の下で実験動物の飼養又は保管に従

事する者をいう。

第３　導入に当たっての配慮

１．管理者及び実験動物管理者は、施設の立地、整備状況及び飼養能力並びに実験実

施者が策定した実験等の計画等を勘案の上定められた当該施設の事業計画に基づき、

実験動物を導入するように努めること

２．実験動物の輸送に当たる者は、その輸送に当たっては、次の事項に留意し、実験

動物の健康及び安全並びに実験動物による事故の防止に努めること。

（１）実験動物の疲労及び苦痛をできるだけ小さくするため、なるべく短い時間に

よる輸送方法を選ぶこと。

（２）輸送中の実験動物には、必要に応じて適切な飼料及び水の給与を行こと。

（３）実験動物の生理、生態、習性等を考慮の上、適切に区分して輸送する方法を

採るとともに、輸送に用いる車両、容器等は、実験動物の健康及び安全を確

保し、並びに実験動物の脱出を防止するために必要な規模、構造等のものを

選定すること。

（４）実験動物の微生物、汚物等により環境が汚染されることを防止するために必

30



要な措置を講ずること。

３．実験動物管理者は、施設への実験動物の導入に当たっては、必要に応じて適切な

検疫を行い、実験実施者、飼養者及び他の実験動物の健康を損ねることのないよう

にすること。

第４　実験動物の健康及び安全の保持

１．管理者は、実験動物に関する知識及び経験を有する者を実験動物管理者に充てる

ようにすること。

２．管理者は、実験動物の飼養又は保管については、その生理、生態、習性等に応じ

て適切な設備を設けるようにすること。

３．実験動物管理者、実験実施者及び飼養者は、次の事項に留意し、実験動物の健康

及び安全の保持に努めること。

（１）実験動物の生理、生態、習性等に応じ、かつ、実験等の目的に支障を及ぼさ

ない範囲で、適切に飼料及び水の給与を行うこと。

（２）実験動物が実験等の目的に係る疾病以外の疾病にり患することを 予防する等

必要な健康管理を行うこと。

第５　実験等の実施上の配慮及び終了後の処置

１．実験実施者は、実験等の目的を達成するために必要な範囲で実験動物を適切に利

用するように努めること。

２．実験動物管理者又は実験実施者は、次の事項に留意し、実験等の実施及び実験等

の終了後の処置に当たるように努めること。

（１）実験等に当たっては、その実験等の目的に支障を及ぼさない範囲で麻酔薬等

を投与すること等によりできる限り実験動物に苦痛を与えないようにするとと

もに、保温等適切な処置を採ること。

（２）実験等を終了し、又は中断した実験動物を処分するときは、速やかに致死量

以上の麻酔薬の投与、又は頸椎脱臼等によって、実験動物にできる限り苦痛

を与えないようにすること。

（３）実験動物の死体については、適切な処置を講じ、人の健康及び生活環境を損

なうことのないようにすること。

第６　危害防止

１．管理者等は、実験動物の飼養及び保管並びに実験等に関係のない者が実験動物に

接することのないよう必要な措置を講ずること。

２．実験動物管理者、実験実施者及び飼養者は、次により、相互に実験動物による危

害防止に必要な情報の提供等を行うように努めること。

（１）実験動物管理者は、実験実施者に対して実験動物の取扱い方法についての情

報を提供するとともに、飼養者に対し、その飼養又は保管について必要な指

導を行うこと。

（２）実験実施者は、実験動物管理者に対して実験等に利用している実験動物につ

31



いての情報を提供するとともに、飼養者に対し、その飼養又は保管について

必要な指導を行うこと。

（３）飼養者は、実験動物管理者及び実験実施者に対して実験動物についての状況

を報告すること。

３．管理者は、実験動物からの疾病のり患を予防するため、実験動物管理者及び飼養

者の健康について必要な健康管理を行うこと。

４．管理者等は、実験動物が保管場所から脱出しないよう必要な措置を講ずること。

５．管理者は、実験動物が脱出した場合の措置についてあらかじめ対策を講じ、事故

の防止に努めること。

６．管理者は、地震、火災等の非常災害に際して採るべき緊急措置を定め、非常災害

が発生したときは、速やかに実験動物を保護し、及び実験動物による事故の防止に

努めること。

第７　生活環境の保全

管理者等は、実験動物の汚物等の適切な処理を行い、及び施設を常に清潔にして微生物

等による環境の汚染、悪臭の発生等を防止し、並びに施設の整備等により騒音の防止を図

ることによって、生活環境の保全に努めること。

第８　実験動物生産者の採るべき措置

実験等のためほ乳類及び鳥類に属する動物を生産する者は、次の事項に留意し、動物の

生理、生態、習性等を理解し、及び愛情をもって飼養するように努めるとともに、責任を

もってこれを保管すること。

１．動物の生理、生態、習性等に応じた適切な施設を設け、適切に飼料及び水の給与

を行い、動物が疾病にり患することを予防する等必要な措置を講ずること。

２．生活環境の保全のため、動物の汚物等の適切な処理を行い、及び生産の場を常に清

潔にすることにより、環境の汚損の防止に努めるとともに、生産に従事する者の動物

からの疾病のり患を予防する等必要な健康管理を行うように努めること。

第９　補則

管理者等は、ほ乳類及び鳥類に属する動物以外の動物を実験等に利用する場合において

もこの基準の趣旨に沿って措置するように努めること。

第10 適用除外

１．この基準は、畜産に関する飼養管理の教育若しくは試験研究又は畜産に関する育

種改良を行うことを目的として飼養し、又は保管する実験動物の管理者等には適用

しない。

２．この基準は、生態の観察を行うことを目的として飼養し、又は保管する実験動物

の管理者等には適用せず、当該実験動物に係る飼養及び保管に関する基準について

は、家庭動物等の飼養及び保管に関する基準を準用する。
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大学等における実験動物について（通知）

文学情第141号

昭和62年５月25日

各国公私立大学長

各国立大学共同利用機関長　　　殿

各国公私立高等専門学校長

文部省学術国際局長

植木　　浩

近年、大学等における実験動物は、バイオサイエンス研究の急速な発展とともに、医学、

生理学、農学等の生物系研究領域において、その重要性はますます高まっております。他

方、動物実験については、科学的にはもとより、動物福祉の立場からも適切な配慮が必要

であるとの提言や指摘が関係学会等でもなされております。また、国際的にも、動物福祉

にも配慮した動物実験指針の作成が要請されるようになっております。

我が国では、すでに、「動物の保護及び管理に関する法律」（昭和48年法律第105号）及

び「実験動物の飼養及び保管に関する基準」（昭和55年総理府公示第６号）が制定されて

いますが、特に動物実験を行う研究者も多い大学等においては、今後、それぞれの状況に

応じ、動物実験の立場から、適切な実験指針を整備していくことが重要な課題となってお

ります。

このような状況にかんがみ、学術審議会においては、かねてから、大学等における動物

実験の在り方について検討が行われてきましたが、このたび、その検討結果が「大学等に

おける動物実験の実施に関する基本的な考え方について（報告）」として別添のとおり取

りまとめられました。

ついては、貴学（校・機関）において動物実験が行われる場合には、上記の法律及び基

準によるほか、上記の報告を踏まえつつ、下記の諸点に留意の上、動物実験の指針を整備

するとともに、関係職員等に対し指針の周知徹底を図るなどして、動物実験が有効適切に

行われるよう、特段の御配慮をお願いします。

記

１．動物実験の指針は、当該大学等の研究上の必要等を勘案しつつ、次のような原則

的な考え方に基ずき整備すること。

（１）実験計画の立案

実験計画の立案に当たっては、実験動物の専門家の意見を求める等により、

有効適切な実験が行えるようにすることが望ましいこと。なお、実験におい

ては、実験動物を使わない方法によるように努めることも必要であること。

（２）供試動物の選択

供試動物の選択に当たっては、実験目的に適した動物種の選定、実験成績

の精度や再現性を左右する供試動物の数、遺伝学的及び微生物学的品質、飼
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養条件を考慮する必要があること。また、必要に応じて、検疫を行うこと。

（３）実験動物の飼養管理

科学的にかつ動物福祉の観点からみて適切な動物実験を実施するためには、

施設、設備等の適切な維持・管理に配慮し、適切な給餌、給水等の飼育管理

を行う必要があること。

（４）実験操作

実験操作により、動物に無用な苦痛を与えないよう配慮すべきこと。この

ことは、科学的に適切な動物実験のためにも必要であること。

（５）安全管理に特に注意を払う必要のある実験

物理的、化学的な材料あるいは病原体を取り扱う動物実験においては、人

の安全を確保することはもとより、飼育環境の汚染により動物が障害を受けた

り、実験結果のデータの信頼性が損われたりすることのないよう、十分に配

慮する必要があること。なお、実験施設の周囲の汚染防止については、施設、

設備の状況を踏まえつつ、特段の注意を払う必要があること。

（６）動物実験委員会の設置

動物実験委員会を設けるなどして、動物実験指針の適切な運用を図ること。

委員会は、当該大学等の実験動物の専門家、実験者、その他必要と認められ

る者によって構成することが望ましいこと。また、動物実験委員会は、当該

大学等の動物実験施設の運営委員会など既存の組織の改組、拡充によって整備

することも可能であること。

２．動物実験の指針及び動物実験委員会の整備については、各大学等の実情に応じて、

大学等の長又は関係学部等の長が行うものとすること。
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大学等における実験動物の導入について（通知）

12文科振第42号

平成13年1月31日

各国公私立大学長

各大学共同利用機関長　　　殿

各国公私立高等専門学校長

文部科学省研究振興局長

遠藤　昭雄

動物実験に関しては、科学的であることはもとより、動物福祉の観点からも適切な配慮

が必要であることから、「動物の愛護及び管理に関する法律」（昭和48年法律第105号）及

び「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」（昭和55年総理府告示第6号）、さらには、

「大学等における動物実験について（通知）」（昭和62年文学情第141号）に基づき、適切な

飼養及び管理に努めるようお願いしてきたところです。

他方、先般、一部の動物供給業者により「鳥獣保護及狩猟二関スル法律」等に違反し無

許可で捕獲及び飼育したニホンザルが大学等に納入されていた、との報道がなされました。

各大学等におかれては、引き続き、上記法令等を遵守し、実験動物の導入に際しては、「鳥

獣保護及狩猟二関スル法律」等関係法令に基づく飼養許可証の確認などを励行するととも

に、市場価格や動物の状態を総合的に勘案するなどにより信頼できる動物供給業者の選定

に配慮し、常に適正なものとなるようお願いします。
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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法
律（抜粋）

平成16年２月19日施行

第１章　総　　則

（目的）

第１条　この法律は、国際的に協力して生物の多様性の確保を図るため、遺伝子組換え生

物等の使用等の規制に関する措置を講ずることにより生物の多様性に関する条約の

バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書（以下「議定書」という。）の的確か

つ円滑な実施を確保し、もって人類の福祉に貢献するとともに現在及び将来の国民

の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

（定義）

第２条　この法律において「生物」とは、一の細胞（細胞群を構成しているものを除く。）

又は細胞群であって核酸を移転し又は複製する能力を有するものとして主務省令で

定めるもの、ウイルス及びウイロイドをいう。

２　この法律において「遺伝子組換え生物等」とは、次に掲げる技術の利用により得

られた核酸又はその複製物を有する生物をいう。

１）細胞外において核酸を加工する技術であって主務省令で定めるもの

２）異なる分類学上の科に属する生物の細胞を融合する技術であって主務省令で定

めるもの

３　この法律において「使用等」とは、食用、飼料用その他の用に供するための使用、

栽培その他の育成、加工、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為をいう。

４　この法律において「生物の多様性」とは、生物の多様性に関する条約第２条に規

定する生物の多様性をいう。

５　この法律において「第１種使用等」とは、次項に規定する措置を執らないで行う

使用等をいう。

６　この法律において「第２種使用等」とは、施設、設備その他の構造物（以下「施

設等」という。）の外の大気、水又は土壌中への遺伝子組換え生物等の拡散を防止

する意図をもって行う使用等であって、そのことを明示する措置その他の主務省令

で定める措置を執って行うものをいう。

７　この法律において「拡散防止措置」とは、遺伝子組換え生物等の使用等に当たっ

て、施設等を用いることその他必要な方法により施設等の外の大気、水又は土壌中

に当該遺伝子組換え生物等が拡散することを防止するために執る措置をいう。
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第２章　国内における遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる生物多様性影響の防止に

関する措置

第２節　遺伝子組換え生物等の第２種使用等

（主務省令で定める拡散防止措置の実施）

第12条　遺伝子組換え生物等の第２種使用等をする者は、当該第２種使用等に当たって執

るべき拡散防止措置が主務省令により定められている場合には、その使用等をする

間、当該拡散防止措置を執らなければならない。

（確認を受けた拡散防止措置の実施）

第13条　遺伝子組換え生物等の第２種使用等をする者は、前条の主務省令により当該第２

種使用等に当たって執るべき拡散防止措置が定められていない場合（特定遺伝子組

換え生物等の第２種使用等をする場合その他主務省令で定める場合を除く。）には、

その使用等をする間、あらかじめ主務大臣の確認を受けた拡散防止措置を執らなけ

ればならない。

２　前項の確認の申請は、次の事項を記載した申請書を提出して、これをしなければ

ならない。

１）氏名及び住所

２）第２種使用等の対象となる遺伝子組換え生物等の特性

３）第２種使用等において執る拡散防止措置

４）前３号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

３　前２項に規定するもののほか、第１項の確認に関して必要な事項は、主務省令で

定める。

（第２種使用等に関する措置命令）

第14条　主務大臣は、第12条又は前条第１項の規定に違反して第２種使用等をしている者、

又はした者に対し、第12条の主務省令で定める拡散防止措置を執ることその他の必

要な措置を執るべきことを命ずることができる。

２　主務大臣は、第12条の主務省令の制定又は前条第１項の確認の日以降における遺

伝子組換え生物等に関する科学的知見の充実により施設等の外への遺伝子組換え生

物等の拡散を防止するため緊急の必要があると認めるに至ったときは、第12条の主

務省令により定められている拡散防止措置を執って第２種使用等をしている者、若

しくはした者又は前条第１項の確認を受けた者に対し、当該拡散防止措置を改善す

るための措置を執ることその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

（第２種使用等に関する事故時の措置）

第15条　遺伝子組換え生物等の第２種使用等をしている者は、拡散防止措置に係る施設等

において破損その他の事故が発生し、当該遺伝子組換え生物等について第12条の主
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務省令で定める拡散防止措置又は第13条第一項の確認を受けた拡散防止措置を執る

ことができないときは、直ちに、その事故について応急の措置を執るとともに、速

やかにその事故の状況及び執った措置の概要を主務大臣に届け出なければならない。

２　主務大臣は、前項に規定する者が同項の応急の措置を執っていないと認めるとき

は、その者に対し、同項に規定する応急の措置を執るべきことを命ずることができる。

第３節　生物検査

（輸入の届出）

第16条　生産地の事情その他の事情からみて、その使用等により生物多様性影響が生ずる

おそれがないとはいえない遺伝子組換え生物等をこれに該当すると知らないで輸入

するおそれが高い場合その他これに類する場合であって主務大臣が指定する場合に

該当するときは、その指定に係る輸入をしようとする者は、主務省令で定めるとこ

ろにより、その都度その旨を主務大臣に届け出なければならない。

（生物検査命令）

第17条　主務大臣は、主務省令で定めるところにより、前条の規定による届出をした者に

対し、その者が行う輸入に係る生物（第３項及び第５項において「検査対象生物」

という。）につき、主務大臣又は主務大臣の登録を受けた者（以下「登録検査機関」

という。）から、同条の指定の理由となった遺伝子組換え生物等であるかどうかに

ついての検査（以下「生物検査」という。）を受けるべきことを命ずることができ

る。

２　主務大臣は、前項の規定による命令は、前条の規定による届出を受けた後直ちに

しなければならない。

３　第１項の規定による命令を受けた者は、生物検査を受け、その結果についての通

知を受けるまでの間は、施設等を用いることその他の主務大臣の指定する条件に基

づいて検査対象生物の使用等をしなければならず、また、検査対象生物を譲渡し、

又は提供してはならない。

４　前項の通知であって登録検査機関がするものは、主務大臣を経由してするものと

する。

第４節　情報の提供

（情報の提供）

第26条　遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し、又は委託して使用等をさせよう

とする者は、主務省令で定めるところにより、その譲渡若しくは提供を受ける者又

は委託を受けてその使用等をする者に対し、適正使用情報その他の主務省令で定め

る事項に関する情報を文書の交付その他の主務省令で定める方法により提供しなけ
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ればならない。

２　主務大臣は、前項の規定に違反して遺伝子組換え生物等の譲渡若しくは提供又は

委託による使用等がなされた場合において、生物多様性影響が生ずるおそれがある

と認めるときは、生物多様性影響を防止するため必要な限度において、当該遺伝子

組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し、又は委託して使用等をさせた者に対し、

遺伝子組換え生物等の回収を図ることその他の必要な措置を執るべきことを命ずる

ことができる。

第３章　輸出に関する措置

（輸出の通告）

第27条　遺伝子組換え生物等を輸出しようとする者は、主務省令で定めるところにより、

輸入国に対し、輸出しようとする遺伝子組換え生物等の種類の名称その他主務省令

で定める事項を通告しなければならない。ただし、専ら動物のために使用されるこ

とが目的とされている医薬品（薬事法（昭和35年法律第145号）第２条第１項の医

薬品をいう。以下この条において同じ。）以外の医薬品を輸出する場合その他主務

省令で定める場合は、この限りでない。

（輸出の際の表示）

第28条　遺伝子組換え生物等は、主務省令で定めるところにより、当該遺伝子組換え生物

等又はその包装、容器若しくは送り状に当該遺伝子組換え生物等の使用等の態様そ

の他主務省令で定める事項を表示したものでなければ、輸出してはならない。この

場合において、前条ただし書の規定は、本条の規定による輸出について準用する。

第29条　主務大臣は、前２条の規定に違反して遺伝子組換え生物等の輸出が行われた場合

において、生物多様性影響が生ずるおそれがあると認めるときは、生物多様性影響

を防止するため必要な限度において、当該遺伝子組換え生物等を輸出した者に対し、

当該遺伝子組換え生物等の回収を図ることその他の必要な措置を執るべきことを命

ずることができる。

第５章　罰則

第38条　第10条第１項若しくは第２項、第11条第２項、第14条第１項若しくは第２項、第

15条第２項、第17条第５項、第26条第２項又は第29条の規定による命令に違反した

者は、１年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第42条　次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

１　第13条第１項の規定に違反して確認を受けないで第２種使用等をした者

２　偽りその他不正の手段により第13条第１項の確認を受けた者

３　第16条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして輸入した者

39



４　第26条第１項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供して遺伝子

組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し、又は委託して使用等をさせた者

５　第27条の規定による通告をせず、又は虚偽の通告をして輸出した者

６　第28条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をして輸出した者
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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法
律施行規則（抜粋）

（平成15年財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省令第１号）

（生物の定義）

第１条　遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（以

下「法」という。）第２条第１項の主務省令で定める一の細胞（細胞群を構成して

いるものを除く。）又は細胞群（以下「細胞等」という。）は、次に掲げるもの以外

のものとする。

１　ヒトの細胞等

２　分化する能力を有する、又は分化した細胞等（個体及び配偶子を除く。）であ

って、自然条件において個体に成育しないもの　

（遺伝子組換え生物等を得るために利用される技術）

第２条　法第２条第２項第１号の主務省令で定める技術は、細胞、ウイルス又はウイロイ

ドに核酸を移入して当該核酸を移転させ、又は複製させることを目的として細胞外

において核酸を加工する技術であって、次に掲げるもの以外のものとする。

１　細胞に移入する核酸として、次に掲げるもののみを用いて加工する技術

イ　当該細胞が由来する生物と同一の分類学上の種に属する生物の核酸

ロ　自然条件において当該細胞が由来する生物の属する分類学上の種との間で核

酸を交換する種に属する生物の核酸

２　ウイルス又はウイロイドに移入する核酸として、自然条件において当該ウイル

ス又はウイロイドとの間で核酸を交換するウイルス又はウイロイドの核酸のみを

用いて加工する技術

第３条　法第２条第２項第２号の主務省令で定める技術は、異なる分類学上の科に属する

生物の細胞を融合する技術であって、交配等従来から用いられているもの以外のも

のとする。

（第２種使用等であることを明示する等の措置）

第４条　法第２条第６項の主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定めるとおりとする。

１　遺伝子組換え生物等の使用等（運搬を除く。）の場合　次のいずれかに該当す

る施設等を用いること。

イ　施設等の外の大気、水又は土壌中への遺伝子組換え生物等の拡散を防止する

機能（以下この項において「拡散防止機能」という。）を有する実験室（研究

開発に係る動物の飼育室及び植物の栽培室を含む。）

ロ　拡散防止機能を有する培養又は発酵の用に供する設備及びこれらに付随して

用いられる拡散防止機能を有する設備

ハ　イ及びロに掲げるもののほか、拡散防止機能を有する施設等であってその外
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の大気、水又は土壌中への遺伝子組換え生物等の拡散を防止する意図をもって

行う使用等である旨を記載した標識が見やすい箇所に掲げられている施設等

２　遺伝子組換え生物等の運搬の場合 前号に掲げる施設等を用いた遺伝子組換え生

物等の使用等のための運搬の用に供されるふたをし、又は封を施した試験管その

他の施設等であって拡散防止機能を有するものを用いること。

２　前項各号に規定する措置を執る場合であっても、法第４条第１項ただし書の規定

に該当するときは、当該措置は、前項の規定にかかわらず、法第２条第６項に規定

する措置としない。

（主務大臣の確認の適用除外）

第16条　法第13条第１項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

１　人の生命若しくは身体の保護のための措置又は非常災害に対する応急の措置と

して、緊急に遺伝子組換え生物等の第２種使用等をする必要がある場合として主

務大臣が別に定める場合

２　法第17条、第31条又は第32条に基づく検査を実施するため、又はその準備を行

うため、必要最小限の第２種使用等をする場合

３　虚偽の情報の提供を受けていたために、拡散防止措置の確認を受けなければな

らないことを知らないで、第２種使用等をする場合

４　法の規定に違反して使用等がなされた遺伝子組換え生物等の拡散を防止するた

め、必要最小限の第２種使用等をする場合

（輸入の届出）

第17条　法第16条の規定による届出は、主務大臣が別に定める期日までに、様式第３によ

る届出書を提出して行うものとする。

（生物検査命令）

第18条　法第17条第１項の規定による命令は、文書により同条第３項に規定する条件を付

して行うものとする。

（生物検査命令を受けた者の検査の求め）

第19条　生物検査の求めは、様式第四による依頼書を提出して行うものとする。

２　前項に規定する依頼書には、前条に規定する文書の写しを添えなければならない。

（情報の提供）

第32条　法第26条第１項の規定による情報の提供は、次に掲げる場合以外の場合において、

遺伝子組換え生物等の譲渡若しくは提供又は委託（以下「譲渡等」という。）の都

度行うものとする。

１　第１種使用規程が定められている遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供

し、又は委託して使用等をさせようとする場合であって、適正使用情報が定めら

れていないとき
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２　遺伝子組換え生物等を委託して運搬をさせようとする場合

３　遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し、又は委託して使用等をさせよ

うとする者（以下「譲渡者等」という。）の当該遺伝子組換え生物等の使用等が

第５条第３号から第５号まで又は第16条第３号に掲げる場合に該当する場合

４　譲渡者等の遺伝子組換え生物等の第２種使用等が、虚偽の情報の提供を受けて

いたために、第２種使用等に当たって執るべき拡散防止措置を執らずにされてい

る場合

５　特定遺伝子組換え生物等の譲渡等をする場合

２　前項の規定にかかわらず、同一の情報を提供すべき遺伝子組換え生物等の譲渡若

しくは提供を受ける者又は委託を受けて当該遺伝子組換え生物等の使用等をする者

（以下「譲受者等」という。）に対し、二回以上にわたって当該遺伝子組換え生物等

の譲渡等をする場合において、当該遺伝子組換え生物等の譲受者等が承知している

ときは、その最初の譲渡等に際してのみ情報の提供を行うものとする。

（情報の内容）

第33条　法第26条第１項の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める事項とする。

１　第１種使用等をしている遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し、又は

委託して使用等をさせようとする場合　次のイからニまでに掲げる事項

イ　遺伝子組換え生物等の種類の名称（名称がないとき又は不明であるときは、

その旨）

ロ　当該遺伝子組換え生物等の第１種使用等に係る第１種使用規程が主務大臣の

承認を受けている旨又は第５条第１号、第２号若しくは第６号に基づく使用等

をしている旨

ハ　適正使用情報（適正使用情報が定められている場合に限る。）

ニ　譲渡者等の氏名及び住所（法人にあっては、その名称並びに担当責任者の氏

名及び連絡先）

２　第２種使用等をしている遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し、又は

委託して使用等をさせようとする場合　次のイからニまでに掲げる事項

イ　遺伝子組換え生物等の第２種使用等をしている旨

ロ　遺伝子組換え生物等の宿主又は親生物の名称及び法第２条第２項第１号に規

定する技術の利用により得られた核酸又はその複製物の名称（名称がないとき

又は不明であるときは、その旨）

ハ　譲渡者が第16条第１号、第２号又は第４号に基づく使用等をしている場合に

はその旨

ニ　譲渡者等の氏名及び住所（法人にあっては、その名称並びに担当責任者の氏

名及び連絡先）

（情報の提供の方法）

第34条　法第26条第１項の主務省令で定める方法は、次の各号のいずれかとする。
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１　文書の交付

２　遺伝子組換え生物等又はその包装若しくは容器への表示

３　ファクシミリ装置を利用する送信

４　譲渡者等の使用に係る電子計算機と譲受者等の使用に係る電子計算機とを電気

通信回線で接続した電子情報処理組織を利用する送信であって、当該電気通信回

線を通じて前条各号に定める事項が送信され、譲受者等の使用に係る電子計算機

に備えられたファイルに当該事項が記録されるもの

（輸出の通告の方法）

第35条　法第27条の規定による輸出の通告は、生物の多様性に関する条約のバイオセーフ

ティに関するカルタヘナ議定書（次条において「議定書」という。）第８条１の輸

入締約国の権限のある当局に対し、様式第11により行うものとする。

（輸出の通告の適用除外）

第36条　法第27条ただし書の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。

１　議定書の締約国以外の国に遺伝子組換え生物等を輸出する場合

２　輸入国において当該輸入国が定める基準に従い拡散防止措置を執って使用等が

行われるものとして遺伝子組換え生物等を輸出する場合

３　輸入国において食用、飼料用又は加工用に供されるものとして遺伝子組換え生

物等を輸出する場合

４　輸入国が議定書第13条１（b）に掲げる事項に該当するものとして議定書第20

条に規定するバイオセーフティに関する情報交換センターに通報している輸入に

該当する遺伝子組換え生物等を輸出する場合

５　輸入国にとって最初の遺伝子組換え生物等の輸入に該当しない遺伝子組換え生

物等を輸出する場合

（輸出の際の表示の内容及び方法）

第37条　法第28条に規定する輸出の際の表示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号

に定める様式により行うものとする。

１　輸入国において当該輸入国が定める基準に従い拡散防止措置を執って使用等が

行われる遺伝子組換え生物等として輸出されるもの　様式第12

２　輸入国において食用、飼料用又は加工用に供される遺伝子組換え生物等として

輸出されるもの（前号に掲げるものを除く。）様式第13

３　前２号のいずれにも該当しない遺伝子組換え生物等として輸出されるもの　様

式第14

（輸出の際の表示の適用除外）

第38条　法第28条において準用する法第27条ただし書の主務省令で定める場合は、第36条

第１号に掲げる場合とする。
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感染動物実験における安全対策

国立大学動物実験施設協議会

1987年５月　　　制定

2000年６月２日　改訂

2001年５月25日　改訂

医学生物学研究における実験動物への病原体の感染実験を対象とする。これと同様の危

険性が考えられるものとして、病原性の高い病原体に自然感染し病原体を排泄する可能性

が考えられる実験動物、特に野生動物を取り扱う場合も対象とする。

安全度は１－４に分ける。これは人に対する危険性から分類されたものであって、試験

管内実験におけるクラス１－４にほぼ相当する。実験動物間での伝播に特に注意を要する

環境での実験、すなわち、病原体による同居感染の可能性があるため、他の正常動物との

隔離を特に必要とする場合には１ランク上げるものとする。

安全度１：人に対して病原性をほとんど示さず、人の実験室感染及び実験動物間での同居

感染の可能性がほとんどないもの。

安全度２：以下の条件の何れかに該当するもの。

１．通常の病原微生物学的設備および操作手順で人への実験室感染を防ぐことが

可能であるもの。

２．実験動物に感染し、病原性を示したり、動物実験成績への影響の可能性があ

るもの。

安全度３：以下の条件の何れかに該当するもの。

１．通常の病原微生物学的設備および操作手順で人への実験室感染を確実に防ぐ

ことが出来るが、感染発病した場合には重症になる可能性のあるもの。

２．人への実験室感染の可能性が高く、感染発病した場合、重症になる可能性が

あるもので、有効な予防法または治療法の存在するもの。

３．実験動物に感染する病原体で、感染性や病原性が強く、感染した場合には動

物実験への影響が大きいもの。

安全度４：人への実験室感染の可能性が高く、感染した場合、重症になる可能性のあるも

ので有効な予防法又は治療法が存在しないもの。

標準操作手順及び設備基準

［安全度１］

標準操作手順

１．感染実験区域内への飲食物の持込みまたは喫煙を禁止する。

２．動物飼育室内に手洗い装置を設け、作業後は手指の洗浄消毒を行う。

３．作業時には、マスク、帽子及びゴムまたはプラスチック製手袋を着用する。

４．床敷交換などの作業時のエアロゾル発生を極力防ぐ。
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５．使用済みケ－ジ等汚染器材は消毒または滅菌したのち洗浄する。

６．汚染床敷や動物由来排泄物は消毒または滅菌したのち廃棄する。

７．動物死体は焼却する。

８．動物飼育室内では専用の作業衣、長靴などを着用する。

９．動物実験関係者以外の立ち入りを制限する。

安全設備

１．動物の飼育は脱出防止装置の付いたケージ内でおこなう。

動物飼育室の構造

１．感染実験区は他の区域と区別し、昆虫及びげっ歯類の侵入を防止する。

２．床、壁には耐水性でかつ消毒薬耐性の素材を用いる。

３．その他は非感染動物飼育室の構造に準じる。

［安全度２］

標準操作手順

安全度１の手順に以下を加える。

１．使用済みのケージなど汚染器材や動物死体は高圧蒸気滅菌を行ったのち洗浄また

は焼却する。

安全設備

単純飼育時

１．マウス、ラットの飼育にはケージにフィルターキャップをかぶせたり、あるいは

感染動物用アイソレータ（Ａ形、Ｂ形）内で行う。

飼育管理作業時及び接種・解剖作業時

１．高濃度のエアロゾルを発生する作業は、クラスⅠ、Ⅱ形生物学用安全キャビネッ

トおよび感染動物用安全キャビネット、または感染動物用アイソレータ（Ａ形、Ｂ

形）内でおこなう。

その他

１．感染実験区域内に高圧蒸気滅菌装置を設置する。

動物飼育室の構造

１．安全度１に準じる。

［安全度３］

標準操作手順

安全度２の操作手順に以下を加える。

１．動物飼育は原則として実験担当者が行う。

安全設備

単純飼育時

１．動物の飼育は感染動物用安全キャビネットまたは感染動物用アイソレータ（Ａ形）

内でおこなう。

飼育管理作業時及び接種・解剖作業時

１．クラスI、II 形生物学用キャビネットおよび感染動物用安全キャビネット、また
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は感染動物用アイソレータ（Ａ形）内でおこなう。

その他

１．安全度２に準じる。

動物飼育室の構造

１．動物飼育室の窓は非開閉式にする。

２．動物飼育室内は陰圧に保ち、準備室、飼育前室から動物飼育室内へ空気が流入す

る一定方向気流方式の空調を行う。

３．非常用電源の確保や逆流防止ダンパーの設置により、停電時の空気の逆流防止対

策を考慮する。

４．動物飼育室からの排気は高性能フィルターで濾過したのち放出する。

５．感染実験区域の入口にはエアロックまたは二重ドアを設置する。

６．配管貫通部を塞ぎ、動物飼育室内のホルマリンガスによる燻蒸消毒が可能な密閉

構造とする。

［安全度４］

標準操作手順

安全度３の操作手順に以下を加える。

１．隔離区域から出る際にはシャワーを浴びる。

安全設備

単純飼育時、飼育管理作業時、及び接種・解剖作業時

１．動物飼育実験はすべて完全密閉のグローブボックス型安全キャビネット内で行う。

この安全キャビネットには両面高圧蒸気滅菌装置、消毒薬槽（ダンクタンク）及び

二重扉の器材搬出入口を設ける。

２．使用済みケ－ジ、器材、実験試料、動物死体はすべてグローブボックス型安全キ

ャビネットに取り付けた両面高圧蒸気滅菌装置で滅菌したのち取り出す。動物死体

はさらに焼却する。

３．病原体試料は完全密閉の小型容器にいれ、消毒薬槽を通して表面を消毒したのち

取り出す。

４．動物や試料の搬入は器材搬出入口を通して行う。この際、二重扉間の空気は過酢

酸等で滅菌する。

５．実験室とサポート域の間に実験器材の搬出入用として両扉高圧蒸気滅菌装置及び

両扉ガス（エチレンオキサイドまたはホルマリン）滅菌装置を設ける。

動物飼育室の構造

１．独立した建物として、隔離域とそれを取り囲むサポート域を設ける。

２．壁、床、天井はすべて耐水性かつ気密性のものとし、これらを貫通する部分（給

排気管、電気配線、ガス、水道管等）も気密構造とする。

３．作業者の出入口には、エアロックとシャワーをもうける。

４．実験室内の気圧には隔離の程度に応じて差を設け、高度の隔離域から低度の隔離

域へ、また低度の隔離域からサポート域へ空気が流出しないようにする。

５．実験室への給気は、１層のHEPAフィルターを通す。実験室からの排気は２層の
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HEPAフィルターを通して外部に出す。

この排気滅菌装置は予備を含めて２組設け、さらにその場において滅菌可能な構

造とする。

６．実験室からの研究排水は120℃加熱滅菌し、冷却したのち、一般下水へ放出する。

動物実験における病原体の安全度分類

注）本分類は参考資料としてまとめたものであり、その運用に当たっては各大学のバイオ

セフティー委員会や動物実験施設関係者等の協議により、判断するものとする。
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（抜粋）

平成15年10月30日厚生労働省令第167号

第56条の２　動物（指定動物を除く。）のうち感染症を人に感染させるおそれがあるもの

として厚生労働省令で定めるもの又は動物の死体のうち感染症を人に感染させるお

それかおるものとして厚生労働省令で定めるもの（以下この条及び第69条第９号に

おいて「届出動物等」という｡）を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定める

ところにより、当該届出動物等の種類、数量その他厚生労働省令で定める事項を記

載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該

届出書には、輸出国における検査の結果、出動物等ごとに厚生労働省令で定める感

染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨その他厚生労働省令で定め

る事項を記載した輸出国の政府機関により発行された証明書又はその写しを示付し

なければならない。

２　前項に規定するもののほか、届出動物等の輸入の届出に関し必要な事項は、厚生

労働省令で定める

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則（抜粋）

第８章　輸入届出

（届出動物等）

第28条　法第56条の２第１頃の厚生労働省令で定める届出動物等は、別表第１の各項の第

１側に掲げる動物又は動物の死体とし、同条第１頃に規定する当該届出動物等ごと

に厚生労働省令で定める感染症は、同側に掲げる動物又は動物の死体の区分に応じ、

それぞれ当該各項の第２側に定める感染症とする。

（輸入届出）

第29条　法第56条の２第１項 の規定による届出動物等の輸入の届出は、当該届出動物等の

到着後遅滞なく、別記様式第３による届出書２通を別表第２の上欄に掲げる当該届

出動物等の到着地につきそれぞれ同表の下欄に定める検疫所（検疫所の支所を含む。

以下同じ。）の長（厚生労働大臣が感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止

するため緊急の必要があると認めて同欄に定める検疫所と異なる検疫所を指定した

ときは、その検疫所の長）に提出して行うものとする。

２　法第56条の２の厚生労働省令で定める届出書の記載事項は、次のとおりとする。

１）用途

２）原産国
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３）由来

４）輸出国及び積出地

５）搭載船舶名又は搭載航空機名

６）搭載年月日

７）到着年月日

８）到着地及び保管場所

９）荷送人及び荷受人の氏名及び住所（これらの者が法人であるときは、その名称、

主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。第31条第１項第５号において同じ。）

10）輸送中の事故の概要

11）衛生証明書（法第56条の２第１項 後段に規定する証明書をいう。以下同じ。）

の発行番号

12）衛生証明書の記載に係る動物の性別、年齢及び個体識別上の特徴

13）輸入後の保管施設の名称及び所在地（個人に飼養される場合は、その飼養者の

氏名及び住所又は居所）

14）当該届出動物等の輸入に係る船荷証券又は航空運送状の番号

15）その他厚生労働大臣が感染症の発生の予防及びそのまん延の防止のため必要と

認める事項

３　第１項の届出書には、衛生証明書又はその写し及び次に掲げる書類を添えなけれ

ばならない。ただし、法第56条の２第１項 の届出に際して第１項の規定により当該

検疫所の長に提出した書類（３月以内に作成されたものであって、その内容に変更

がないものに限る。）であって厚生労働大臣が定めるものについては、当該届出書

にその旨が付記されたときは、この限りでない。

１）個人にあっては、届出者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居

所が記載されている旅券、運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明

書、住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第30条の44第１項に規定する住民基

本台帳カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であ

って当該届出者が本人であることを確認するに足りるものとして厚生労働大臣が

定める書類

２）法人にあっては、法人の登記事項証明書、印鑑登録証明書その他当該届出者が

本人であることを確認するに足りるものとして厚生労働大臣が定める書類

３）当該届出動物等の輸入に係る船荷証券又は航空運送状の写し

４）別表第１の第２項の第１欄に定める届出動物等に係る届出書にあっては、感染

性の疾病の病原体に関する検査の結果、当該届出動物等が感染症の病原体を媒介

するおそれがないものと認められる旨を証する書面

５）検疫所の長が第５項の規定により提出を指示した書類

４　第１項の届出書には、届出者が署名又は記名押印しなければならない。

５　検疫所の長は、第１項の届出書及び第３項の添付書類に記載された事項が真正な

ものであることを確認する必要があると認めるときは、当該事項が真正なものであ

ることを証明する書類の提示若しくは提出を指示し、又は届出者その他の関係者に

質問することにより、その内容を確認するものとする。
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６　検疫所の長は、法第56条の２第１項の規定による届出が法及びこの省令の規定に

適合し、かつ、その内容が真正であるものと認めたときは、第１項の届出書に当該

届出を受理した旨を記入し、そのうち１通を届出受理証として届出者に交付するも

のとする。

７　検疫所の長は、前項の規定に適合しないときは、届出者に対し、当該届出動物等

をその定める方法により適正に処理するよう指示するものとする。この場合におい

て、届出者は、自ら又は他人に委託して適正な処理を確保しなければならない。

（衛生証明書の記載事項）

第30条　法第56条の２第１項の規定により衛生証明書に記載されなければならない事項の

うち第28条に規定する感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨の

記載は、別表第１の各項の第２欄に定める当該感染症ごとにそれぞれ当該各項の第

３欄に定める事項について確認が行われた旨を明示したものでなければならない。

２　前項の規定において、当該届出動物等に係る原産国、輸出国又は積出地において

当該感染症の発生及びまん延又はそのおそれが生じた場合、衛生証明書に虚偽記載

又は変造がある場合その他感染症にかかっていない又はかかっている疑いがない旨

を証明することができないと厚生労働大臣が認める場合にあっては、当該確認が行

われていないものとする。

第31条　法第56条の２第１項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

１）輸出国の政府機関の名称及び所在地

２）輸出国の政府機関の担当職員の官職及び氏名

３）発行年月日

４）発行番号

５）荷送人及び荷受人の氏名及び住所

６）輸入しようとする届出動物等の種類及び数量

７）輸入しようとする届出動物等の積出地、搭載年月日及び搭載船舶名又は搭載航

空機名

８）齧歯目に属する動物又はその死体（別表第１の第１項の第１欄及び同表の第６

項の第１欄に掲げるものに限る。）にあっては、その出生した施設及び保管施設

の名称及び所在地

９）齧歯目に属する動物（別表第１の第２項の第１欄に掲げるものに限る。）にあ

っては、その出生以来保管されている施設の名称及び所在地

２　衛生証明書は、英語で記載がされ、輸出国の政府機関の押印又は浮出し及び前項

第２号の担当職員の署名又は記名押印がされたものでなければならない。
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動物の輸入届出制度について

（平成17年12月改定）

１．根拠法令

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（第56条の２）

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則（第28条～第

31条）

２．概要

平成17年９月１日から、「生きた齧歯目、うさぎ目、その他の陸生哺乳類」、「生

きた鳥類」及び「齧歯目、うさぎ目の動物の死体」（注）を日本に輸入するために

は、下記手続きが必要となりました。（販売や展示のために輸入するものだけでな

く、個人のペットなどすべてが対象となります。）

（１）厚生労働省検疫所に、当該動物等の種類、数量等を記載した届出書を提出しな

ければなりません。また、この届出書には、当該動物の感染症に関する安全性

について証明した輸出国政府機関発行の衛生証明書を添付しなければなりませ

ん。

（２）検疫所は、提出された届出書、衛生証明書その他輸入者の身分証明書類等の

内容を審査・確認します。提出書類に不備がない場合、検疫所は輸入者に届

出受理証を交付します。

（３）当該動物は、他の法令等への適合について税関の審査を受けた上で日本国内

への持ち込みが許可されます。

注：既に検疫が行われている動物、輸入が禁止されている動物は、本制度の

対象から除かれます。

具体的な手続き

１）輸入の届出は、当該動物等の日本到着後遅滞なく、届出書を当該動物等が到着し

た空海港を担当する検疫所に提出することになります。なお、届出書には、届出者

の署名又は記名押印が必要です。

２）届出書には、以下の書類を添付します。

（１）輸出国政府機関発行の衛生証明書（又はその写し：コピー不可）

（２）届出者が本人であることを確認するための書類

ただし、法人の登記事項証明書、住民票の謄本もしくは抄本、住民票記載事

項証明書、登録原票の写しもしくは登録原票記載事項証明書又は印鑑登録証明

書については、既に検疫所に提出した場合（３ヶ月以内に作成され、内容に変
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更がないもの）は、届出書にその旨を付記すれば、作成日より３ヶ月間は届出

の都度の添付の必要はありません。

①個人の場合：届出者の氏名及び住所又は居所（日本国内に限る。）が記載され

ている、以下のいずれかの書類を提出（提示）

旅券、運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書、住民基本

台帳カード、住民票の謄本もしくは抄本、住民票記載事項証明書、登録原票

の写しもしくは登録原票記載事項証明書、印鑑登録証明書（有効期限内ある

いは届出前３ヶ月以内に作成されたもの）

②法人の場合：届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名が記載さ

れている以下のいずれか組み合わせの書類（届出の日前３ヶ月以内に作成され

たものに限る。）を提出（提示）

・「法人の登記事項証明書」及び「届出書に押印された印鑑に係る印鑑登録証

明書」

・「法人の登記事項証明書」及び「法人の代表者に係る「（1）個人の場合」に

規定する書類」

③代理人の場合：以下のいずれかの組み合わせの書類の提出（提示）

・「本人及び代理人に係る「①個人の場合」に規定する書類」及び「委任状

（本人が署名又は記名押印したもの）」

・「本人に係る「①個人の場合」に規定する書類」、「委任状（本人が記名押印

したもの）」及び「当該委任状に押印された印鑑に係る印鑑登録証明書（届

出前３ヶ月以内に作成されたもの）」

（３）当該届出動物等の輸入に係る船荷証券又は航空運送状の写し

（４）齧歯目に属する動物（高度な衛生管理がなされたものであって、厚生労働大

臣が定める材質及び形状に適合する容器に入れられているものに限る。）にお

いては、感染性の疾病の病原体に関する検査の結果書又はその写し

３）検疫所は、届出書及び衛生証明書などの添付書類に記載された事項を審査し、適

合であることを確認した上で、届出書に受理印を押印し、届出受理証として届出者

に交付します。

４）検疫所は、届出が法令等に適合しない場合、届出者に対し、当該動物等を衛生的

観点から適正に処理するよう指示します。この場合、届出者は、自ら又は他者に委

託して適正な処理を行わなければなりません。
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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（抜粋）

（平成16年６月２日法律第78号）

最終改正：平成17年４月27日法律第33号

第１章　総則

（目的）

第１条　この法律は、特定外来生物の飼養、栽培、保管又は運搬（以下「飼養等」とい

う。）、輸入その他の取扱いを規制するとともに、国等による特定外来生物の防除等

の措置を講ずることにより、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止し、も

って生物の多様性の確保、人の生命及び身体の保護並びに農林水産業の健全な発展

に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することを目的とする。

（定義等）

第２条　この法律において「特定外来生物」とは、海外から我が国に導入されることによ

りその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物（以下「外来生物」と

いう。）であって、我が国にその本来の生息地又は生育地を有する生物（以下「在

来生物」という。）とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼし、又

は及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものの個体（卵、種子その他政令で

定めるものを含み、生きているものに限る。）及びその器官（飼養等に係る規制等

のこの法律に基づく生態系等に係る被害を防止するための措置を講ずる必要がある

ものであって、政令で定めるもの（生きているものに限る。）に限る。）をいう。

２　この法律において「生態系等に係る被害」とは、生態系、人の生命若しくは身体

又は農林水産業に係る被害をいう。

３　主務大臣は、第１項の政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、生

物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

（特定外来生物被害防止基本方針）

第３条　主務大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて特定外来生物による生態系等に係る

被害を防止するための基本方針の案を作成し、これについて閣議の決定を求めるも

のとする。

２　前項の基本方針（以下「特定外来生物被害防止基本方針」という。）は、次に掲

げる事項について定めるものとする。

１）特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する基本構想

２）特定外来生物の選定に関する基本的な事項

３）特定外来生物の取扱いに関する基本的な事項

４）国等による特定外来生物の防除に関する基本的な事項
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５）前各号に掲げるもののほか、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に

関する重要事項

３　主務大臣は、特定外来生物被害防止基本方針について第１項の閣議の決定があっ

たときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

４　第１項及び前項の規定は、特定外来生物被害防止基本方針の変更について準用す

る。

第２章　特定外来生物の取扱いに関する規制

（飼養等の禁止）

第４条　特定外来生物は、飼養等をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限

りでない。

１）次条第１項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合

２）第３章の規定による防除に係る捕獲等その他主務省令で定めるやむを得ない事

由がある場合

（飼養等の許可）

第５条　学術研究の目的その他主務省令で定める目的で特定外来生物の飼養等をしようと

する者は、主務大臣の許可を受けなければならない。

２　前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に

許可の申請をしなければならない。

３　主務大臣は、前項の申請に係る飼養等について次の各号のいずれかに該当する事

由があるときは、第１項の許可をしてはならない。

１）飼養等の目的が第１項に規定する目的に適合しないこと。

２）飼養等をする者が当該特定外来生物の性質に応じて主務省令で定める基準に適

合する飼養等施設（以下「特定飼養等施設」という。）を有しないことその他の

事由により飼養等に係る特定外来生物を適切に取り扱うことができないと認めら

れること。

４　主務大臣は、第１項の許可をする場合において、特定外来生物による生態系等に

係る被害の防止のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、その

許可に条件を付することができる。

５　第１項の許可を受けた者は、その許可に係る飼養等をするには、当該特定外来生

物に係る特定飼養等施設の点検を定期的に行うこと、当該特定外来生物についてそ

の許可を受けていることを明らかにすることその他の主務省令で定める方法によら

なければならない。

（飼養等許可者に対する措置命令等）

第６条　主務大臣は、前条第１項の許可を受けた者が同条第５項の規定に違反し、又は同

条第４項の規定により付された条件に違反した場合において、特定外来生物による
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生態系等に係る被害の防止のため必要があると認めるときは、当該特定外来生物に

係る飼養等の方法の改善その他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

２　主務大臣は、前条第１項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく

命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、特定外来生物によ

る生態系等に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、その許可

を取り消すことができる。

（譲渡し等の禁止）

第８条　特定外来生物は、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り（以下「譲渡

し等」という。）をしてはならない。ただし、第４条第１号に該当して飼養等をし、

又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする

場合その他の主務省令で定める場合は、この限りでない。

（放つこと、植えること又はまくことの禁止）

第９条　飼養等、輸入又は譲渡し等に係る特定外来生物は、当該特定外来生物に係る特定

飼養等施設の外で放ち、植え、又はまいてはならない。

（報告徴収及び立入検査）

第10条　主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第５条第１項の許可を受け

ている者に対し、特定外来生物の取扱いの状況その他必要な事項について報告を求

め、又はその職員に、特定外来生物の飼養等に係る施設に立ち入り、特定外来生物、

書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

第６章　罰則

第36条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人

又は人の業務に関して、第32条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰

するほか、その法人に対して次の各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の

罰金刑を科する。

１　第32条　１億円以下の罰金刑

２　第33条　５千万円以下の罰金刑

３　第34条又は第35条　各本条の罰金刑
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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令（抜粋）

平成17年４月27日政令第169号

最終改正：平成17年12月14日政令第362号

内閣は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（平成16年法律第

78号）第２条第１項及び第26条第１項の規定に基づき、この政令を制定する。

（政令で定める外来生物）

第１条　特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 （以下「法」とい

う。）第２条第１項の政令で定める外来生物は、別表第１の下欄に掲げる種（亜種

又は変種を含む。以下同じ。）に属する生物とする。

特定外来生物の第２次指定について、平成17年12月14日付けで公布した。

環境省では、平成18年２月１日より以下の生物を特定外来生物に指定した。

特定外来生物の第２次指定対象種

両生類：コキーコヤスガエル、キューバズツキガエル、ウシガエル、シロアゴガエル
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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の概要
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エチレンオキシドに関する関係法令

【労働衛生関係法令】

労働安全衛生法 作業環境測定法

じん肺法

労働安全衛生法施行令

労働安全衛生規則

有機溶剤中毒予防規則

鉛中毒予防規則

四アルキル鉛中毒予防規則

特定化学物質等障害予防規則

高気圧作業安全衛生規則

電離放射線障害防止規則

酸素欠乏症等防止規則

事務所衛生基準規則

粉じん障害防止規則

機械等検定規則

労働基準監督機関

厚生労働省労働基準局

都道府県労働局（47）

労働基準監督署（343）

（法律）

（政令）

（省令）
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労働安全衛生法 労働安全衛生法施行令労働安全衛生法規則（抜粋）

平成12年４月１日施行

第３章　安全衛生管理体制

（作業主任者）

第14条　事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作

業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道

府県労働局長若しくは都道府県労働局長の指定する者が行う技能講習を修了した者

のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業

主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令

で定める事項を行わせなければならない。

（作業主任者の選任）

第16条　法第14条の規定による作業主任者の選任は、別表第１の上欄に掲げる作業の区分

に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行うものとし、その作業

主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおり（付記：特定化学物質等作業主任者）

とする。

（作業主任者の職務の分担）

第17条　事業者は作業を同一の場所で行う場合において、当該作業に係る作業主任者を２

人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならな

い。

（作業主任者の氏名等の周知）

第18条　事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行

わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなけ

ればならない。
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特定化学物質等障害予防規則（抜粋）

昭和47年９月30日労働省令第39号

（特定化学物質等作業主任者の選任）

第27条　事業者は、令第６条第18号の作業については、特定化学物質等作業主任者技能講

習を修了した者のうちから、特定化学物質等作業主任者を選任しなければならない。

（特定化学物質等作業主任者の職務）

第28条　事業者は、特定化学物質等作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

１　作業に従事する労働者が特定化学物質等により汚染され、又はこれらを吸入しな

いように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

２　局所排気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働者が健康

障害を受けることを予防するための装置を１月を超えない期間ごとに点検すること。

３　保護具の使用状況を監視すること。

（定期自主検査）

第30条　事業者は、前条第１項各号に掲げる装置（付記：局所排気装置、除じん装置、排

ガス処理装置、排液処理装置）については、１年以内ごとに１回、定期に、次の各

号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなけ

ればならない。ただし１年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期

間においては、この限りではない。

第31条　事業者は、特定化学設備又はその附属設備については、２年以内ごとに１回定期

に、次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、２

年を超える期間使用しない特定化学設備又はその附属設備の当該使用しない期間に

おいては、この限りではない。

（定期自主検査の記録）

第32条　事業者は、前２条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを３年間

保存しなければならない。

１　検査年月日

２　検査方法

３　検査箇所

４　検査の結果

５　検査を実施した者の氏名

６　検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

（点検）

第33条　事業者は、第29条第１項各号に掲げる装置をはじめて使用するとき又は分解して
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改造若しくは修理を行ったときは、当該装置の種類に応じ第30条第１項各号に掲げ

る事項について、点検を行わなければならない。

（測定及びその記録）

第36条　事業者は、令第21条第７号の作業場について、６月以内ごとに１回、定期に、第

１類物質（令別表第３第１号８に掲げる物を除く。）又は第２類物質（別表第１に

掲げる物を除く。）の空気中における濃度を測定しなければならない。（付記：エチ

レンオキシドの基準は、１ppm。

②事業者は、前項の規定による測定を行ったときは、その都度次の事項を記録し、こ

れを３年間保存しなければならない。

１　測定日時

２　測定方法

３　測定箇所

４　測定条件

５　測定結果

６　測定を実施した者の氏名

７　測定結果に基づいて当該物質による労働者の健康障害の予防措置を講じたときは、

当該措置の概要

第36条の２　事業者は、令別表第３第１号３若しくは６に掲げる物又は同表第２号１から

７まで（中略）に掲げる物に係る屋内作業場について、前条第１項又は労働安全衛

生法（以下「法」という。）第65条第５項の規定による測定を行ったときは、その

都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って、作業環境の管

理の状態に応じ、第１管理区分、第２管理区分又は第３管理区分に区分することに

より当該測定の結果の評価を行わなければならない。

②事業者は、前項の規定による評価を行ったときは、その都度次の事項を記録して、

これを３年間保存しなければならない。

１　評価時間

２　評価箇所

３　評価結果

４　評価を実施した者の氏名

（評価の結果に基づく措置）

第36条の３　事業者は、前条第１項の規定による評価の結果、第３管理区分に区分された

場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その

結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他

作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第１管理区分又

は第２管理区分となるようにしなければならない。

②事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項

の場所について当該特定化学物質等の濃度を測定し、及びその結果の評価を行わな

ければならない。
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③前２項に定めるもののほか、事業者は、第１項の場所については、労働者に有効な

呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図る

ため必要な措置を講じなければならない。

第36条の４　事業者は、第36条の２第１項の規定による評価の結果、第２管理区分に区分

された場所については、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結

果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作

業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

（健康診断の実施）

第39条　事業者は、令第22条第１項第３号の業務に常時従事する労働者に対し、別表第３

の上欄に掲げる業務の区分に応じ、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその

後同表の中欄に掲げる期間以内ごとに１回、定期に、同表の下欄に掲げる項目につ

いて医師による健康診断を行ければならない。（付記：エチレンオキシドに関して

は、労働安全衛生規則第45条に基づき一般定期健康診断を６月以内ごとに１回おこ

なう。）

（健康診断の結果の記録）

第40条　事業者は、前条第１項から第３項までの健康診断（法第66条第５項ただし書の場

合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「特定化学物質等健

康診断」という。）の結果に基づき、特定化学物質等健康診断個人票（様式第２号）

を作成し、これを５年間保存しなければならない。

（休憩室）

第37条　事業者は、第１類物質又は第２類物質を常時、製造し、又は取り扱う作業に労働

者を従事させるときは、当該作業を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければ

ならない。

③労働者は、第１項の作業に従事したときは、同項の休憩室にはいる前に、作業衣等

に付着した物を除去しなければならない。

（洗浄設備）

第38条　事業者は、第１類物質又は第２類物質を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従

事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗たくのための設備

を設けなければならない。

（喫煙等の禁止）

第38条の２　事業者は、第１類物質又は第２類物質を製造し、又は取り扱う作業場で労働

者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇

所に表示しなければならない。

②労働者は、前項の作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。
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（掲示）

第38条の３　事業者は、特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場には、次の事項を、

作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。

１　特別管理物質の名称

２　特別管理物質の人体に及ぼす作用

３　特別管理物質の取扱い上の注意事項

４　使用すべき保護具

（作業の記録）

第38条の４　事業者は、特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場において常時作業に

従事する労働者について、１月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを当

該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事することとなった日から30年間

保存するものとする。

１　労働者の氏名

２　従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間

３　特別管理物質により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者

が講じた応急の措置の概要

（出入口）

第18条　事業者は、特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物の

避難階（直接地上に通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。）には、当該特定化

学設備から第３類物質等が漏えいした場合に容易に地上の安全な場所に避難するこ

とができる２以上の出入口を設けなければならない。
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疾患モデル教育研究センター規程

施行　1988（Ｓ63）．１．30

（設置）

第１条　藤田保健衛生大学（藤田保健衛生大学短期大学を含む）におけるヒト疾患モデル

に関する教育及び研究活動の円滑化を図るため、中央管理方式による疾患モデル教

育研究センター（以下、本センターという）（略称疾患モデルセンター、英文名

Education and Research Center of Animal Models for Human Diseases 英文略称

ＣＡＭＨＤ）を藤田保健衛生大学研究施設として設置する。

（疾患モデル教育研究センター長）

第２条　本センターに疾患モデル教育研究センター長（以下、センター長という）を置く。

センター長は大学長の推薦に基づき、理事会の議を経て理事長が任命する。

２．センター長は本センターの管理及び動物実験の指導・監督を行う。

（動物実験指針）

第３条　本センターにおけるすべての動物実験は、別に定める藤田保健衛生大学動物実験

指針に従うものとする。

（事務）

第４条　本センターの事務は総合医科学研究所管理室が担当する。

（運営委員会）

第５条　本センターの運営を円滑にするため、運営委員会を置き、運営委員長はセンター

長が兼務する。

２．運営委員は、運営委員長が推薦し、大学長の承認を得て理事長が任命する。

３．運営委員の任期は１年とする。

（運営委員会の開催等）

第６条　運営委員会は、年２回定期に開催する。

２．運営委員会は、必要に応じ臨時に開催することができる。

（専任教職員等）

第７条　本センターに専任教職員を置く。

２．専任教員は、センター長を補佐し、本センターの管理及び動物実験指導・助言を

行う。

６　疾患モデル教育研究センター規程、藤田保健衛生大学動物実験指針、
動物取り扱いマニュアル
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３．専任職員は本センターの日常的な清掃、整備等を行う。

（費用負担）

第８条　動物購入費、飼料代等は使用する研究者の所属部門の負担とする。

２．動物ケージの補充、修理、屍体処理費等は各学部の醵出する経費によるものとす

る。

（小動物室等の使用）

第９条　医学部１号館各階の小動物室及び本センター内ＳＰＦ（Specific Pathogen Free）

動物室を使用しようとする場合は、代表者を決めて、その統制のもとに、使用する

研究者の責任において実施する。ただし、その管理については、本センターが行う

ものとする。

２．前項の研究代表者は、利用状況を毎年度末に、センター長に報告するものとする。

附　　則

１．この規程は、昭和63年１月30日から施行する。

名古屋保健衛生大学総医研実験動物センター運営内規は廃止する。

２．平成元年10月30日一部改正

３．平成３年４月１日一部改正

４．平成13年４月１日組織の名称変更により、規程の名称を「藤田保健衛生大学疾患

モデル教育研究センター規程」に変更し一部改正
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藤田保健衛生大学動物実験指針

施行　1989（平成元年）．４．１

（目的）

第１条　藤田保健衛生大学動物実験指針（以下、実験指針という）（英文名Guidelines for

the Management of Laboratory Animals in Fujita Health University）は、動物の愛

護及び管理に関する法律（昭和48年法律第105号、平成17年６月22日改正法律第68

号）等関連法規に従い、藤田保健衛生大学における動物実験に関し遵守すべき事項

を定め、科学的にはもとより動物福祉の観点からも、適正な動物実験を実施するこ

とを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この動物実験指針は、本学において行われる動物実験のすべてに適用される。

（施設・設備・組織）

第３条　本学におけるすべての動物実験の場、飼育施設並びに飼育設備は適正に整備され

なければならない。その適正かつ円滑な運営は、藤田保健衛生大学疾患モデル教育

研究センター（医学部1号館各小動物室、ＳＰＦ動物施設及び感染動物室を含む。以

下疾患モデルセンターという）規程（以下「規程」という）、実験指針、及び各マ

ニュアルに従わなければならない。

（動物実験委員会）

第４条　本動物実験指針が適正に運用されるために、委員会を置く。

２．委員会の委員は、センター長、同委員長、及び学長が任命する者若干名で構成す

る。ただし、委員会のメンバーには、直接動物実験にかかわらない者を加える。

３．学長が命ずる委員の任期は１年とし再任を妨げない。ただし、欠員に補充された

委員の任期は前任者の残任期間とする。

４．委員会は本学の動物実験が「実験指針」等に従って実施されていることを監督す

る機関であり、必要に応じ動物実験が科学的かつ動物福祉の面で適正か否かの判断

を行い、それらの指導、助言を行うものとする。

５．実験委員会の管理事務は総医研管理室が担当する。

（実験計画の立案）

第５条　研究代表者は動物実験の実施に先立って実験計画を立案し、疾患モデル教育研究

センター動物実験委員会に動物実験計画書を毎年度提出しなければならない。

２．研究代表者は実験動物の選択に当たって、目的に適した動物の種及び再現性を左

右する動物数と遺伝的・微生物的品質並びに飼育条件等を考慮しなければならない。

特に微生物的品質に関しては、疾患モデルセンターの指示に従うものとする。
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３．疾患モデルセンター利用者（以下利用者という）は「疾患モデル教育研究センタ

ー衛生・管理指針」等に従い実験を実施し、施設管理者の協力を得て適正な動物実

験に必要な飼育環境条件を確保しなければならない。

４．利用者は必要に応じ、疾患モデルセンター長及び専任教員をはじめとする実験動

物の専門家の意見を求め、あるいは動物実験委員会の助言または指導に従わなけれ

ばならない。

（動物の検収と検疫）

第６条　すべての動物の導入（購入及び本学以外の他の研究機関等からの受入れ）は「規

程」及び「実験指針」に従うものとする。

２．利用者は、予め導入動物の検疫証明書を提出し動物導入の許可を本センター長か

ら得なければならない。但し、動物生産業者が添付した微生物モニタリング成績を

もって検疫証明に代えることができる。

３．利用者は、導入後の動物に関して可能なかぎり動物の生理、生態、習性などを考

慮のうえ、新しい環境に馴化させるように努めなければならない。

４．利用者は、疾患モデルセンターの指示に従い導入後の小動物の微生物モニタリン

グに協力しなければならない。病原体保有動物が発見された場合の対応は疾患モデ

ルセンターの指示に従うものとする。

５．小動物以外の導入動物については、利用者が伝染病その他の疾病の検疫について

センターの指示に従って行い、その費用は所属研究室が負担しなければならない。

検疫結果は疾患モデルセンターに報告するものとする。病原体保有動物が発見され

た場合は、疾患モデルセンターの指示に従うものとする。

（動物の飼育管理）

第７条　利用者は、適切な給餌・給水等の飼育管理を行い、実験中の動物の状態を観察し、

適切な処置を施すとともに、微生物的、遺伝的品質の保持に努めなければならない。

２．利用者は気候因子、住居因子、同居因子、微生物因子等に配慮し、その変化を感

知した場合は、良好な飼育環境を保持するため直ちに疾患モデルセンターに報告し

なければならない。

（実験操作）

第８条　利用者は、動物福祉の観点から、出来るかぎり動物に不安、苦痛を与えないよう、

取り扱いに留意し適切な麻酔、保定等を行わなければならない。

（実験終了後の処置）

第９条　利用者が実験の終了または中断に伴い動物を処理するときは、「実験動物の飼養

及び保管等に関する基準」（昭和55年３月27日総理府告知第６号）に従って適正に

行わなければならない。屍体の処置は「動物の処分方法に関する指針」（平成７年

７月４日総理府告示第40号）に従うものとする。
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（安全管理上特に注意を払う必要のある実験）

第10条　物理的、化学的、生物学的に危険な物質（放射性物質、発癌性物質、変異原性物

質、その他安全性未確認物質や微生物等）を扱う実験並びに遺伝子操作に係る実験

においては、周囲への環境汚染と人への安全性を確認することはもとより、飼育環

境の汚染により動物に障害を与えたり、実験結果の信頼性が損なわれないよう十分

に配慮する必要がある。なお、利用者ならびに疾患モデルセンターは実験施設の周

囲の汚染防止には特別の注意を払わなければならない。

第11条　遺伝子組み換え動物を用いる実験に関しては、この指針に従い、別途定めた「組

換え動物取り扱いマニュアル」を遵守する。

第12条　感染動物を用いる実験に関しては、この指針に従い、別途定めた｢感染動物取り

扱いマニュアル｣を遵守する。

（講習会等）

第13条　実験者及び動物実験に携わる者は、疾患モデルセンターが主催する講習会（実験

技術、遺伝的・微生物的品質の保持方法等）を、必要に応じ受講しなければならな

い。

附　　則

１．この指針は平成元年４月１日より施行する。

２．この変更指針は平成５年４月１日より施行する。

３．この変更指針は平成13年４月１日より施行する。

４．この変更指針は平成16年２月９日より施行する。

５．この変更指針は平成16年４月12日より施行する。

６．この変更指針は平成18年　月　日より施行する。
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組換え動物取り扱いマニュアル（平成18年改正）

１．運営

遺伝子組換え動物を取り扱う動物実験の基本的事項は、遺伝子組換え生物等の使用

等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成16年施行）（組換えDNA実

験指針（平成14年１月31日文部科学省告示５号）から変更）に示されている。組換

え動物を用いた実験を行おうとする研究代表者及び利用者は、遺伝子組換え生物等

の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（組換えDNA実験指針から

変更）に従い実験の安全確保のための手続きを行った上で注１）、藤田保健衛生大学動

物実験指針（平成16年４月12日改訂施行）を遵守しなければならない。

２．組換え動物の概念

組換え動物とは、組換え体のうち、動物の生細胞を宿主とする組換えDNA実験によ

り作出された動物（受精卵、胚、胎仔、成体及びそれらの一部を含む。）及び導入

された形質を保持するその後代をいう。

３．組換え動物の基本的取り扱い

１）組換え動物が外部へ逃亡した場合は自然環境に影響を与える可能性があるため、

組換え動物がケージ外や飼育室外へ逃亡できないように管理する。

２）組換え動物の系統維持には、厳密な感染症対策を行い、定期的な微生物モニタ

リングを行う。

４．組換え動物の飼育管理の方法（「組換えDNA実験指針」より抜粋）

組換え動物の飼育管理は、次に掲げる事項に配慮して適切に行うものとする。

１）飼育施設の出入口、吸排気口、排水口、窓等には組換え動物の習性に応じた逃

亡防止設備（金網、ネズミ返し、前室等をいう。）を設けるとともに、外部から

の昆虫、げっ歯類等の侵入を防ぐ措置をとること。

２）飼育施設の出入口の扉は、出入りの際を除いて閉じておくこと。

３）窓は開けないこととし、外部から開かないように施錠等を行うこと。

４）飼育容器（ケージ等をいう。以下同じ。）は、組換え動物の力や振動によって、

ふた等が容易に開かないようにすること。

５）組換え動物は可能な限り個々の識別を行うこと。ただし、昆虫、魚類その他

個々の識別が困難な組換え動物の場合には、飼育容器ごとに管理すること。

６）床敷き、排泄物、飲水等は必要に応じて消毒、焼却等の処理を行うこと。

７）組換え動物を実験室の外へ運搬する場合には、堅固で、かつ、万一破損しても

組換え動物が逃亡しないような構造の容器に入れ、その表面の見やすいところに

標識を付けること。

８）実験室には、組換え動物実験中の旨を表示すること。

９）実験区域内に関係者以外の者が許可なく立ち入らない措置を講ずること。
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10）実験に用いた組換え動物の後代を得て、それを飼育する場合には第１代と同様

の管理を行うこと。

11）導入した又は接種した組換え体に関する記録を作成し、保存すること。

５．組換え動物の譲渡

１）組換え動物を譲渡しようとする者は、譲渡先において明確な使用計画があるこ

と及び適切な管理体制が整備されていることを事前に確認するものとする。

２）譲渡を受ける研究代表者は、当該組換え動物を用いる実験について、組換えＤ

ＮＡ実験の安全確保のための手続を経た上で「遺伝子組換え動物の譲受に関する

届出書」（別紙様式８）に必要事項を記入し、学長宛に届ける。必要に応じて検

疫証明書を添付する。

注１）動物を用いる実験で、他生物への自立的移行性を持たないDNAを導入して

作出した組換え動物系統のうち当該DNAに係る形質が安定しており、かつ、

人に対する安全性の保持に影響を及ぼすことがない系統を用いる実験は機関

届出実験とする。（実験実施機関の長が安全委員会における検討を経て、当

該系統に該当する旨を認定した系統を用いる場合に限る。）
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感染動物取り扱いマニュアル（平成18年改正）

１．運営

感染動物を取り扱う動物実験は、「動物接種実験」あるいは「感染動物実験」と

して扱われ、その基本的事項は、「遺伝子組換え生物等の規制による生物の多様性

の確保に関する法律（平成16年２月19日施行）」あるいは「感染動物実験における

安全対策（国立大学動物実験施設協議会2001年５月25日改訂）」に示されている。感

染動物を用いた実験を行おうとする研究代表者及び利用者は、上記法律あるいは安

全対策に従い実験の安全確保のための手続きを行った上で注１）、藤田保健衛生大学動

物実験指針（平成16年４月12日改訂施行）を遵守しなければならない。

２．感染動物の概念

組換え微生物あるいは病原体を接種した動物をいう。

３．感染動物の基本的取り扱い

１）感染動物が外部へ逃亡した場合は自然環境及び人又は他の実験動物等に影響を

与える可能性があるため、感染動物がケージ外や飼育室外へ逃亡できないように

管理する。

２）実験者や他の実験動物が、感染動物から病原体が感染しないように、実験中の

みならず屍体や排泄物等の処理を慎重に行う。

４．感染動物の飼育管理の方法（「遺伝子組換え生物等の規制による生物の多様性の

確保に関する法律」あるいは「感染動物実験における安全対策」より抜粋）

感染動物の飼育管理は、次に掲げる事項に配慮して適切に行うものとする。安全

度（人に対する危険性から分類されたもの）は、試験管内実験におけるＰ１－４に

ほぼ相当する。実験動物間での伝播に特に注意を要する環境での実験（病原体によ

る同居感染の可能性があるため、他の正常動物との隔離を特に必要とする場合）は

１ランク上げるものとする。

注１）本センター感染動物室で飼育可能なレベルは、安全度１と２である。

［安全度１］（Ｐ１Ａ）

人に対してほとんど病原性を示さず、人の実験室感染及び実験動物間での同居感

染の可能性がほとんどないもの。

（１）標準操作手順

①感染実験区域内への飲食物の持込みまたは喫煙を禁止する。

②動物飼育室内に手洗い装置を設け、作業後は手指の洗浄消毒を行う。

③作業時には、マスク、帽子及びゴムまたはプラスチック製手袋を着用する。

④床敷交換などの作業時のエアロゾル発生を極力防ぐ。
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⑤使用済みケージ等汚染器材は消毒または滅菌したのち洗浄する。

⑥汚染床敷や動物由来排泄物は消毒または滅菌したのち廃棄する。

⑦動物屍体は焼却する。

⑧動物飼育室内では専用の作業衣、長靴などを着用する。

⑨動物実験関係者以外の立ち入りを制限する。

（２）安全設備

①動物の飼育は脱出防止装置の付いたケージ内で行う。

（３）動物飼育室の構造

①感染実験区は他の区域と区別し、昆虫及びげっ歯類の侵入を防止する。

②床、壁には耐水性でかつ消毒薬耐性の素材を用いる。

③その他は非感染動物飼育室の構造に準じる。

［安全度２］（Ｐ２Ａ）

以下の条件のいずれかに該当するもの。

�）通常の病原微生物学的設備および操作手順で人への実験室感染を防ぐことが可能

であるもの。

�）実験動物に感染し、病原性を示したり動物実験成績への影響の可能性があるもの。

（１）標準操作手順

安全度１の手順に以下を加える。

①使用済みのケージなど汚染器材や動物屍体は高圧蒸気滅菌を行ったのち洗浄ま

たは焼却する。

（２）安全設備

Ａ；単純飼育時

①マウス、ラットの飼育は感染動物用アイソレータ内で行う。

Ｂ；飼育管理作業時及び接種・解剖作業時

①高濃度のエアロゾルを発生する作業は、感染動物用安全キャビネット内で行う。

その他

①感染実験区域内に高圧蒸気滅菌装置を設置する。

（３）動物飼育室の構造

①安全度１に準じる。
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疾患モデル教育研究センター利用心得（教職員用）

１．動物実験を始める前に

１）新たに動物実験を始める場合は、疾患モデル教育研究センター規程、藤田保健衛

生大学動物実験指針を熟読し、十分に理解してください。

２）実験開始に際しては、動物実験計画書と疾患モデル教育研究センター利用申請書

を作成してください。実験計画書の作成に当たっては３Ｒの原則に基づき、使用動

物数削減・実験動物の苦痛軽減・動物を使わない実験への代替を十分検討してくだ

さい。

３）研究代表者は、実験計画書、利用申請書を提出し、裁定が下りてから実験を開始

するよう心がけてください。

２．センターへの立ち入りについて

１）センターが行う新規講習会に出席し、入室新規登録申請者を提出ください。

２）センターへの入退出には職員証（学生証）を携帯してください。

３）Ｂ３入口の木製ロッカーにセンター外で使用している白衣を掛けてください。

４）カードリーダーが設置されている管理室前の扉まで進み、１名ずつ職員証（学生

証）をカードリーダーに通して開錠してください。（ホストコンピューターで管理

しています。入退出は必ず１名ずつ行なってください。）

５）下足用の下駄箱に下足を入れ、センター専用のスリッパに履き替え、手指を消毒

し、マスク、手袋を装着後、センター専用白衣を着用してください。なお、センタ

ー専用白衣は各自で用意してください。

６）退出時は手洗い場で手指を洗浄し、入室時同様に職員証（学生証）をカードリー

ダーに通して開錠してください。

７）各人の健康管理については、下記の項目を厳守してください。

（１）入退室時に、管理室横の所定の手洗い場にて手指を洗浄してください。

（２）感染防御の観点から、手袋とマスクを使用してください。

（３）センター内では、原則として専用白衣あるいは作業着を着用してください。

（４）体調不良の場合は、動物の飼育を極力控えてください。

（５）飼育室や実験室内で飲食しないでください。

３．動物の飼育方法について

１）給餌、給水、体重測定、床敷交換、ケージ洗浄等の飼育管理は研究代表者の指示

の下で行ってください。

２）飼料と床敷は、各講座で用意してください。

３）乾燥した飼育器具等は、適宜消毒（アルコール等）・滅菌して使用してください。

４）各飼育室に用意してある消毒薬で、ラック内および床の清潔を保ち、感染防御に

努めてください。

７　利用心得
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４．洗浄室、洗浄機等について

動物間やヒトへの感染事故が発生しないように、洗浄室と洗浄機の利用は下記のルール

を守ってください。

１）汚れた床敷は、洗浄室の床敷廃棄キャビネットを使用し、処理してください。こ

の際、幼弱な動物が紛れていない事を確認してください。万一、逃亡動物や野鼠・

昆虫等を発見した場合は、捕獲に努め管理室に報告してください。

２）ケージは原則として洗浄機で洗浄してください。

３）給水ビンは手洗いしてください。ただし、本体のみは網かごに入れてフタをし、

飛び出さないような処置がしてあれば洗浄機で洗浄することができます。

４）洗浄機の故障の原因になるため、ケージフタは手洗いをしてください。

５）洗浄機のコンベヤ作動中は、衣服や手指が巻き込まれないように注意し、非常時

にはコンベヤの非常停止用ボタンをＯＦＦにしてください。

６）洗浄作業終了後、床敷廃棄キャビネット内及び床の清掃をしてください。

７）洗浄した飼育器具は、教室や講座毎に定められた場所や棚で乾燥させてください。

８）オートクレーブ滅菌装置とＥＯＧガス滅菌装置の使用は、原則としてセンター専

任教員から使用方法の説明を受けた教職員が行うようにしてください。

５．投与、麻酔、安楽死、剖検について

１）動物愛護の精神にのっとり、研究代表者の監督下で、投与、麻酔、安楽死、剖検

等を行ってください。

２）麻酔は、原則として腹腔内投与等による注射麻酔薬を使用するか二酸化炭素安楽

死装置（通称ドリームボックス）を利用してください。エーテルを吸入麻酔薬とし

て使用する場合は、研究代表者の監督下で行ってください。（質問や疑問点があれ

ば、センター専任教員に尋ねてください。）

６．屍体処理について

飼育室、洗浄室、実験室等に設置してある所定の黒ビニール袋に屍体を入れ、セキュリ

ティ内の場合はダムウェダー横の冷凍庫へ、センター外からの場合は管理室前の冷凍庫に、

それぞれ屍体処理簿に月日、学部、講座名、研究代表者、氏名、動物名（統計処理の関係

上動物種毎に記載）、頭数等の必要事項を記入して安置してください。屍体は後日動物専

用霊園に運搬され、火葬されます。

７．センター内外への搬出について

動物をセンターから搬出入する場合は、ダムウェダー（荷物運搬用リフト）を使用して

ください。また、汚物についてもダムウェダーを使用してください。原則として通常のエ

レベーターを使用しないでください。

８．実験室の使用及び清掃、消毒について

１）センター内の実験室を長時間使用したい場合は、事前に研究代表者が実験室使用

届を管理室に提出してください。（但し緊急の場合はご協力ください。）
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２）実験室の使用後の消毒・清掃及び消灯は、必ず各自で行ってください。

９．その他

１）床敷の空箱や空飼料袋等は、管理室外の所定の場所に整理して置いてください。

ただし夜間や休日の場合は、ダムウェダー横の所定の場所に置くことができます。

２）破損したケージ等があれば、すみやかに管理室に申し出てください。

３）センター内は静寂を旨とし、大きな声で話をしないでください。

※清掃や届出書類等に関して疑問点があればセンター専任職員に、動物の取扱いや

投与等について疑問点があれば、センター専任教員に尋ねてください。
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疾患モデル教育研究センター利用心得（卒論生用）

１．センターへの立ち入りについて

疾患モデル教育研究センター（以下センターと略す）への立ち入りは、指導教員が予め

動物実験計画書、利用申請書ならびに入室登録申請書を提出済みであることが前提です。

１）卒論生のセンターへの立ち入りは、

①指導教員が入室登録申請書を届ける。

②センター主催の講習会に参加する。

①②を終了することによってセンター長の許可を得ることができます。

２）具体的な入退出方法は以下の通りです。

（注意）センターへの入退出のために学生証が必要です。

（１）木製ロッカーにセンター外で使用している白衣を掛けてください。

（２）カードリーダーが設置されている管理室前の扉まで進み、１名ずつ学生証を

カードリーダーに通して開錠してください。（ホストコンピューターで管理して

います。入室は必ず１名ずつ行ってください。）

（３）下足用の下駄箱に下足を入れ、センター専用のスリッパに履き替え、手指を

消毒し、マスク、手袋を着用して、センター内用白衣を着用してください。

（４）退室時は手洗い場で手指を洗浄し、入室時同様に学生証をカードリーダーに

通して開錠してください。（ホストコンピューターで管理しています。退室は必

ず１名ずつ行ってください。）

３）各人の健康管理については、下記項目を厳守してください。

（１）入退室時に、管理室横の所定の手洗い場にて手指を洗浄してください。

（２）感染防御の観点から、手袋とマスクを使用してください。

（３）センター内では、専用白衣あるいは作業着の着用を原則とし、これらは各人

が用意してください。

（４）体調不良の場合は、動物の飼育を極力控えてください。

（５）飼育室や実験室内で飲食しないでください。

２．動物の飼育方法について

１）給餌、給水、体重測定、床敷交換、洗浄等の飼育管理は各指導教員の指示の下で

行ってください。

２）飼料と床敷の補充（購入）と保管場所は、指導教員の指示を仰いでください。

３）乾燥した飼育器具等は、適宜消毒（アルコール）・滅菌して使用してください。

４）各飼育室に用意してある消毒薬（ヒビテン、ピュ－ラックス、テゴー51）で、ラ

ック内および床の清潔を保ち、感染防御に努めてください。

３．洗浄室、洗浄機等について

動物間やヒトへの感染事故が発生しないように、洗浄室と洗浄機の利用は下記のルール

を守ってください。
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１）汚れた床敷は、洗浄室の床敷廃棄キャビネットを使用し、処理してください。こ

の際、幼弱な動物が紛れていない事を確認し、動物を発見した場合は殺処分するな

ど指導教員の指示を仰いでください。また逃亡動物や野鼠・昆虫等を発見した場合

は、捕獲に努め管理室に報告してください。

２）ケージは原則として洗浄機で洗浄してください。

３）給水ビンは手洗いしてください。ただし、本体のみは網かごに入れてフタをし、

飛び出さないような処置がしてあれば洗浄機で洗浄することができます。

４）洗浄機の故障の原因になるため、ケージフタは手洗いを行ってください。

５）洗浄機のコンベヤ作動中は、衣服や手指が巻き込まれないように注意し、非常時

にはコンベヤの非常停止用ボタンをＯＦＦにして停止させてください。

６）洗浄作業終了後、床敷廃棄キャビネット及び床の清掃をしてください。

７）洗浄した飼育器具は、教室や講座毎に定められた場所や棚で乾燥してください。

８）オートクレーブ滅菌装置とＥＯＧガス滅菌装置の使用は、原則としてセンター専

任教員から使用方法の説明を受けた教職員が行い、卒論生は行わないでください。

４．投与、麻酔、安楽死、剖検について

１）動物愛護の精神にのっとり、指導教員の監督下に、投与、麻酔、安楽死、剖検等

を行ってください。

２）麻酔は、原則として腹腔内投与等による注射麻酔薬を使用するか二酸化炭素安楽

死装置（通称ドリームボックス）を利用してください。エーテルを吸入麻酔薬とし

て使用する場合は、指導教員の監督下で行ってください。（質問や疑問点があれば、

センター専任教員に尋ねてください。）

５．屍体処理について

飼育室、洗浄室、実験室等に設置してある所定の黒ビニール袋に屍体を入れ、セキュリ

ティ内の場合はダムウェダー横の冷凍庫へ、センター外からの場合は管理室前の冷凍庫に、

それぞれ屍体処理簿に月日、学部、講座名、研究代表者、氏名、動物名（統計処理の関係

上動物種毎に記載）、頭数等の必要事項を記入して安置してください。屍体は後日動物専

用霊園に運搬され、火葬されます。

６．センター内外への搬出について

動物をセンターから搬出入する場合は、ダムウェダー（荷物運搬用リフト）を使用して

ください。また、汚物についてもダムウェダーを使用してください。原則として通常のエ

レベーターを使用しないでください。

７．実験室の使用及び清掃、消毒について

１）センター内の実験室を長時間使用したい場合は、事前に指導教員が動物実験室使

用届を管理室に提出してください。（但し緊急の場合はご協力ください。）

２）実験室の使用後の消毒・清掃及び消灯は、必ず各人で行ってください。
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８．その他

１）床敷の空箱や空飼料袋等は、管理室外の所定の場所に整理して置いてください。

ただし夜間や休日の場合は、ダムウェダー横の所定の場所に置くことができます。

２）破損したケージ等があれば、すみやかに管理室に申し出てください。

３）センター内は静寂を旨とし、大きな声で話をしないでください。

４）指導教員が不在の場合等で、清掃や届出書類等に関して疑問点があればセンター

専任職員に、動物の取扱いや投与等について疑問点があれば、センター専任教員に

尋ねてください。

９．参考書籍がセンター内に用意してあります。

１）実験動物学―総論、田嶋嘉雄、朝倉書店

２）新実験動物学、前島一淑、江崎孝三郎、朝倉書店

３）初心者のための実験動物手技Ⅰ、マウス・ラット、鈴木 潔、講談社

４）初心者のための実験動物手技Ⅱ、ウサギ・モルモット、鈴木 潔、講談社
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ＳＰＦ動物飼育室利用心得

１．運営

疾患モデル教育研究センター（以下、疾患モデルセンターという。）内ＳＰＦ動物

飼育室（以下、ＳＰＦ飼育室という。）の運営は、疾患モデル教育研究センター長

（以下、センター長という。）の監督下におこなわれる。センター長は、全利用者間

のコンセンサスが保たれるように、実務的な日常作業を監督する管理責任者を指名

する。管理責任者はセンター長の要請に応じて利用者会議を開催し、ＳＰＦ飼育室

の運営が円滑に行なわれるように努める。胚操作室およびＳＰＦ動物操作室につい

ては、ＳＰＦ飼育室との間で動物の移動が行われるため、その管理、運営はＳＰＦ

飼育室に準ずるものとする。

２．持ち込み動物の制限

１）飼育室に持ち込む動物は、原則として微生物学的に各ＳＰＦ飼育室を上回るレ

ベルの施設で生産している業者から新規購入したものに限る。

２）他研究室から譲り受けた組換え動物等は、原則として凍結保存卵の状態にした

上で、ＳＰＦ動物に移植するという過程を経て搬入する。（体外受精のみや帝王

切開による持ち込みは原則として認めない。）ただし、搬入する組換え動物等が

信頼できるＳＰＦ施設で飼育されていることが確認されており、搬入前３ヶ月以

内の微生物モニタリングの結果が陰性であるならば、管理責任者の判断によって

持ち込みを認める場合もある。

３）ＳＰＦ飼育室から一旦外に持ち出した動物を再びＳＰＦ飼育室に戻すことを禁

ずる。ただし胚操作室およびＳＰＦ動物操作室に適切な方法で運搬した動物に関

してはこの限りではない。

４）ＳＰＦ飼育室と胚操作室あるいはＳＰＦ動物操作室との間で動物を運搬する際

には、動物をケージごと密封できるケースに入れる。部屋に搬入する際にはケー

スの周りをアルコール等で噴霧して消毒する。

５）新規購入動物の搬入は、動物輸送箱をＳＰＦ前室等の指定した専用棚へ納入し

てもらい、エアシャワー室経由で繁殖室に持ち込む。動物輸送箱はパスボックス

を経由して室外に搬出する。

３．立ち入り者の制限

１）ＳＰＦ飼育室利用者は、本学で作製された組換え動物あるいは本学のみが保持

している組換え動物を飼育している者等で、なおかつ本飼育室の利用規程を理解

し、ＳＰＦ飼育室立ち入りに関する教育訓練を受けた者とする｡胚操作室およびＳ

ＰＦ動物操作室の利用もこれに準ずるものとする。

２）ＳＰＦ飼育室で起こる感染事故はそのほとんどが人為的なものであること（ヒ

トが病原微生物を持ち込む）に鑑み、ＳＰＦ飼育室への立ち入りはＳＰＦ飼育室

利用登録を済ませた者に限る。ＳＰＦ飼育室利用登録は、疾患モデルセンター指
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定の所定の手続きを済ませた後、管理責任者の承認を得る。登録者は、飼育室の

使用方法に関する合意事項を熟知するため、担当者（原則として各ＳＰＦ飼育室

利用教員）の動物飼育の教育訓練（経験者について２週間以上）を受けることを

義務づける。

３）登録を済ませた者にはカードキーを支給する。カードキーの貸与は認めない。

４）同一日にコンベンショナル飼育室での作業後にＳＰＦ飼育室に入室することを

禁ずる。どうしても必要な場合にはシャワー等で体を清潔にした後、着替えを済

ませてから入室すること。原則として、コンベンショナル飼育室の作業者とＳＰ

Ｆ飼育室の作業者は別々の者が当たることが望ましい。

４．微生物モニタリング検査と微生物統御

ＳＰＦ飼育室では、下記に定めた微生物モニタリング検査を定期に行なう。微生物

モニタリングは、モニタ－動物を配布して一定期間（４週間以上）通常の飼育を行

なった後、血清等の検体を採取し、検査する。その結果は、疾患モデルセンター長

が管理する。

定期（ＳＰＦ飼育室：４回/年）に行う微生物モニタリング検査項目

マウス：Sendai virus、Mouse hepatitis virus、Ectromelia virus、Mycoplasma

pulmonis、Clostridium piliforme (Tyzzer's organism)、LCM virus 

ラット：Sendai virus、Sialodacryoadenitis virus、Ectromelia virus、Mycoplasma

pulmonis、Clostridium piliforme (Tyzzer's organism)、Hantavirus 

ＳＰＦ飼育室における微生物学的統御は、ひとつの繁殖室でのみで保たれるもの

ではないので、全利用者の理解と統一した作業行程等の協力が重要である。また、

感染事故を想定し、本学で作製した組換え動物等の貴重な動物種についてはあら

かじめ凍結保存卵を作製したり、分散飼育するなどの予防策を講じておくことが

望ましい。感染事故を起こさないためにも、動物を常に健康な状態に保ち不必要

な動物を飼育しない等の飼育の基本を守ることが不可欠である。

５．ＳＰＦ１飼育室への立ち入り等

１）入退室

（１）疾患モデルセンター入口でセンター指定のスリッパに履き替え、そのままＳ

ＰＦ飼育室の前まで行く。

（２）電磁ロックドア手前にあるロッカーにそこまで着用していた白衣等の外衣を

入れ、ヒビテン消毒液にて手指を消毒後、エアータオルにて乾燥する。

（３）電磁ロックドアをカードキーで開錠し、更衣室へ入室する。

（４）更衣室にて疾患モデルセンター指定のスリッパを脱ぎ、専用の白衣、マスク、

手袋を着用後、消毒用アルコールを全身に噴霧する。

（５）専用のスリッパに履き替え、エアーシャワー室に入り、エアーシャワーを30

秒間（アナウンスが終了するまで）浴びる。なお、エアーシャワー室には１
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人ずつ入室すること。

（６）退出の際にはエアーシャワー室を通って更衣室に戻る。

（７）専用白衣を所定の位置に返却し、マスク、手袋は外のゴミ箱へ捨てる。

２）ケージ交換作業

（１）ケージはオートクレーブ等で滅菌したものを用いる。

（２）床敷きはオートクレーブ等で滅菌したものを用いる。

（３）飲用水はフィルター濾過等で滅菌したものを用いる。

（４）飼料は放射線滅菌したものを用いる。

（５）ケージ交換は基本的に週に一度、飼育室全てのケージについて行う。

手順は以下の通りとする。

①前室でケージに床敷きを詰め、飼育室へ搬入する。

②使用中の給水ビンを取り外し、水を捨てた後に運搬用のカゴに詰める。

③ピューラックス消毒液にてラックおよびケージのフタを拭き、新しいケージに

マウスを移す。

④全てのケージが交換し終わった後に飼育室の床に落ちた床敷きを片付けて、ピ

ューラックス消毒液に浸したモップで拭く。

⑤新しい給水ビンにフィルター濾過された水を補充し、フタを閉める。

⑥給水ビン、飼料の補充を行う。

⑦自動給水ノズルを使用しているケージについてはノズルの先端をアルコールに

て清拭する。

⑧使用後のケージ、給水ビン等はパスボックスから搬出し、洗浄室にて洗浄後、

所定の位置で乾燥させる。

＊洗浄後十分に乾燥させたケージ、給水ビンは指定の時間帯にオートクレーブ

滅菌にかける。

３）その他

本飼育室内に実験器具等の機器を搬入する場合には、出来る限りオートクレー

ブ滅菌を行うこととし、不可能な場合はアルコール噴霧等の消毒を行う。

４）胚操作室への立ち入り等

（１）着用していた白衣を部屋の前のロッカーに入れ、専用の白衣に着替える。

（２）鍵を開けて入室後、専用のスリッパに履き替える。

（３）手指をアルコールで消毒する。

（４）ＳＰＦ１以外の飼育室への入室後の胚操作室への入室は基本的には行わない。

（５）室内は整理整頓を心がけ、清潔を保つようにする。

６．ＳＰＦ２飼育室への立ち入り等

１）入退室

（１）疾患モデルセンター入口でセンター指定のサンダルに履き替え、そのままＳ

ＰＦ２のオートクレーブ室まで入室する。ここでコンベを通ってきた白衣を脱

ぎ専用のハンガーにかける。

（２）紫外線滅菌水作製装置のスイッチを入れる。
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（３）オートクレーブ室に備え付けてある噴霧型消毒装置で手指の消毒をおこなう。

（４）カードキーを用いて、更衣室のロックを解錠する。扉の前で疾患モデルセン

ター指定のサンダルを脱ぎ、素足のまま更衣室に入る。

（５）更衣室で専用のサンダルに履き替え、白衣も専用のものに着替える。さらに

マスク、キャップ、オーバーシューズもしくは専用の長靴を装着し、最後に

手袋をつける。オーバーシューズの上からサンダルを履き、エアシャワー室

を通ってクリーン廊下に入る。

（６）作業終了後、クリーン廊下の消灯を確認したあと、再びエアシャワー室を通

って更衣室に戻る。マスク、キャップ、手袋を指定のごみ箱に捨て、オーバ

ーシューズ、白衣を元の位置に戻す。

（７）更衣室を出る際にサンダルを履き替え、更衣室の消灯を確認後、オートクレ

ーブ室を通り抜けて退室する。

（８）紫外線滅菌水作製装置のスイッチを切る。

２）ケージ交換作業

（１）ケージ、給水ビンは洗浄後乾燥を確かめた上でＥＯＧガス滅菌にかけてクリ

ーン廊下に搬入する。ケージ交換に供するまではクリーン廊下の棚に保管して

おく。

（２）チップ、餌は滅菌済みのものを使用する。餌は放射線滅菌のものが望ましい。

チップ、餌、マウス等のＥＯＧガス滅菌できないものは、作業者とともにエ

アシャワー室を通ってクリーン廊下に搬入する。

（３）チップ詰め作業はクリーン廊下でおこなう. 

（４）滅菌済みの給水ビンに滅菌水作製装置の水を入れる。給水ビンは専用ケージ

に入れ、各繁殖室に搬入する。

（５）繁殖室でケージ交換作業をおこなう。使用済みの給水ビン、汚れた床敷き、マ

ウスの屍体等をパスボックスに入れる。必要に応じてインターホンを用いて共

同作業者を呼び出し、パスボックスからの搬出をおこなう。これら各繁殖室

で出た汚物、屍体は決してクリーン廊下側に持ち出さないこと。汚物を搬出

した後、パスボックス内をアルコール噴霧で消毒しておく。パスボックスの

繁殖室側の扉は汚物を搬出する際に開ける以外は常に閉じて鍵をかけておくこ

と。

（６）ケージ交換作業終了後、繁殖室の床を箒で清掃した後ピューラックスを用い

て消毒する。

（７）クリーン廊下を清掃後、床を消毒する。

（８）再びＳＰＦに戻すことのない動物の搬出はパスボックス経由でおこなう。

（９）胚移植用の仮親動物等、再びＳＰＦに戻す必要のある動物の搬出は、動物を

密封できる専用ケースにケージごと入れ、周りをアルコール等で噴霧消毒し作

業者とともにエアシャワー室を経由して持ち出す。

（10）汚れたケージ、給水ビンは専用のワゴンで洗浄室へ運搬し自動洗浄機で洗浄

する。洗浄後再びオートクレーブ室に戻し指定された場所で乾燥させる。給

水ビンの吸い口（給水栓と先管）については特に専用の乾燥かごで乾燥をお
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こなう。ＥＯＧガス滅菌をかける前に十分に乾燥させておかないと、水滴に

ＥＯＧガスが残留し動物の健康を損なうことになる。ケージ、給水ビンが十

分に乾燥してからＥＯＧガス滅菌にかける。ＥＯＧガス滅菌終了後は、次の

使用者のことを考えてなるべく速やかにＥＯＧガス滅菌装置から内容物を取り

出し、クリーン廊下内の指定の棚に保管する。

３）その他

（１）オートクレーブ室、更衣室の清掃は利用者が交代でおこなう。

（２）繁殖室の照明はタイマーによって自動的にオンオフされている。消灯時間中

に一時的に点灯して室内で作業した場合、再び設定を元に戻すことを忘れない

ようにすること。また繁殖室の前室にあたるクリーン廊下は作業終了後は必ず

消灯しておくこと。（境にある扉が透明ガラスになっているため、クリーン廊

下の明かりが繁殖室に漏れてしまう。）

４）ＳＰＦ動物操作室への立ち入り等

（１）鍵を開けて入室後、直ちに扉を内側から施錠する。ＳＰＦ動物操作室の扉は

室内で作業中の場合であっても常に施錠状態にしておき、登録者以外の者が不

用意に扉の開閉を行わないように注意する。

（２）入室後備え付けの消毒液で手指の消毒をおこなう。

（３）疾患モデルセンター指定のスリッパをＳＰＦ動物操作室専用のスリッパに履

き替える。

（４）着用していた白衣を脱ぎ、紫外線滅菌器付きのロッカーに入れる。

（５）ＳＰＦ動物操作室専用の白衣に着替える。

（６）作業終了後は（１）～（５）の逆の手順で退室し、忘れずに施錠しておくこ

と。

（７）室内は常に整理整頓し、清潔を保つこと。
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感染動物室利用心得

１．運営

疾患モデル教育研究センター（以下、疾患モデルセンターという）内感染動物室

（前室と飼育室を含む：以下、感染動物室という）の運営は、疾患モデル教育研究

センター長（以下、センター長という）の監督下に行われる。センター長は、全利

用者間のコンセンサスが保たれるように、実務的な日常作業を監督する管理責任者

を指名する。管理責任者はセンター長の要請に応じて利用者会議を開催し、感染動

物室の運営が円滑に行われるように努める。

２．目的

本感染動物室は、微生物を用いた研究に欠くことのできない感染動物を、人体や

環境に安全でかつ正確に行うことができる環境を提供することや動物間の交差感染

を防ぎデータ－の信頼性を損なわないことを目的とする。

３．使用できる動物種

１）飼育室に持ち込む動物は、微生物学的にＳＰＦレベルの施設で生産している業

者から新規購入したもの、あるいはそれに準じた施設で繁殖したものに限る。

２）本飼育室で飼育することのできる動物は下記の通りとする。

マウス、ラット、その他の小動物（ハムスター、スナネズミ等）

４．使用できる微生物

本飼育室に持ち込むことができる微生物は、Ｐ２レベル以下とし、感染動物実験

小委員会＊の裁定・承認を得たものに限る。

＊感染動物実験小委員会は、管理責任者がセンター長に推薦した若干名で構成され

る。

５．立ち入り者の制限

１）感染動物室利用者は、 一般の動物実験計画書とは別に、感染動物実験計画書と

感染動物室利用申請書を提出する。

２）感染動物実験小委員会の裁定・承認を得る。

３）利用者は、飼育室の使用方法に関する合意事項を熟知するため、主立ち入り者

（原則として感染動物室利用教員）による動物飼育の教育訓練（経験者について

２週間以上）を受けることを義務づける。担当者は、教育訓練が終了した旨を疾

患モデルセンターに所定の書類（別紙４参照）で届け出る。

４）同一日に疾患モデルセンター内への立ち入りをしなくても良いように作業動線

を工夫する。Ｐ２飼育室に入室した者は、原則として病原体持ち込み防止の観点

から作業後は当日の疾患モデルセンターへの入室を禁止する。また、コンベンシ
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ョナル飼育室の作業と感染動物室の作業は別々の者が当たることが望ましい。

６．感染動物飼育室への入退室

１）利用講座は利用者間で作業日程の調整を行い（使用予定表に記入）、原則とし

て同一時間内の作業は単独の講座のみとする。

２）入口の鍵はセンターのセキュリティ内に設置した「鍵Box」からもっていき、

開錠する。

３）入室の際は、廊下のロッカーに着用してきた白衣を入れ、備え付けのスリッパ

に履き替えて前室に入室する。前室で作業する場合は、前室専用白衣を着用する。

４）感染動物室利用記録簿に必要事項を記入する（前室のみの作業の場合も記入す

る）。

５）前室にて、感染動物実験小委員会で指定された感染動物飼育室専用白衣（ディ

スポーザブル）・手袋・マスク・帽子等を着用し、感染動物飼育室専用スリッパ

に履き替え飼育室に入室する。持ち込む機材は最小限とし、原則としてアルコ－

ル消毒して搬入する。なおディスポーザブルの白衣は、各講座で準備するものと

する。

６）退室の際は、白衣・手袋等に消毒用アルコールを噴霧後、飼育室内にて白衣・

手袋・マスク・帽子等を袋に入れ密封後、飼育室内の所定のゴミ箱に捨てる。使

用済みの白衣・手袋・マスク等はオートクレーブ滅菌後、管理室外の所定の場所

に廃棄する。感染動物飼育室から搬出するものは、原則としてオートクレーブ滅

菌済みのものとするが、オートクレーブ滅菌できないものは、密閉のできる容器

内にてアルコール消毒してから搬出する（最小限にする）。

７）作業後は手指を洗浄し消毒用アルコールを噴霧後、スリッパを履き替えて退室

する。

８）退室時間を記載し、消灯し前室のドアを施錠する。

９）鍵をセンター内の「鍵Box」に返却する。

７．動物の飼育･管理

１）ケージ（ディスポーザブル等）・給水ビン・フタ・床敷・固形飼料は、所定の

場所に準備してあるものを使用する｡ケージ・給水ビン・フタは、使用前に各自消

毒または滅菌を行う。

２）床敷と固形飼料（ＭＦとＣＭＦ）は滅菌済のものを利用講座で順番に購入し、

共同で利用する。

３）ケージの交換は原則として週1回とし、前室でチップ・水を入れ、飼育室の安

全キャビネット内にて新しいケージに動物を入れかえる。ケージ用ラベルに必要

事項を記入後ケージに貼り、個体識別ができる措置を行う。

４）ケージ交換時にラック内を消毒薬（ピュ－ラックス）で拭く。

５）給水ビン交換は適宜行い、前室の水道水または各自で滅菌した水を必要に応じ

て用いる。

６）交換後のケージは滅菌バックに入れてオートクレーブ滅菌し、終了後、管理室
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外の所定の場所に廃棄する。

７）その他の器具はオートクレーブ滅菌後、前室にて洗浄し所定の場所で乾燥させ

る。

８．飼育室における作業

１）動物への病原体の感染・採血・臓器採取・その他感染動物を取り扱う操作は､安

全キャビネット内でのみ行うこととし、作業台を含めキャビネット外での動物や

その試料の取り扱いは禁止する｡ 

２）使用する実験器具は利用講座で準備し、飼育室に持ち込む際は、可能な限り消

毒または滅菌する。これらの実験器具は、事前に消毒用アルコールを噴霧したＵ

Ｖパスボックス内で５分間ＵＶ滅菌処置した後に飼育室に持ち込む。

３）試料や検体は原則として各講座の研究室で調製後に搬入し、飼育室では希釈・

投与等を行うものとする。感染実験に使用する微生物を持ち運ぶときは密封容器

に入れ、さらにケースに入れるなどして病原体の拡散を防ぐ。また容器の最も外

側の見やすい箇所に、取扱いに注意を要する旨を表示する。

４）病原体封じ込めの観点より、Ｐ２飼育室内の動物をオートクレーブ滅菌せずに

搬出することは認めない。

５）動物の屍体は屍体保管簿に記入後専用ビニール袋に入れて密封し､冷凍庫に保管

する。後日オートクレーブ滅菌し、管理室外の冷凍庫に安置する。

６）滅菌は利用講座間での当番制とする。

７）感染性の実験器具はオートクレーブ滅菌後、外に持ち出す｡ 

８）針やシリンジは、使用後、備え付けのメディカルペールに廃棄する。

９．飼育室使用後の清掃

１）実験終了後、使用した安全キャビネット、作業台の清掃および消毒（消毒用ア

ルコール）を完全に行う。

２）また、次の使用に支障を来さないよう整理整頓をする｡ 

３）床は清掃後、備え付けのモップで消毒（ピューラックス）を行う。また、次の

使用に支障を来さないよう整理整頓をする。

10．その他

１）オートクレーブを利用するときは、オートクレーブ利用記録簿に必要事項を記

入する。また、滅菌終了後はすみやかに滅菌物の片づけを行う。

２）オートクレーブが使用中で感染物の滅菌ができないときは、病原体が拡散しな

いように密封して保管し、各自で責任をもって滅菌を行う。

３）滅菌後の動物の屍体を管理室外の冷凍庫に安置する際は、屍体処理簿に必要事

項を記入する。

４）ディスポーザブルケージを使用した場合は、ディスポーザブル使用記録簿に必

要事項を記入する。

固形飼料、床敷を購入の際は、「固形飼料、床敷購入簿」に記入する。
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遺伝子組換え動物飼育室利用心得

１．運営

疾患モデル教育研究センター（以下、疾患モデルセンターという）内遺伝子組換

え動物飼育室（以下、Ｔｇ飼育室という）の運営は、疾患モデル教育研究センター

長の監督下に行なわれる。

２．方針

１）遺伝子組換え動物の届出、飼育および譲渡方法は文部科学省が定める｢遺伝子

換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律｣（平成16年2

月19日告示97号）と本疾患モデルセンタ－が定める組換え動物使用マニュアルに

従うものとする。特に、動物の逃亡防止（ネズミ返し等）の設置や動物個体の永

久識別法（イヤ－パンチ等）を行う必要性を理解するものとする。

２）遺伝子組換え動物飼育室の利用については、微生物モニタリング結果（下記に

定める項目）や動物の特性（遺伝子組換え動物を自家繁殖するあるいはそれに準

ずる）を考慮し、疾患モデルセンターが許可した講座に限る。

３）入室できるものは事前に登録された者とし、新たに入室を希望する者は疾患モ

デルセンターが指定するＴｇ飼育室利用のための説明会を受講しなければならな

い。

４）同日コンベンショナル環境下の動物室や洗浄室に出入りした者は、原則として

Ｔｇ飼育室へ入室しないこととする。

５）使用する飼育機材は、滅菌処理あるいはそれに準じた処理をしたものを用いる。

６）微生物モニタリング（年２回）で汚染が確認された場合は、速やかに疾患モデ

ルセンターの指示に従う。

７）Ｔｇ飼育室から実験室や他の飼育室に移動した動物は、再びＴｇ飼育室内に入

れないこととする｡ 

定期（コンベンショナル飼育室：２回/年）に行う微生物モニタリング検査項目

マウス：Sendai virus、Mouse hepatitis virus、Mycoplasma pulmonis、

Clostridium piliforme (Tyzzer's organism) 

ラット：Sendai virus、Sialodacryoadenitis virus、Mycoplasma pulmonis、

Clostridium piliforme (Tyzzer's organism)、Hantavirus 
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３．Ｔｇ飼育室への立ち入り等について

１）Ｔｇ飼育室への入退室

クリーンエリア入口前で一般飼育室用白衣を脱いでハンガーにかける。

（１）クリーンエリア前室の講座別ロッカーにあるＴｇ飼育室専用の白衣に着替え、

備え付けの消毒薬（ハンドクリーン）で手指を消毒し、手袋、マスク等を着

用する。

（２）手袋、白衣等に消毒用アルコールを噴霧後、Ｔｇ飼育室入口で飼育室専用ス

リッパに履き替えて飼育室内で作業する。

（３）作業終了後は、スリッパを履き替え、手袋、マスクを清浄廊下に設置してあ

るゴミ箱に捨て、前室で白衣を脱いで退室する。

２）ケージ交換作業

ケージ交換は、週1回以上行う。

【交換方法】

①清浄倉庫で滅菌処理（オートクレーブ等）されたケージに床敷（チップ）を詰

める。この作業は清浄倉庫専用作業台に消毒用アルコールを噴霧しその上で行

う。またケージ交換は可能な限りＴｇ飼育室専用作業台上で行う。諸事情によ

り床に直接置く場合は、事前に消毒しておく。

②滅菌済み給水ビンに新鮮な水を詰める。この際に水漏れ等がないかを確認する。

ケージ交換中は、給水ビンを滅菌物保管ケースのフタ等で覆う。

③床敷き交換時には、ケージ本体の捻れ、ひび割れや穴等とフタの網の欠線、捻

れやフックの歪み等がないか注意する。

④新しいケージに動物を移し、動物が逃亡する隙間がないように注意しセットす

る。

⑤使用済みケージに幼弱動物等が隠れていないか確認する。同時にケージカード

に記載されている動物の数と、新しいケージに移した動物の数が合うことを確

認する。床に動物が逃亡した場合は、必ず捕獲し原則としてケージに戻さず殺

処分する。

⑥ケージ交換時にはラックを消毒薬で拭き、清潔を保つ。

⑦新鮮な水が詰まった給水ビンをケージにセットし、水漏れのチェックを行う。

使用済み給水ビンは滅菌物保管用ケースに収め、パスボックスから搬出する。

この際室内の流し台に使用済み給水ビン内の水を捨てない。

⑧飼料を適量補充する。

⑨飼育棚の扉を閉めた後、飼育室の床に落ちたゴミを掃き、消毒薬（ピューラッ

クス等）を用いて床を清掃する。

⑩Ｔｇ飼育室を退室する前に、もう一度、給水ビンの水漏れ、餌の入れ忘れ、動

物の逃亡の有無を確認する。

⑪使用済みのケージ、給水ビン等はパスボックスから搬出し、汚染廊下を経由し

て洗浄室に出し、洗浄室にて洗浄後、所定の場所で乾燥させる。

３）飼育ラックのフィルター交換

汚れ具合により３～６ヶ月に１度の割合で、ラックのフィルター交換を行う。
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このフィルターの交換は、事前に同室の他講座に連絡し、飼育作業等と重ならな

いようにする。

【交換方法】

①洗浄済みラックをクリーンエリア入口で消毒する。

②前室で二枚重ねにした新しいフィルターをラックに張る。

③交換年月日を新しいフィルターに記入する。

④再度フィルターを含めた全体を確実に消毒し、新しいラックを飼育室内に搬入

する。

⑤ケージを使用中のラックから新しいラックへ移動する。

⑥使用済みラックをＴｇ飼育室外に搬出し、さらにセキュリティシステム内から

屋外に搬出する。屋外に搬出する際は、教職員に電気錠の開錠を依頼する。（原

則として業務時間内。）

⑦他の講座にフィルター交換作業が済んだことを知らせる。

⑧屋外で、汚れたフィルターを取り、水で洗浄する。

⑨乾燥したラックは、疾患モデルセンター教職員が指示した場所に移動する。

４．蒸気オートクレーブの滅菌作業について

１）蒸気オートクレーブは講習を受けた教職員が操作する。

２）蒸気オートクレーブの誤操作は大事故につながる場合があるので、事前に使用

方法を熟知し、異常を感じた場合は速やかに使用を中止し、疾患モデルセンター

教職員に通知する。

３）滅菌済み被滅菌物は、清浄倉庫内の所定の場所に保管する。

４）事情により予定された日程で滅菌を行うことができない場合は、利用者間の話

し合いで調整を行う。

５．その他

１）Ｔｇ飼育室で使用する白衣は飼育室専用とし、他のコンベンショナル飼育室や

洗浄室等で着用する白衣と区別する。白衣は各自で定期的（１週間に１回を推奨）

に洗濯を行う。

２）Ｔｇ飼育室内に実験器具等の機器を搬入する場合には、アルコール噴霧等の消

毒を行う。

３）Ｔｇ飼育室内の清掃は各講座が責任を持って行い、特に共同利用場所（流し台、

パスボックス、清浄廊下および汚染廊下）は清潔を保つように努める。

４）飼育室の照明はタイマーによって自動調整されているので、原則として点灯時

間内（8：00～20：00）に作業を行うこととする。やむを得ず消灯時間中に一時

点灯を行った場合は、必ず設定を元に戻す。

５）清浄廊下（飼育室前）、汚染廊下は作業終了後消灯に努める。

６）ケージ洗浄中に動物を発見した場合は、必ず殺処分する。

７）ラックの転倒防止のため、ラックのストッパーはかけない。（地震発生時、ス

トッパーがかかっていると転倒しやすい。）
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＊センターの利用方法、飼育について等、不明な点はセンターの教職員に尋ねて

ください。
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クリーン動物飼育室利用心得

１．運営

疾患モデル教育研究センター（以下、疾患モデルセンターという）内遺伝子組換え

動物、免疫不全動物等のクリーン動物飼育室（以下、クリーン飼育室という）の運

営は、疾患モデル教育研究センター長の監督下に行われる。

２．方針

１）遺伝子組換え動物を飼育する場合は遺伝子組換え動物の届出、飼育および譲渡

方法を文部科学省が定める「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多

様性の確保に関する法律（平成16年２月19日告示97号）」と本疾患モデルセンタ

ーが定める組換え動物使用マニュアルに従うものとする。特に、動物の逃亡防止

（ネズミ返し等）の設置や動物個体の永久識別法（イヤーパンチ等）を行う必要

性を理解するものとする。

２）クリーン飼育室に入室できるものは事前に登録された者とし、新たに入室を希

望する者は疾患モデルセンターが指定する飼育室利用のための説明会を受講しな

ければならない。

３）利用者は作業動線を考慮し、クリーン飼育室レベルより低い環境の動物室や洗

浄室に出入りしたものは、原則として同日にクリーン飼育室に入室しないことと

する。

４）使用する飼育機材は、滅菌処理あるいはそれに準じた処理をしたものを用いる。

５）クリーン飼育室で飼育できる動物については、微生物モニタリング結果（以下

に定める項目）や動物の特性（遺伝子組換え動物を自家繁殖するあるいはそれに

準ずる。）を考慮し、疾患モデルセンターが許可した講座に限る。

６）他施設からの分与、譲渡を行う場合は、必ず微生物モニタリング結果を添えて

事前にセンターに届け出る。

７）微生物モニタリング（年２回）で汚染が確認された場合は、速やかに疾患モデ

ルセンターの指示に従う。

８）処置・手術等のためであっても、一度飼育室から搬出した動物を再度飼育室内

に搬入しないこととする（ただし指定する実験室（実験室３）での処置・手術を

除く。）飼育室から搬出した動物を飼育する場所については、事前にセンターの

指示を受ける。

定期（コンベンショナル飼育室：２回/年）に行う微生物モニタリング検査項目

マウス：Sendai virus、Mouse hepatitis virus、Mycoplasma pulmonis、

Clostridium piliforme (Tyzzer's organism) 

ラット：Sendai virus、Sialodacryoadenitis virus、Mycoplasma pulmonis、

Clostridium piliforme (Tyzzer's organism)、Hantavirus 
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３．クリーン飼育室への立ち入り等について

１）飼育室への入退室

（１）クリーンエリア入口前で一般飼育室用白衣を脱いでハンガーにかける。

（２）クリーンエリア前室のロッカーにある飼育室専用白衣に着替え、備え付けの

消毒薬（ハンドクリーン）で手指を消毒し、手袋、マスク等を着用する。

（３）入室の際は飼育室入口で飼育室専用スリッパに履き替える。

（４）作業終了後は、スリッパを履き替え、手袋、マスクを清浄廊下に設置してあ

るゴミ箱に捨て、前室で白衣を脱いで退室する。

２）ケージ交換作業

ケージ交換は、週１回以上行う。

【交換方法】

①飼育室内でケージに床敷（チップ）を詰める。ケージ交換は飼育室専用作業台

上で行う。原則としてケージ等は直接床に置かない。

②給水ビンに新鮮な水を詰める。この際に水漏れ等がないかを確認する。

③床敷き交換時には、ケージ本体の捻れ、ひび割れや穴等とフタの網の欠線、捻

れやフックの歪み等がないか注意する。

④新しいケージに動物を移し、動物が逃亡する隙間がないように注意しセットす

る。

⑤使用済みケージに幼弱動物等が隠れていないか確認する。同時にケージカード

に記載されている動物の数と、新しいケージに移した動物の数が合うことを確

認する。床に動物が逃亡した場合は、必ず捕獲し原則としてケージに戻さず殺

処分する。

⑥ケ－ジ交換時にはラックを消毒薬で拭き、清潔を保つ。

⑦免疫不全動物等を飼育する場合は、フィルターキャップをかぶせるなど感染症

に特に注意し、消毒、滅菌等、通常の飼育作業の際にも細心の注意を払う。

⑧新鮮な水が詰まった給水ビンをケージにセットし、水漏れのチェックを行う。

⑨飼料を適量補充する。

⑩飼育棚の扉を閉めた後飼育室の床に落ちたゴミを掃き、オートモップ（ピュー

ラックス等）を用いて床を清掃する。

⑪飼育室を退室する前に、もう一度給水ビンの水漏れ、餌の入れ忘れ、動物の逃

亡の有無を確認する。

⑫使用済みのケージ、給水ビン等はパスボックスから搬出し、汚染廊下を経由し

て洗浄室に出し、洗浄室にて洗浄後、所定の場所で乾燥させる。

３）飼育ラックのフィルター交換

汚れ具合により３～６ケ月に１度の割合で、ラックのフィルター交換を行う。

このフィルターの交換は、事前に同室の他講座に連絡し、飼育作業等と重ならな

いようにする。

【交換方法】

①フィルターを交換するラックの古いフィルターを取り除く。

②ラックの汚れを取り除き、消毒薬等で清拭する。
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③あらかじめ消毒した作業台等の上でフィルターを適当な大きさに切る。（フィ

ルターは２重にした方がよい。）

④ラックに合わせてフィルターを張る。

⑤交換年月日を新しいフィルターに記入する。

⑥汚れたフィルターは一般ごみとして出す。

⑦他の講座にフィルター交換作業が済んだことを知らせる。

４．蒸気オートクレーブの滅菌作業について

１）蒸気オートクレーブは講習を受けた教職員が操作する。

２）蒸気オートクレーブの誤操作は大事故につながる場合があるので、事前に使用

方法を熟知し、異常を感じた場合は速やかに使用を中止し、疾患モデルセンター

教職員に通知する。

３）滅菌済み被滅菌物は、清潔区域内の所定の場所に保管する。

４）事情により予定された日程で滅菌を行うことができない場合は、利用者間の話

し合いで調整を行う。

５．その他

１）飼育室で使用する白衣はクリーン飼育室専用とし、他のクリーン飼育室レベル

より低い環境で着用する白衣と区別する。白衣は各自で定期的（１週間に１回を

推奨）に洗濯を行う。

２）飼育室内に実験器具等の機器を搬入する場合には、アルコール噴霧等の消毒を

行う。

３）飼育室内の清掃は各講座が責任を持って行い、特に共同利用場所（流し台、パ

スボックス、清浄廊下および汚染廊下）は清潔を保つように努める。

４）ゴミは清浄廊下に設置してあるゴミ箱に出す。

５）飼育室の照明はタイマーによって自動調整されているので、原則として点灯時

間内（８：00～20：00）に作業を行うこととする。やむを得ず消灯時間中に一時

点灯を行った場合は、必ず設定を元に戻す。

６）清浄廊下（飼育室前）、汚染廊下は作業終了後消灯に努める。

７）ケージ洗浄中に動物を発見した場合は、必ず殺処分する。

８）ラックの転倒防止のため、ラックのストッパーはかけない。（地震発生時、ス

トッパーがかかっていると転倒しやすい。）

＊センターの利用方法、飼育について等、不明な点はセンターの教職員に尋ねて

ください。
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小動物室利用心得

１．運営

医学部１号館小動物室（３、４、５階）の運営は、疾患モデル教育研究センター長

の監督下に行われる。飼育室の使用および実務的な日常作業については各階に責任

者をおき、運営委員会と協議して利用者間のコンセンサスが保たれるように努める。

２．小動物室の使用

医学部１号館小動物室では原則として、１年以内の実験計画（学生実習を含む）に

もとづく小動物の飼育を行う。飼育期間が１年以上にわたるものについてはＢ３疾

患モデルセンター内で飼育を行うものとする。

３．微生物モニタリング検査について

医学部１号館小動物室では年２回、下記の微生物モニタリング検査を行う。微生物

モニタリングは、疾患モデルセンターが必要と認めた教室にモニター動物を配布し

て４週間以上通常の飼育を行った後、血清等の検体を採取し、検査する。その結果

は、疾患モデルセンター長が管理する。

定期（コンベンショナル飼育室：２回/年）に行う微生物モニタリング検査項目

マウス：Sendai virus、Mouse hepatitis virus、Mycoplasma pulmonis、

Clostridium piliforme (Tyzzer's organism) 

ラット：Sendai virus、Sialodacryoadenitis virus、Mycoplasma pulmonis、

Clostridium piliforme (Tyzzer's organism)、Hantavirus 

他の動物種については長期に維持・繁殖を行う場合、必要に応じてモニタリングを

行うこととする。

４．小動物室への立ち入りについて

１）医学部１号館小動物室の利用者は、あらかじめ動物実験計画書を動物実験委員

会に提出し承認を得た後、疾患モデル教育研究センター利用申請書を疾患モデル

センター管理室を経由しセンター長に提出する。

２）新規利用者は疾患モデルセンターで動物実験と飼育に関する講習を受ける。

３）新規利用者は各階の責任者に、ケージの洗浄・滅菌法、餌などの保管場所、清

掃・消毒、汚物処理等の具体的な方法を問い合わせる。

４）飼育室内では、専用白衣または作業着と手袋、マスクを着用する。また作業前

後は手洗いと手指の消毒をする

５）小動物室で使用するケージ、給水ビン等はＢ３疾患モデルセンターの備品もし

くは講座で用意した適切な機材を使用する。

６）小動物室から外部に出した動物は原則として飼育室にもどさない。
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７）ケージは原則として各小動物室の流しで洗浄し、乾燥後適宜アルコールなどで

消毒して使用する。

８）ケージ交換・床替え・給餌・給水は動物種と実験目的に応じて適切に行い、清

潔な飼育環境の維持に努める。

９）小動物室の床とエアコンフィルターの清掃・消毒は各階のスケジュールと方法

に従って行う。

10）小動物室は特別な場合を除き施錠し、作業中も飼育室のドアを開放しないこと

を原則とする。

５．汚物の処理、その他

１）床敷き（チップなど）と汚物（糞など）は黒のビニール袋に入れ、教室名を書

いたガムテープを貼って、ダムウェダーを使用しＢ３疾患モデルセンターの所定

の場所に運搬する。上記以外のゴミは各位が通常のゴミとして処理する。

２）動物の運搬はダムウェダーを使用する。また屍体は黒のビニール袋に入れ、Ｂ

３疾患モデルセンターの所定の場所に安置する。

３）ビニール袋、マジック、ガムテープ等は疾患モデルセンター管理室から補充す

ることができる。
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はじめに

本学において動物実験を行う研究者（もしくは卒論等で動物実験に関わる学生）は、疾

患モデル教育研究センター利用心得（教職員用あるいは卒論生用）を熟知し、本資料を参

考にしてください。なお、本資料は後述する正書を参考に、本学の新規講習者に周知して

いただきたいことを抜粋・記述しました。

動物実験において認識しておきたい重要事項

■３Ｒの原則について

1959年、イギリスのRussellとBurchによって提唱された人道的動物実験の３Ｒの原則

とは、Reduction（使用動物数の削減）、Refinement（実験動物の苦痛の軽減）、

Replacement（動物を使わない実験への代替）のことである。この３Ｒの精神は、平成

17年に改正された「動物の愛護及び管理に関する法律」にも義務事項あるいは配慮事項

として盛り込まれた。動物実験を計画する場合、常に考えるべき事項である。

■RussellとBurchの演出型説について

動物実験の再現性には、RussellとBurchが提唱した演出型にかかわるすべての要因に

配慮した動物実験を行うべきである。

■法律を遵守する精神について

上記の「動物の愛護及び管理に関する法律」による動物実験の基本的なルール、「遺

伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」（カルタヘ

ナ議定書）による遺伝子組換えマウス・ラットや動物接種実験あるいは感染動物実験の

封じ込め、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正」によっ

遺伝子型（Genotype） 

　　　　　　　　　　　発育環境

　　　　　　　　　　　受精から出生までの母胎環境と哺育中の環境

表現型（Phenotype）

　　　　　　　　　　　近隣環境

　　　　　　　　　　　その動物の育成環境ならびに実験環境

演出型（Dramatype）

８　新規講習会資料
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て、整備された「動物の輸入に関する届出制度」、「特定外来生物による生態系等に係る

被害防止に関する法律」による特定外来生物の飼養に関する申請等の関連法規を遵守し

た上で、適正な動物実験を行っていただきたい。

Ⅰ　概論

１．実験動物と動物実験

（１）実験動物

実験動物とは、研究、教育、試験、また生物学的製剤などの製造に重要で

あるとして、目的に沿って繁殖、生産される動物をいう。上記の厳密な意味

での実験動物（狭義の実験動物）以外に、いわゆる家畜、ならびに野生動物

が試験、研究に使われる。これらをまとめてよぶときは、実験用動物という

言葉が使われる。

（２）動物実験

動物実験とは、実験処置によって動物が示す反応を観察し、その反応を通

して加えた実験処置がヒトや他の動物種にどのような効果をもたらすかを推測

することにある（外挿）。そのためには、個体や場所、時間（年月）による違

いが殆どなく、反復実験において同じ成績が得られることつまり、再現性が

重要である。そこで、遺伝学的統御と微生物学的統御が必要不可欠となる。

研究、教育、試験及び製造の目的のために、飼いならされ繁殖・
生産される動物

人類社会に重要であるとし、飼いならされ繁殖・生産されている
動物

自然界から捕獲した動物で、人為的な繁殖・生産は行われ
ていない

内　　容群

野生動物
Animals obtained
from Nature

実験動物
Laboratory Animals

家　　畜
Domestic Animals

実験用動物
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（３）実験動物の分類

動物実験の再現性を得るために、実験動物は遺伝学的統御と微生物学的統御

を考慮するべきである。

（４）疾患モデル動物

疾患モデル動物とは、ヒトの疾患と同じ病態を示す動物であり、動物実験

に役立つ動物をいう。作出方法によって、自然発生突然変異動物と遺伝子組

換え動物がある。

１）自然発生突然変異動物

帝王切開・子宮
切断由来

アイソレータ

無菌動物に明
確に同定された
微生物を定着
させる

アイソレータ

無菌動物・ノト
バイオートに微
生物を自然定
着

バリアシステム

一般環境

検出し得るすべての微生物・
寄生虫を持たない動物

保有する微生物叢のすべて
が明確に知られている動物

とくに指定された微生物・寄
生虫のいない動物
指定以外の微生物・寄生虫
の有無は問わない

持っている微生物・寄生虫の
すべてが明確に知られてい
ない動物

作出方法 維　　持定　　義群

無菌動物
Germfree animals

実験動物の微生物学的統御による分類

ノトバイオート
Gnotobiotes

ＳＰＦ動物
Specific
pathogen-free
animals

コンベンショナル動物
Conventional 
animals

兄妹交配あるいは親仔交配を20代以上継続している系統。親
仔交配の場合、次代との交配は両親のうち後代のものと行うも
のとする。ただし兄妹交配と親仔交配を混用してはならない。

遺伝子を持って示し得るような遺伝子型を特性としている系統、
および遺伝子記号を明示しえなくても、淘汰選抜によって特定
の遺伝形質を維持することができる系統。

5年以上外部から種動物を導入することなく、閉鎖集団で繁殖
を続けた群。

近交系間、近交系とクローズドコロニー間、あるいは、クローズ
ドコロニー間の雑種第１代、第２代、戻し交雑、三元交雑、四元
交雑の総称である。近交系間のＦ１交雑が良く用いられる。

規　　　　　　定群

交雑群
Hybrid

実験動物の遺伝学的統御による分類

＊他にリコンビナント近交系、コンジェニック近交系あるいは分離型近交系がある。

近交系＊
Inbred strain

ミュータント系
Mutant strain

クローズドコロニー
Closed colony
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自然発生突然変異動物の一部では、塩基置換（ある塩基が別の塩基に置換する

ことによって、アミノ酸の置換やアミノ酸の翻訳が停止する）、ＤＮＡの欠失（Ｄ

ＮＡが欠失することによって、機能するタンパク質が作られない）やスプライシ

ングの異常（エクソンからｍＲＮＡに転写する際に異常が生じて機能するタンパ

ク質が作られない）等責任遺伝子の変質部位が明らかになりつつある。ヒト若年

性ネフロン癆の疾患モデルであるpcyマウスでは、１塩基変異（T1841G）によっ

てアミノ酸が置換（I614S）することによって腎臓に嚢胞が発生する。常染色体劣

性遺伝的多発性嚢胞腎症の疾患モデルであるＰＣＫラットでは、イントロン35の

アデニンがチミンに代わることによってエクソン36が欠失する。一方、ヒトの癌

細胞を移植することができるヌードマウスやヌードラットの責任遺伝子である

Hfh11（nu，rnu）は、１塩基置換によるナンセンス変異やスプライシングの異常

によって、無胸腺（T細胞機能不全）が生じる。

２）遺伝子組換え動物

遺伝子組換え動物とは、組換え体のうち、動物の生細胞を宿主とする組換え

DNA実験により作出された動物（受精卵、胚、胎仔、成体及びそれらの一部を含

む。）及び導入された形質を保持するその後代をいう。代表的なものとして外来

遺伝子を導入するトランスジェニックマウスと本来持っている遺伝子を破壊する

ノックアウトマウスなどが挙げられる。遺伝子組換え動物は遺伝子の解析のみな

らず、疾患の病態解析、治療の開発などに重要な役割を果たしている。歴史的に

は、ヒトのポリオウイルスレセプター遺伝子を発現させたトランスジェニックマ

ウスが有名であり、サル類に変わるポリオウイルス毒力検定モデルとして用いら

れている。

（５）適正な動物実験の立案及び実施

再現性のある実験結果を得るためには実験条件を十分整えて実験を行う必要

がある。とくに動物実験に関しては影響を及ぼす要因が多数存在する（Russell

とBurchの演出型説を参照）ので、それらの要因を充分考慮する必要がある。

また動物実験は適正な実験であることを前提とし、単に「科学的に適性であ

る」のみならず、「社会的に適性である」ことへの配慮も大切である。動物実

験を行うにあたって留意すべき基本的事項を以下に挙げる。

適正な動物実験の立案について

・実験目的を明確にする。

・動物を用いない実験系の利用など代替の可能性を検討する。

・遺伝学的・微生物学的に適切な動物種や系統を選択することによって、使用動

物数を削減する。

・実験方法の検討においては、動物がこうむる苦痛や症状を予測し、できる限り

苦痛を軽減する具体的方法や実験のエンドポイントをあらかじめ検討する。

・動物の苦痛の程度や犠牲について評価し、実験によって得られる成果と比較し、
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cost-benefitの観点から、実験の正当性について考える。

なお、ＳＣＡＷ（Scientisis Center for Animal Welfare）の倫理的カテゴリーは、

動物実験を計画する上で重要である。

ＳＣＡＷ（Scientisis Center for Animal Welfare）の倫理的カテゴリー　　　

Ａ：生物個体を用いない実験あるいは植物、細菌、原虫、又は無脊椎動物を用い

た実験

Ｂ：脊椎動物を用いた研究で、動物に対してほとんど、あるいはまったく不快感

を与えないと思われる実験操作

Ｃ：脊椎動物を用いた実験で、動物に対して軽微なストレスあるいは痛み（短時

間持続する痛み）を伴う実験

Ｄ：脊椎動物を用いた実験で、避けることのできない重度のストレスや痛みを伴

う実験、さらには麻酔薬や鎮痛剤、精神安定薬を用いることのできない実験、

長期にわたる潜在性のストレスを伴う実験操作や安楽死を適用できない実験

操作

Ｅ：麻酔していない意識のある動物を用いて、動物が耐えることのできる最大の

痛み、あるいはそれ以上の痛みを与えるような処置

適正な動物実験を実施するにあたって飼育担当者は下記に気をつける。

１）適正な飼育管理を行うこと：設定された環境条件下で飼育し、必要十分な栄養

分を給与し、感染防御に努める。また、給餌、給水、ケージ交換、飼育室の清掃

等の日常管理を定められた時刻に行うなどの配慮をする。

２）実験計画に従って分担事項を行うこと：担当者が責任を持って分担し、計画通

りに的確に実施する。担当者以外の者が許可無く、無断で実験に携わることがあ

ってはならない。（絶食中の動物に給餌されるなどのトラブルが発生する恐れが

ある。）

３）動物個体を取り間違えないようにすること：動物の個体識別を完璧に行い、個

体を取り間違えないように努める。

２．繁殖

繁殖は、系統あるいはモデル動物として維持し、需要に応じた生産をするために

重要である。最近は、従来の自然交配による繁殖生産とともに、胚操作による生産

も行われている。また、発生工学と結びつくことで理解すべき領域である。

（１）繁殖の実験手技として必要な性周期について

マウス、ラット、ハムスター類の性成熟したメスの卵巣には数百個の原始

卵胞があり、この卵胞は順次一定のリズムで成熟卵胞に発達していく。排卵

は交尾刺激とは無関係に繰り返されるが、形成された黄体は持続的にプロゲス

テロンを分泌せず短期間で機能を消失する、いわゆる不完全性周期を示す。マ

ウス、ラットなどのげっ歯類では、性周期に応じて卵巣、子宮、膣などの生

殖器官は特有の変化を示す。性周期は発情前期、発情期、発情後期、休止期
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に分類される。

（２）腔垢検査

性周期の各期は膣の粘膜組織の変化によって容易に判定することができる。

膣垢の採取にはスポイトまたは綿棒を用いる。スポイトを用いる場合には、ス

ポイト（先端を丸くしたパスツールピペットでもよい）に少量の水道水（ま

たは蒸留水）を吸い取り、そのままスポイトの先端を膣口に軽く挿入して、液

を２－３回吸排させ、液中に膣垢を採取する。採取した膣垢を含んだ液をス

ライドグラスに塗抹し、乾燥後メタノールで固定、ギムザ染色（ギムザ液１：

蒸留水１、15分以上放置）した後、水洗、乾燥して100倍程度の倍率で鏡検す

る。

発情前期　：膣上皮細胞が増殖するため、有核細胞が見られる。交尾に適してい

る。

発情期　　：エストロジェンにより膣上皮細胞が角化するため、角化細胞が見ら

れる。

発情後期　：死滅しかけた有核細胞の周りに白血球が出現する。

発情休止期：各細胞がパラパラとみられるだけである。

３．病気と衛生

実験動物にかかわる微生物は、以下の５つの選択基準によって分類される。

実験動物にかかわる微生物の選択基準

Ａ：動物からヒトに感染し、ヒトを発病させる恐れがある。（人畜共通伝染病）

Ｂ：動物を致死させることができる高度病原微生物で、伝染力も強い。

Ｃ：動物を致死させる力はないが、発病の可能性があり、生理機能を変化させる。

Ｄ：健康なマウスやラットの体内にしばしば存在するが、実験処置いかんでは病気

を誘発する恐れがある。（日和見感染病原体）

Ｅ：通常は病原性を示さない。飼育環境の微生物統御の良否を判断する指標として

有用である。

設定された動物の微生物学的状態が変化していないことを定期的に確認するため

の検査である微生物モニタリングの結果は、種親動物の授受や生産場からの動物入

手に際して、微生物学的品質を証明する資料として重要であり、実験コロニーで得

られた実験データが動物固有の感染症の影響を受けているかどうかを判断する有力

な資料になる。
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以下に、特に注意すべき感染症について若干記述する。

（１）ハンタウイルス　Hantavirus

カテゴリー：Ａ　人畜共通伝染病

宿主：ラット、ヒト

疫学状況：腎症候性出血熱 hemorrhagic fever with renal syndrome（HFRS）を発症する。

極東アジア（中国、数万例/年）と北欧・東欧（数千例/年）が流行地域であるが、ユーラ

シア大陸全域に発生例がある。わが国では1960～70年代に発生が報告されている。現在中

央管理方式による実験動物施設で感染例はないが主要港湾地区で感染ドブネズミが確認さ

れることがある。

感染経路：不顕性に持続感染しているげっ歯類が自然宿主となる。糞尿中に排泄されるウ

イルスによる経気道、飛沫感染。咬傷によっても伝播する。

潜伏期：10～30日。

診断と治療 臨床症状：突然の発熱、頭痛、悪寒、脱力、めまい、背部痛、腹痛、嘔吐があ

る。発熱とともに出血傾向が出現（顔面紅潮、点状出血、結膜充血）する。平均５日間高

熱が続いたのち突然解熱する特有の熱型を示す。重症例では、出血傾向が著しく、DIC、

突然の血圧低下とショック症状をきたす（致死率約10％）。その後乏尿、蛋白尿など腎不

全の徴候がみられる。軽症例では一過性の尿量の減少のみで急速に回復する。

検査所見：白血球増加（４～６病日）、血小板減少（３～14病日）、蛋白尿（３～14病日）、

腎不全所見、血清抗体価の上昇（７病日頃から出現し、２～３週頃ピークとなる。その後

長期間存在する）。

確定診断：血中抗体価の出現の確認による。抗体の検出は間接蛍光抗体法（IFA）、ELISA

による。白血球からのPCRによるゲノム検索も可能である。

２次感染予防：ヒトからヒトへの感染は確認されていないが、急性期にはウイルス血症を

起こしていると考えられるので、それに対する対応が必要である。本ウイルスは70％消毒

用アルコールで容易に不活化される。

定期的に行う必要性が高い微生物モニタリング検査項目

微生物名

ハンタウイルス　Hantavirus

リンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス　

Lymphocytic choriomeningitis virus（LCM）

センダイウイルスSendai virus（HVJ）

マウス肝炎ウイルス　Mouse hepatitis virus（MHV）　　　　　　　　　　　　　

唾液腺涙腺炎ウイルス　Sialodacryoadenitis virus（SDAV）　　　　　　　　　　　　

エレクトメリアウイルス　Ectromelia virus 　　　　　　　　　　　　　　　　　

肺マイコプラズマ　Mycoplasma pulmonis（Mp）　　　　　　　　　　　　　　　

ティザー病　Clostridium piliforme（Tyzzer）

　（　）内は略言

マウス

○

○

○

○

○

○

ラット

○

○

○

○

○
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（２）センダイウイルス（sendai virus. Hemagglutinating Virus of Japan：HVJ）：

パラミクソウイルス科

カテゴリー：Ｂ　

宿主：マウス、ラット（ハムスター類、モルモット､ウサギ）

感染経路：ウイルスは鼻汁とともに排出される。感染動物との直接的な接触、あるいは鼻

汁の飛沫で汚染された飼育器具や飼育者の手指による間接的な接触により伝染する。基本

的には経鼻感染である。比較的少量のウイルスで感染が成立し、かつ、一旦ウイルスが侵

入した動物施設内では、ケージ間の病原体の伝播を防ぐ手当が講じられないと、きわめて

急速に伝播する。

感受性：マウスでは感受性に系統差（高感受性：DBA/2 129/J、低感受性：C57BL/6）が

ある。乳仔は高感受性・高死亡率を示す。

症状：マウスでは感染後２－３日で摂餌・摂水量の減少、削痩、立毛、呼吸困難などの症

状を示し、異常呼吸音を発するが、鼻汁排出は顕著でない。死亡する場合は感染後１週間

から10日以内が多い。繁殖コロニーの汚染事例では喰殺、発育不良、妊娠率の低下など生

産効率の低下が観察される。ラットはマウスにくらべて感受性が低いため、無症状のもの

も多い。ヌードマウスでは例外的に持続感染し、慢性の経過をたどってついには消耗病

（wasting syndrome）を呈し死亡する。

剖検：マウス、ラットとも肺の充血と肝変化が観察される。

消毒、滅菌：脂溶性の消毒剤、次亜塩素酸系の消毒剤

（３）マウス肝炎ウイルス（Mousehepatitisvirus：MHV）：コロナウイルス科

カテゴリー：Ｂ　

宿主：マウス

感染経路：ウイルスは消化管粘膜上皮細胞や鼻粘膜上皮細胞で増殖するため、感染経路は

経口、経鼻あるいはその両者である。多くは感染マウスとの直接接触、あるいは汚染した

糞便や床敷などの接触によりマウス間に伝播する、また、空気伝播の可能性も否定できな

い。特殊な例としては、腫瘍の移植実験において移植材料がMHVに汚染していたために動

物が感染した事例が散見されている。

感受性：マウスでは感受性に系統差（高感受性：BALB/c C57BL/6、低感受性：C3H）

がある。幼若マウスは感受性が高く、哺乳中のマウスでは下痢をして死亡することがある。

症状：汚染コロニーでは、たとえ一部の動物だけが抗体陽性であったとしても、すべての

動物が感染しているものと考えたほうがよい。マウスのMHV感染では不顕性感染の経過を

たどることが多い。まれに発病することがある。ヌードマウスが感染すると１ヵ月ぐらい

の間に徐々に体重が減少し、削痩して、いわゆる消耗病（wasting syndrome）を呈し死亡

する。免疫不全マウス、あるいは実験的免疫抑制マウスではMHVによる感染死が起こり得

る。
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剖検：肝臓の表面に灰白、白あるいは淡黄色の限界が比較的明瞭な斑点（壊死巣）が散在

する特徴的な病変が見られる。

消毒、減菌：エーテル、クロロホルムなどの脂溶性物質に感受性がある。次亜塩素酸液や

脂溶性の消毒剤、あるいは56℃の加熱により不活化される。

（４）唾液腺涙腺炎ウイルス（Sialodacryoadenitis virus：SDAV）：コロナウイルス科

カテゴリー：Ｂ　

宿主：マウス

感染経路：エアゾールあるいは接触による気道感染である。ラットは感染後１週間ウイル

スを排出し、このウイルスが塵挨に付着して空中を浮遊し、同一室内の全ラットに伝播す

る。

感受性：本病の感染率は高いが、発症率は５～100％とかなりの幅がある。７週齢以上の

ラットでは顕著な症状を示し、体重が減少するのに反して、若齢ラットではほとんど症状

がみられない。経過は一過性で、発病ラットの一部では眼に後遺症が認められるが、死亡

することはない。

症状：“紅涙”や“鼻出血”とよばれる眼瞼部や鼻端部の血様赤色物の付着をみることが

ある。この赤色物はハーダー腺より分泌されるヘマトポルフィリンで、感染に伴う分泌の

昂進が原因である。感染後期には、眼球の白濁、突出や巨眼球症など，眼病変を示すもの

がある。これは涙腺や眼球の炎症に伴う後遺症で、発病ラットの10％以内に認められる。

剖検：下顎部の腫脹（皮下および唾液腺周囲における多量のゼラチン様滲出物の存在と、

顎下線や耳下腺の著しい腫大）が特徴的である。これは皮下ならびに唾液腺周囲や間質の

浮腫が原因で、初期には触診によってはじめてわかるが、最盛期には視診でも判別できる。

消毒、減菌：本ウイルスは次亜塩素酸水溶液や脂溶性の消毒剤によって速かに不活化され、

加熱にも比較的弱い。

（５）肺マイコプラズマ（Mycoplasma pulmonia : Mp）

カテゴリー：B

宿主：マウス、ラット

感染経路：経鼻感染によって伝染する。

感受性：マウスやラットがMpに一度感染すると年余にわたって保菌状態が続き、老齢に

なって発病するから注意しなければならない。汚染コロニーの繁殖退役動物では、多くの

場合ほぼ全個体からMpが分離される。ケージ内のアンモニア濃度が高くなる（50 ppm以上）

とMpの増殖が促進され、肺炎や中耳炎の発症が促進される。

症状：Mpによる主要な病気は気管支肺炎と中耳炎である。 感染初期にはクックッあるいは

カッカッというような乾燥した感じの鼻音を発し、被毛の光沢がやや悪くなる。肺病変を

形成すると臨床症状も明らかになり、体は痩せて、呼吸に伴って脇腹の動きが激しくなる。
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病気は慢性経過をとるので、発病した動物が回復することはほとんどないが、死亡するも

のも少ない。旋回運動を起こすものもあり、侵された中耳を内側にして旋回する。

剖検：肉眼病変として感染初期には肺に赤色－赤褐色の肝変化病変がみられ、慢性に経過

すると、さらに灰白色の結節性病巣を形成する。病巣内には膿性あるいはチーズ様の滲出

物がみられる。中耳炎では、中耳腔内に膿性の滲出物が貯留する。

（６）ティザー菌（Clostridium piliforme：Tyzzer's organism）

カテゴリー：Ｃ

宿主：マウス、ラット、モルモット、ウサギ（ハムスター類）

感染経路：ティザー菌は偏性細胞内寄生性で、人工培地では発育せず、芽胞を形成する。

栄養型は外界で感染性を速かに喪失するが、芽胞は乾燥に強く、熱や消毒剤に付してある

程度の抵抗性を有しているため、病気の伝播には芽胞が重要な働きをする。芽胞は主とし

て糞便より排出される。本菌は偏性細胞内寄生性であり、消化管粘膜上皮細胞、粘膜筋板、

筋層の平滑筋細胞、肝細胞、胆管上皮細胞、心筋細胞、神経細胞などで菌の増殖が認めら

れている。

剖検：菌の増殖部位に一致して、おもに壊死性の病変が形成される。肝や心の壊死斑ある

いは回腸粘膜の肥厚などティザー病が疑われる病変をみつけたら、まずその部分の割面を

スライドグラスにスタンプし、ギムザ染色する。アズール顆粒を有する針状の桿菌ならび

に芽胞が細胞内に見出されれば本病と診断できる。

消毒、減菌：ティザー菌の栄養型は生体外においては常温で速やかに感染性を失うため、

消毒、滅菌の対象となるのは芽胞である。本菌の芽胞は過酢酸、次亜塩素酸、ヨードホー

ル、ホルマリンやエチレンオキサイドガスなどの消毒剤で不活化されるが、エタノール、

逆性石けん液、クレゾール石けん液やヒビテンなどは無効である。とくに過酢酸や次亜塩

素酸が本菌芽胞の不活化に有効である。

４．汚染動物施設の消毒手順

①動物は全頭処分する。

②室内をホルマリン燻蒸後清掃、洗浄する。汚物や動物飼育器具などのうち廃棄する物

はオートクレーブ滅菌後処分する。

③再使用する飼育器具器材はオートクレーブ滅菌し、加熱できない物についてはガス滅

菌か0.05％次亜塩素酸液に浸漬する。

④施設内に消毒済みの飼育器具器材を搬入後、ホルマリン燻蒸する。
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Ⅱ　各論

１．マウス

１）特徴

マウスは成熟しても体重が50ｇ以上にはならないため、実験動物を初めて扱う

技術者や研究者にも取扱いが容易である。そのため、遺伝学、腫瘍学、免疫学等

広い分野で使用されており、実験動物として用いられている動物種の中で最も多

くのデータが報告されている。

成熟時体長：約８㎝　尾長：約７㎝　体重：30ｇ前後　寿命：２－2.5年

妊娠期間、哺乳期間：ともに約20日

系統：約1000系統が国際登録されているのに加え、毎年、遺伝子改変動物が数多

く報告されている。

代表的な系統の特徴を表に示す。

アルビノで多くの亜系（サブライン）がある。

自然発症肺腫瘍が認められる。寿命はＳＰＦ動物になると比較的長い。

アルビノ。亜系によっては太りすぎて繁殖が難しい。

4～5ヶ月齢頃より胸腺の腫脹を伴う白血病を高発する。

アルビノで多くの亜系があるとともに歴史の古い系統である。

多くの研究に使用されている。

寿命は比較的長く、高齢になるとリンパ系の腫脹が見られる。

野生色で歴史が古い系統である。亜系により免疫反応に差が認められ

る。

寿命は長いほうである。

Ｃ3Ｈ系のマウスと同様、網膜の変性を起こす遺伝子によりほとんど

物がみえない。

ビタミンＫに感受性が高い。

野生色。多くの亜系があり、特性に差が認められる。

乳因子により高い乳がんの発生がみられ、メスの寿命はこの発生率に

影響される。オスには高い肝癌の発生が認められる。

網膜の変性遺伝子（ｒｄ）により視力はゼロに等しい。

黒色。体型は比較的小さく、離乳期に脱毛することがある。

自然発症腫瘍が少ないので、寿命は長い。

無眼、白内障などが多くみられる。

淡褐色（ダイリュートブラウン）。目は黒。

出産仔数が少ないので、繁殖は難しい。聴原発作がみられる。

体重の割合に対する脳の比重は低く、心臓に石灰の沈着が多くみられる。

Ａ

ＡＫＲ

ＢＡＬＢ/ｃ

ＣＢＡ

Ｃ3Ｈ/Ｈｅ

Ｃ57ＢＬ/6

ＤＢＡ/2

系　　統 特　　　　性
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２）飼育管理

環境：動物の健康を保つために、動物室に入ったらまず、ガイドラインを基準に

設定されている温度（22－24℃）、湿度（50－60％）、換気（12－15回/時間）の

状況をチェックする習慣を身につけるとよい。これらの設定範囲内から大きくは

ずれている場合には、すみやかにセンター教職員に連絡する。

給餌：動物の健康状態を知る上で、飼料の消費量は大事なチェックポイントにな

る。給餌量は適量にすべきで多すぎる飼料の供給は、吸湿により変質を招くので

好ましくない。給餌器の中に吸湿して固まった飼料がある場合は給餌器を交換し

ないとカビが発生する。

給水：給水作業で重要なことは、漏水のないようしっかり栓をし、給水ビンを逆

さにしても水がでないことを確認することである。漏水による事故は以外と多い

ため、ケージに給水ビンをセットアップ後、再度漏水していないかチェックする

とよい。給水ビンの先管が床敷き（チップ）に触れても漏水が生じるため、セッ

トアップ後の確認も重要である。自動給水装置の場合は、ケージ交換ごとに先管

に食べかすや床敷きが詰まってないか確認する必要がある。

ケージ交換：ケージ交換は飼育作業の中で重要な作業の一つであり、動物の健康

状態を把握する最もよいときである。必要数の交換用ケージ（洗浄・乾燥、必要

であれば滅菌したもの）に床敷き（チップ）を適当量入れる。動物は１匹ずつつ

かみあげ、新しいケージに移す。このときに、動物の行動、被毛の色・つや・汚

れ、脱毛と外傷の有無、眼・鼻・口・尾・肛門などに色・形・汚れ・外傷の有無

を観察する。必要に応じ体重を測定する。カードに記録されている動物数と実際

の数が合うことを確認する。給餌器に飼料を補充し、フタを完全に閉じて新しい

給水ビンをセットアップする。棚を清拭し、ケージを元の位置に戻して、飼育室

の掃き掃除、拭き掃除を行ってケージ交換作業が終了する。

器具・器材の洗浄・消毒・滅菌：ケージ、給餌器、フタ、給水ビン等は交換後洗

浄、必要であれば消毒、滅菌する。特に給水ビンの栓と先管は十分にブラシで洗

浄し、飼料の食べかすを除去することが大事である。

性別判定：生後３～４週齢になると、容易に「肛門と外部生殖器の距離」と「外

部生殖器の様子」で判定できる。雌は肛門と外部生殖器の距離が短く、外部生殖

器の突出が少ない。雄は距離が長く外部生殖器の突出が大きく、また、精巣が下

降していることから判定できる。幼若な場合、特に出産後数日のものは、肛門と

外部生殖器の距離、外部生殖器の突出の程度（雌では小さく、雄では大きい）あ

るいは乳房の数（メスでは乳房の数が５対で、オスでは１対のみ）により判定す

ることができる。
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３）実験補助

体重測定：体重測定は動物の健康状態を知る重要な項目である。体重の変化は、

環境状況の変化が起こっていないか、飼育管理が正しく行われているか、そして

実験による影響が出ていないかなどを知る重要な手がかりとなる。

マウスの場合、体重計は秤量100ｇ、感量0.1ｇものが便利である。一般的には動

物が逃亡しないように箱等を秤量皿の上に取り付け、その中に動物を静かに入れ

て測定する。

動物の保定・固定法：実験処理を行なう時、その目的を達成するために動物を器

具を用いずに一時拘束状態にすることを保定という。一方、固定とは器具を用い

て拘束状態にすることをいう。実験処置を正確かつ確実に実施できるか否かは保

定・固定法にかかっているので、繰り返し練習し、しっかり身につけておかねば

ならない。

（１）経口投与時の保定：ケージのフタなどにマウスをのせ、軽く尾を手前に引くと

動物は抵抗し、体を伸ばすので、反対の手の親指と人差し指でマウスの頸部を

しっかりつかみ、さらに背部皮膚を中指と薬指でつかみ、持ち上げる。この

とき、薬指の先でマウスの尾根部を押さえると動物は手の中でおとなしくな

る。この方法は首が動かないようにすることが重要なポイントとなる。

（２）静脈内投与に用いる固定：静脈内投与には尾静脈が利用される。動物の大き

さにより適当な固定器を選び、動物を固定器に入れる。動物の体は固定され、

尾のみが固定器外に出る。尾を十分に消毒し、血管を怒張させ、左右いずれ

かの静脈血管が水平にみえるように左手で固定する。このとき、左手は実験

台にしっかり固定しておくことが大切である。

（３）腹腔内投与時の保定：経口投与時と同じ保定法で動物を持ち上げ、尾根部と左

後肢を薬指や小指で保定する。頭部を腹部より低い位置にし下腹部を良く見え

るようにすると、腸管や肝臓を傷つけない位置に針を刺入することができる。

（４）皮下投与時の保定：マウスはケージのフタにはわせたままでよい。背部皮膚

を大きくつまみあげ、その位置に動物の頭部から針を刺入するか、またはや

や左寄りの背部皮膚をつかみ、尾部より針を刺入することができる。

（５）筋肉内投与に用いる保定：マウスをケージのフタにはわせ、右手で尾を引くと、

動物は抵抗して体を伸ばすので、左手で大きく背部皮をつかみ、フタの上にや

や押さえ気味に保定する。このとき右後肢が術者の前に位置するようにする。

２．ラット

１）特徴
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ラットは栄養学、繁殖学、腫瘍学、薬理学等のために、マウスについで広い分

野の研究に使用されている。マウスに比べ体が大きい分、血液やその他の生体材

料が多く利用できるので有利である。

成熟時体長：約20－25㎝　尾長：約15－20㎝　体重：オス300－700ｇ、メス200－

400ｇ　寿命：２－2.5年

妊娠期間、哺乳期間：ともに約20日

系統：ラットの代表的な系統として、高血圧自然発症ラットSHR、単純性肥満モ

デルであるZuckerラット、Ｔ細胞機能不全であるヌードラット、肝炎を発症する

LECラット等やクローズドコロニーとして汎用されるSD系及びWistar系がある。

２）飼育管理：マウスの項参照

３）実験補助

体重測定：マウスの項参照

ラットの場合、体重計は秤量500－1000g、感量0.5－1.0gのもので、動物が動い

ても針が大きく揺れない制動式のものが良い。

動物の保定・固定法：マウスの項参照

（１）経口投与時の保定：

ラットが幼弱な場合：マウスと同様に行う。頸背部の皮膚を大きくつかむと

き、首が動かないようにしっかりつかむことが重要である。

ラットが成獣な場合：ラットを背部からつかみ、術者の胸にはわせ、人差

し指と中指の間に頭を挟むようにして持ち上げる。尾は小指で挟むか、ま

たはラットの後肢を術者の胸に押し付けて保定する。

（２）静脈内投与時の固定：マウスの項参照

（３）腹腔内投与時の保定：マウスの項参照

（４）皮下投与時の保定：マウスの項参照

（５）筋肉内投与時の保定：ラットは背部より人差し指と中指の間に頭を挟むよ

うにして持ち上げる。もう一方の手で、ラットの臀部を抑えながら親指で

後肢のつけ根をしっかり保定し、術者の前に出す。

３．ハムスター

１）特徴

ハムスターはいくつかの種類に分けられるが、国内で実験動物として使われて

いるのは、染色体数２n＝44のシリアンハムスター（ゴールデンハムスター）と

２n＝22のチャイニーズハムスターの２種類である。

身体的特徴として両頬に頬袋を持っていることに加え、性周期が安定しており、

染色体数が少ないなどの特徴を活かして感染学、腫瘍学、歯学、遺伝学、栄養学、

生理学等の分野で利用されている。
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シリアンハムスター

成熟時体長：12－15㎝　尾長：1.5－2.5㎝　体重：80－140ｇ　寿命：２年前後

妊娠期間：15－17日　哺乳期間：18－24日

系統：ハムスター類の系統分類に関して、マウスのような国際的な定義と表示法

に関する取り決めがない。そのためマウスに準じて近交系、クローズドコロニー、

ミュータント系に分類している。現在までにBIO14.6やUM－X7.1など約30系統の

近交系が作出されている。

チャイニーズハムスター

成熟時体長：８㎝前後　尾長：１㎝前後　体重：25－40ｇ　寿命：２年前後

妊娠期間：20－21日　哺乳期間：18－20日

系統：チャイニーズハムスターの近交系は非常に少ない。自然発症糖尿病の近交

系がいくつかの機関で維持、繁殖されているのみである。

２）飼育管理

環境：マウスの項参照

給餌：成熟時の摂餌量はシリアンハムスターで10－15g、チャイニーズハムスタ

ーで３－４gである。

給水：ハムスター類は給水ビンの先管に飼料や床敷をよくつめることがあり、漏

水の原因となるので注意が必要である。

ケージ交換：ハムスターは警戒心が強く、興奮すると激しい声を発し、攻撃姿勢

をとったりかみついたりするので、新しいケージに動物を移動させるときは、動

物を十分に目覚めさせ、静かに水をすくうように両手で持ち上げるか、動物がケ

ージの壁に前肢をかけた状態のときには頸背部の皮膚をそっとつかみあげて移す。

器具・器材の洗浄・消毒・滅菌：ハムスターは尿石がケージに付着するため洗浄

の際には薬品（サンアライ、クエン酸等）を使用して尿石を除去することが望ま

しい。

性別判定：マウスの項参照

３）実験補助

体重測定：マウスの項参照

動物の保定・固定法：尾がないので、ハムスター類の取り扱いはすべて頸背部皮

膚によって行なう。しっかりと動きを止めたい場合は頸背部から腰部にかけての

皮膚を大きくつかむ。
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４．スナネズミ

１）特徴

刺激によりてんかん様発作を起こし、脳梗塞・脳虚血モデルが作成できること

から、脳・神経系の研究に用いられてきたほか、寄生虫や放射線感受性の研究に

用いられる。

成熟時体長：12－13㎝　尾長：約９㎝　体重：60－70ｇ　寿命：２－３年

妊娠期間：24－26日　哺乳期間：20日

系統：現在、近交系がいくつか作出されているが、実験動物として生産・販売さ

れている系統は少なく、維持機関による亜系（サブライン）や突然変異によって

できたアルビノ系などがいくつか報告されている。

２）飼育管理

環境：マウスの項参照　なお、湿度が高くなると体温の熱放散が難しく、むれて

被毛がベタベタしてくるので、注意が必要である。

給餌：成熟すると太りすぎるので、高脂肪や高カロリーの飼料は避けた方が良い。

給水：スナネズミは給水ビンの先管に飼料や床敷をつめることがあり、漏水の原

因となるので注意が必要である。

ケージ交換：動物を移す際に抵抗している場合は無理に引っ張ってはならない。

尾の皮膚がスッポリ抜け、出血の恐れがある。

器具・器材の洗浄・消毒・滅菌：基本的にはマウス・ラットと同じである。

性別判定：マウスの項参照

３）実験補助

体重測定、保定・固定方法ともにマウスに準じて行なえば良い。しかし、抵抗

している時に無理に扱うと、尾の皮膚がむけて出血するので注意する。

５．スンクス

１）特徴

スンクスは食虫目トガリネズミ科ジネズミ亜科ジャコウネズミ属に属する小型

哺乳動物であり、ジャコウネズミという和名をもつが実験動物としてはげっ歯目

と区別するために「スンクス」という名称が用いられている。食虫目は哺乳類の

祖先と考えられているので、スンクスを用いることにより、従来のげっ歯目動物

を用いた実験ではできなかった分野の生命現象の解明が進むことが期待される。

成熟時体長：20－21㎝　尾長：７－８㎝　体重：オス50－70g、メス30－50g 寿

命：1.5－２年
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妊娠期間：約30日　哺乳期間：約14日

系統：野生色とクリーム色の２つがあり、どちらもクローズドコロニーである。

２）飼育管理

環境：寒冷に弱いため、15℃以下には絶対にしないようにする。

給餌：スンクス用飼料を与える。週２回ほど、飼料の摂取量をチェックして餌不

足にならないようにする。

給水：水不足になると急激に弱ってしまうため、給水は１日おきに見回ることが

大切である。

ケージ交換：動物を神経質にしないためにケージが相当汚れない限り、過度の交

換は避けた方がよい。

器具・器材の洗浄・消毒・滅菌：スンクスは独特の臭いがあるため器具・器材を

他の動物と併用して使用するときには、十分に消毒液に浸漬し、除臭しておく必

要がある。

性別判定：雌の鼠径部には３対の乳頭が観察できる。それらの周囲（乳頭域）に

は毛がなく、容易にわかる。一方、雄では乳頭、乳頭域ともになく、鼠径部全体

が毛で覆われている。また、陰部の腹側を押すと陰茎が突出する。乳頭の有無に

より新生仔、さらに胎仔でも性別は判定できる。

３）実験補助

体重測定、保定・固定方法ともにマウスに準じて行なえば良い。

６．モルモット

１）特徴

モルモットは体内でビタミンＣを合成できない数少ない動物種の１つである。

解剖学的特徴としては尾がなく、乳腺は下腹部に１対しかない。四肢は短く、前

肢に４趾、後肢に３趾をもつ。また胸腺が頸部の皮下にある点があげられる。ア

レルギー状態になりやすいことや結核菌に対して感受性が高いことから、抗生物

質の力価検定やアレルギーの研究に用いられている。

成熟時体長：約25㎝　体重：800－1000ｇ　寿命：５－７年前後

妊娠期間：62－72日　哺乳期間：14日

系統：マウスやラット同様に系統が確立されているが、その数は極めて少ない。

非近交系としてハートレイ系、近交系としてNo.2系、No.13系などがある。

２）飼育管理
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環境：マウスの項参照

給餌：飼料は市販のモルモット用固型飼料を用いる。成熟個体の１日の給餌量は

20－30ｇであるが、モルモットは過食しないため一度に多量を与えて自由採食さ

せても構わない。ただし、長期間給餌器に飼料を入れたままにしておくとカビが

生えたりするため、１回に与える量は２－３日分を越えないようにする。

給水：１日の飲水量は80－120mlである。給水ビンで水を与える場合は、口腔内

の食べかすが先管に逆流して水が汚れるので、ビンだけでなく先管も細いブラシ

を通してよく洗浄する必要がある。

ケージ交換：床は、床敷を敷くか、あるいは金網床を使用する。床敷を使用する

場合は、週に２－３回交換する。金網床、すのこ床は週に１－２回は交換する。

器具・器材の洗浄・消毒・滅菌：ケージならびに給餌器、給水ビン等は定期的に

洗浄し、消毒または滅菌することが望ましい。消毒・滅菌方法はマウスやラット

のケージの場合と同様であるが、ケージが大きいため、薬剤消毒が一般に広く行

われる。

性別判定：幼若モルモットでは、生殖器の外観だけで雌雄を判別するのが難しい。

雄では、生殖器の近くの下腹部を指で圧迫すると陰茎（ペニス）が突出するので

判別できる。成熟個体では陰茎の部分が隆起しているので、外観だけでも雌雄の

判別は可能である。モルモットは、他の動物種と異なり、肛門と陰部の距離が雌

雄であまり変わらない。

３）実験補助

体重測定：マウスの項参照

モルモットの出生直後の体重は60－120ｇで、成熟雄では１㎏前後になるものも

あるので、秤量1.5－２㎏、感量５ｇのものが必要である。

動物の保定・固定法：

（１）静脈投与時の保定：後肢の静脈を用いる場合には片手でモルモットの前

肢を後頭部に回すようにしたうえで、もう一方の手で後肢の関節をのばし

鼠径部をしっかりとつかむ。

（２）腹腔内投与時の保定：補助者はモルモットの前肢を後頭部に回すように

して片方の手で後頭部をつかみ、前躯を仰向けにする。後肢をのばすよ

うにして一方の手で後躯をもって体躯をのばし、頭部を下げるようにして

台の上に固定する。

（３）皮下投与時の保定：モルモットを作業台の上に置き、移動しないように、

補助者はそれぞれの手のひらで頭部と臀部を軽く押さえる。注射部位は頸
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背部である。

（４）筋肉内投与時の保定：後肢の大腿部の筋肉に注射するのがもっとも簡便

である。モルモットを作業台にのせ、片手で頭部を、もう一方の手で背

部を包むようにかぶせて固定する。

（５）皮内投与時の保定：背部の皮膚を注射部位とするのが簡便である。皮下

投与時の保定法に準じる。

（６）心臓採血時の保定：モルモットでは心臓採血がよく行われる。補助者は

その片手で前肢を後頭部に回すように保定し、他方の手で後肢をしっかり

とつかみ、体躯をのばすように保定する。そのようにして保定したモル

モットの体躯を縦または横に位置するように作業台上あるいは採血しやす

いように採血者の手元に保定する。その際、採血者の側にモルモットの腹

部が向くようにする。心臓穿刺は、原則として麻酔下で行なう。

７．ウサギ

１）特徴

性質は非常に温順で取り扱いやすく、大きさも手ごろであることから使用範囲

の広い動物である。発熱物質に対する感受性が高く、適度に敏感であり耳静脈が

太く明瞭で注射や採血が容易である上、抗体を産生しやすいため、血清の作製に

古くから用いられている。さらに、交尾排卵動物のため胎仔の日齢が正確に把握

できるため催奇性試験に多く用いられている。その他に薬物代謝試験、薬効試験、

一般毒性試験などに使用されている。

生理学的特徴として、未吸収の栄養分を再吸収するための食糞行動がある。ま

た、血液学的には好中球に相当するものは、エオジン好性の顆粒を持つ偽好酸球

であることが挙げられる。

成熟時体重：２－８㎏（品種によりかなりの幅がある。）

妊娠期間：30－35日　哺乳期間：30－45日

系統：クローズドコロニー系統として日本白色種をもとにしたKb1：JW、Kbt：

JW、JIa：JW、SIc：JW/CSK、NIb：JWNなどがあり、近交系としてJWY-NIBS、

JW-CSK、NWY-NIBS、DUY-NIBSなどがある。

２）飼育管理

環境：室温は18－28℃、湿度は40－60%、換気は10－15回/時間が基本である。

給餌：飼料は市販のウサギ用固形飼料を用いる。給餌量は1.5㎏前後のウサギで１

日約80g、２－３㎏のもので100－150g、妊娠中、及び哺育中のもので150－170g

を目安とする。

給水：１日の飲水量は300－500mlである。給水ビンで与える場合は、容量600ml

程度のものを準備し毎日新鮮な水と交換する。
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ケージ交換：自動飼育式架台、受け皿つきケージともにケージ自体の交換は月１

回程度で十分であるが、受け皿は毎日水洗する。ウサギは尿中の炭酸塩が尿石と

して器具に付着しやすく、水洗時にはブラシなどで完全に洗い流す。

器具・器材の洗浄・消毒・滅菌：ケージ、給水ビン等は水洗、洗浄に加えて定期

的に消毒、滅菌を実施する。

性別判定：新生仔は特に性別判定が難しいが、見分け方としては陰部と肛門の距

離陰門のかたち、及び陰嚢痕の有無などによって判定する。成熟固体では、雄は

生殖器近くの下腹部を指で圧迫すると陰茎（ペニス）が突出するので判別できる。

３）実験補助

体重測定：測定は一定の時刻に行なうように心掛ける。離乳前の仔ウサギの場合

は感量２g、秤量800ｇ－１㎏、それ以上の大きさのウサギの場合は感量10g、秤

量４㎏－６㎏程度のものを使用する。

動物の保定・固定法：手による方法と固定器を用いる方法がある。手による方法

は実験目的によって様々であり、それぞれ基本的な保定法を修得しておく必要が

ある。一方、固定器には円筒型、箱型、首かせ型、背位型などがある。

（１）経口投与時の保定：保定者はウサギの背部から両前肢と耳根部をしっか

りと握って両前肢をまっすぐ上にあげ、腰部を股間にはさんで保定する。

（２）腹腔内投与時の固定：固定器を使用する場合は背位に固定する。補助者

がいる場合は両前肢の関節をのばして左手であわせもち、右手で両後肢を

つかんで保定する。

（３）静脈内投与時の固定：円筒型または箱型固定器に入れて固定する。

Ⅲ　実験に必要な手技

１．投与方法：実験動物への投与は、薬物の毒性や代謝を調べるばかりでなく、動物

の麻酔やワクチン接種のさいにも実施される。本章では、特にマウス、ラットの投

与方法について記す。

１）経口投与法：金属製胃ゾンデが多く使用される。術者自身が左手でしっかりと

動物を保定し（経口投与時の保定参照）、右手に薬液を入れた注射筒を持つ。胃

ゾンデの先端を保定した動物の口腔内に入れ、先端を上顎に沿って進める。咽頭

部に達すると、抵抗を感じて胃ゾンデが進まなくなる。そこで胃ゾンデを動物の

体と平行にすると食道に入るので、そのまま胃ゾンデを進めることが出来る。口

から胃までの長さはマウスではゾンデの1/2－1/3、ラットでは胃ゾンデのほぼ全

長である。胃に入ったら、内筒を押し薬液を投与する。投与が終わった後は胃ゾ
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ンデを静かに速やかに抜き、動物をケージに戻す。注意点としてゾンデを進めて

いる途中に抵抗を感じたらゾンデを抜き、最初からやり直す。さもないと食道等

を突き破り動物を死なせることになる。

２）静脈内投与法：主に尾静脈に注射する。動物を静脈内投与用固定器に固定する

（静脈内投与に用いる固定参照）。尾全体をアルコール綿で消毒する。投与部位は

尾端から1/3－1/4で、左右いずれかの静脈に注射針を刺入し、内筒を引き血液の

入ってくるのを確認した後、薬液を注入する。注射後は速やかに針を抜き、乾綿

などで押さえて止血する。

３）腹腔内投与法：投与部位は下腹部の正中線を左右いずれかにそれた部分で、投

与時動物の頭部が下になるように保定し、（腹腔内投与時の保定参照）注射針を

刺入する。注射針を皮下に５㎜ほど進めた後注射針を立てて、腹腔内に針を進め

る。内筒を引いて血液や黄褐色の液体（腸管内容物）などが入ってこないことを

確かめてから薬液を注入する。

４）皮下投与法：主に頸背部に行う。この部位は動物自身になめられず、かつケー

ジや床敷などでこすられないからである。動物をケージのフタの上などに置き

（皮下投与時の保定参照）左手の親指、人差し指と中指で皮膚をつまむ。すると

三角形のテントのように皮膚が盛り上がるのでそこに注射針を刺す。内筒を引き

血液が入ってこないことを確かめたら薬液を注入する。なお、注射針を皮下に入

れた後に左右にあまり大きく動かすと血管あるいは周囲の組織を傷つけるので注

意が必要である。

５）筋肉内投与法：大腿部（大腿四頭筋または大腿二頭筋）に行われることが多い。

マウスの場合は左手で経口投与時と同じ方法で保定（筋肉内投与に用いる保定参

照）し、さらに左後肢を薬指と小指にはさんで内股部が見えるようにする。注射

針は大腿内側のやや後方から刺す。注射器内筒を引いて血液の入ってこないのを

確かめたら薬液を注入する。筋肉内で針を動かしてはならない。ラットの場合は

補助者が経口投与と同様にもち、さらに尾を反対の手で下方に引いて下半身を動

かないようにする。そして実験者が投与する後肢を左手で引っぱりながら大腿外

面に注射針を刺入する。その後はマウスと同様である。
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投与法

経　口

腹腔内

皮　下

静脈内

筋肉内

投　与　部　位
注射筒

１ml

１ml

１ml

１ml

１ml

注射針

－

25－ 27Ｇ

25－ 27Ｇ

25－ 27Ｇ

25－ 27Ｇ

投　与　量

（/10ｇＢＷ）

0.1－ 0.2ml

0.2－ 0.3ml

0.1－ 0.2ml

0.05－ 0.2ml

0.03－ 0.05ml

下腹部の正中線から左右どちらかに

0.5㎝程度離れたところ

頸背部

尾静脈

大腿部

使用器具

動物種別の投与経路と投与量
マウス

投与法

経　口

腹腔内

皮　下

静脈内

筋肉内

投　与　部　位
注射筒

１－５ml

１－10ml

１－５ml

１－2.5ml

１ml

１－2.5ml

注射針

－

23－ 25Ｇ

23－ 25Ｇ

23－ 25Ｇ

25－ 27Ｇ

23－ 25Ｇ

投　与　量

（/100ｇＢＷ）

１ml

１－２ml

１ml以下

0.5ml程度

１ml

下腹部の正中線から左右どちらかに

１㎝程度離れたところ

頸背部

尾静脈

背中足静脈

大腿部

使用器具

ラット

投与法

経　口

腹腔内

皮　下

静脈内

筋肉内

皮　内

投　与　部　位
注射筒

１－10 ml

１－５ml

１ml

１－５ml

１ml

１ml

注射針

－

23－ 24Ｇ

23－ 25Ｇ

25－ 27Ｇ

23－ 25Ｇ

27Ｇ

投　与　量

（/匹）

７ml程度まで 

２ml程度まで 

１ml程度まで 

１ml程度まで

１ml程度まで

0.05 ml程度

下腹部の正中線から左右どちらかに

１－２㎝離れたところ

頸背部

サフェナ静脈、陰茎静脈、

耳翼辺縁静脈

大腿部内側

背部

使用器具

モルモット

スナネズミ、ハムスターの経口投与、腹腔内投与、皮下投与、筋肉内投与はマウスの要領で

行うとよい。
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２．採血方法（麻酔下で行う）

１）眼窩静脈叢採血：マウス、ラット、スナネズミなどの小動物に応用される。動

物を経口投与時と同じように保定し、下眼瞼内側に半分に折ったガラス製のヘマ

トクリット管の折れた側を挿入し、目頭から目尻に向かって管をひねるようにし

て静脈叢を切る。最初の１－２滴は涙などが混じっているので捨てて、次から試

験管などに血液を集める。採血後はガーゼなどで目を押さえ止血する。

２）尾静脈採血：マウス、ラットを静脈内投与と同じ方法で固定する。尾根部から

先端に向かってアルコール綿で尾をよくこする。乾燥したガーゼでアルコールを

よく拭きとり、尾の先端から1/3－1/4の部分の左右いずれかをカミソリで切る。

切ると同時に切り口を上にすると血液が盛り上がってくるのでヘマトクリット管

やメランジュールで採取する。採血後は乾燥したガーゼで圧迫して止血する。

３）後大静脈採血：動物を麻酔して保定板に仰向けに固定する。外尿道口の上部か

ら剣状突起まで皮膚と腹筋を同時に切開し、次に最後肋骨にそって皮膚と腹筋を

左右に切る。そして腸管を右側によけ、体の中央部に見える脂肪組織をガーゼな

どを使って排除すると、暗褐色の後大静脈を直視できる。マウスでは23－24G、ラ

ットでは22Gの針をつけた注射筒で採血する。刺入部は腎静脈の５－10㎜下方で

ある。

４）腹大動脈採血：後大静脈採血と同様に固定し、開腹する。脂肪組織をよけて静

脈が見えたら、さらに静脈の左下方を走っている白桃色の腹大動脈を注意深く周

囲の脂肪組織などと分離する。マウスでは23－24G、ラットでは21－22Gの針をつ

けた注射筒で採血する。

投与法

経　口

腹腔内

皮　下

静脈内

筋肉内

皮　内

投　与　部　位
注射筒

10－20ml

１－20ml

１－５ml

10－20ml

１－５ml

１ml

注射針

－

23－ 25Ｇ

22－ 23Ｇ

23－ 25Ｇ

25－ 27Ｇ

27Ｇ

投　与　量

（/匹）

20ml程度

10ml程度

５ml以下

20ml程度

成熟ウサギ

２ml以内

0.1－ 0.2ml

下腹部の正中線から左右どちらかに

１－２cm離れたところ

背部､腹部､股部など皮下脂肪の少な

い部分

耳翼辺縁静脈

腹部､大腿部などの筋肉内

針の深さ5 mlくらいが良い

背部

使用器具

ウサギ
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５）心臓採血：マウス、ラットでは通常開胸して行う。動物を保定板に仰向けに固

定し、胸部の皮膚を切開する。次に剣状軟骨の両側から肋骨を切断して開胸する。

マウスでは24－25G、ラットでは22－23Gの針をつけた注射筒を用いて針を心臓に

刺し内筒を引き採血する。

６）頸静脈採血：動物を麻酔下で保定板に仰向けに固定し、前肢の付け根から眼の

方向に向かってマウスでは1.5㎝、ラットでは３㎝ほど切皮する。頸静脈がみえる

が静脈に直接針を刺さずに、筋肉を通して頸静脈に注射針を刺入する。

３．除毛方法（場合によっては１）のみで十分である。）

１）動物を深麻酔して手術に必要な範囲よりやや大きめにバリカンまたは剪毛はさ

みで毛を刈る。毛の向きと逆にバリカン等を進め、皮膚に傷をつけないように注

意する。

２）10％硫酸バリウム液または市販除毛液をたっぷり塗り５－10分放置する。

ぬるま湯に浸したガーゼでていねいに除毛剤を拭き取る。このとき皮膚はこすら

ないよう一定方向に向け軽くぬぐうこと。

３）チンク油かオリーブ油をつけておくと皮膚の損傷を防ぐことができる。

４．採尿・採糞方法

ａ　採尿方法：以下の４つの方法がある。

１）１回採取法：尿検査用試験紙による定性反応に利用。小動物を背側から左手で

保定し、右手で下腹部を尿道口に向けてゆっくりと圧迫摩擦すると排尿するので、

尿を時計皿などに採取する。

２）蓄尿法：排尿量、投与薬物などの尿中への排泄の有無、生体内代謝物質の検出

等に利用。市販されている代謝ケージに動物を収容し、一定期間内に排泄した尿

を採尿する。

採血部位

尾 静 脈（一）

背中足静脈（一）

耳翼辺縁静脈（一）

頸静（動）脈（全）

心　　臓（一）

心　　臓（全）

後大動脈（全）

腹大動脈（全）

マウス

0.03－ 0.05 ml

0.5－１ml

0.5－１ml

0.5－１ml

0.5－１ml

ラット

0.3－ 0.5 ml

0.1－ 0.3 ml

３－５ml

３－10ml

２－４ml

５－10ml

モルモット

0.5 ml以下

３－５ml

５－７ml

５－10ml

３－５ml

５－10ml

ウサギ

５ml

100ml（３kgBW）

15mlまで

80－ 100ml

採血部位と採血量の目安

１匹当たりの平均採血量、（一）：一部採血、（全）：全採血

スナネズミ、ハムスターはマウスと同じ採血部位と採血量が目安である。
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３）カテーテルによる採尿法：中動物に実施可能な方法で、膀胱内に貯留している

尿をカテーテルによって強制的に採取する。

４）膀胱穿刺による採尿法：動物の解剖時に開腹し、直接膀胱から注射針で採尿す

る。採取時に血液等の混入に注意すること。

ｂ　採糞方法：採糞棒（綿棒）などを肛門から挿入し、直接新鮮糞を採取する方法

がよく用いられる。その他としてケージのトレーなどに自然に排泄されたものを

採取する方法や動物を解剖し、腸管を切り開いて盲腸内容物を直接採取する方法

もある。

５．麻酔法

大きく分類して注射麻酔法と吸入麻酔法の２つの方法がある。

１）注射麻酔法

（１）ペントバルビタール（向精神薬）：静脈内投与、腹腔内投与のいずれも可能

で、広い範囲の動物種で使用できる。ただし重度の心血管系と呼吸器系の抑制が

生じ、本薬剤は鎮痛作用に乏しい。腹腔内で投与量30～40㎎/mlで30～60分の安

定した手術適期が得られる。

（２）チオペンタール：静脈注射によって容易に即座に麻酔導入ができ、事実上す

べての動物種で使用可能である。チオペンタールは、鎮痛作用が乏しく、静脈内

注射後一時的な無呼吸を生じる。血管の周囲に漏れると刺激性がある。反復投与

すると覚醒時間が極めて長くなる。

（３）ケタミン（麻薬　Ｈ19年1月1日より）：ほとんどの動物種を不動化させるこ

とができ、筋肉内、腹腔内および静脈内のいずれの経路でも投与できる。ほとん

どの動物種で中等度の呼吸抑制が生じ、血圧が上昇する。キシラジンと混合して

使用する場合が多い。

２）吸入麻酔法

（１）エーテル（危険物第四類）：気化させやすく麻酔瓶などを用いて初心者でも

容易に使用可能である。副作用刺激性があり、咳やおびただしい気管支分泌物お

よび唾液の分泌がみられ、時には喉頭痙攣の原因となる。爆発性があるためその

使用に当たっては十分に注意する必要がある。エーテルは代謝を受けるので、エ

ーテルへの曝露で肝臓の酵素活性が誘導される。

（２）イソフルラン（劇薬）：麻酔の導入および覚醒は速く、そのため麻酔深度を

容易に迅速に変えることができる。非刺激性で、非引火性である。実験動物にお

けるイソフルランの使用上の主な利点は生体内変化が少ないことで、ほとんど呼

気中に除去される点である。そのため肝臓のミクロソーム酵素への影響は少なく、
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薬剤の代謝および毒性実験研究にほとんど影響しない。

（３）セボフルラン（劇薬）：イソフルランに類似した特徴がある強力な麻酔薬で

ある。セボフルランは、代謝の程度がイソフルランと類似している。

６．安楽死法

大きく分類して化学的方法と物理的方法の２つの方法がある。

１）化学的方法

（１）ペントバルビタールの過剰投与：通常の２－４倍量（60－120㎎/㎏）静脈内

に急速に注入する。

（２）炭酸ガス吸入：動物を密閉容器に入れ、容器のフタを少し開けて炭酸ガスの

吹き込みホースを差し込み底に近いところまで下げ、静かにガスを流し込む。ガ

スが充満したらガスを止めてホースを引き抜き、密閉容器のフタを閉じる。動物

の呼吸が完全に止まったことを見届けてからさらに10分間放置した後、容器から

動物を取り出す。

２）物理的方法

頸椎脱臼法：頸椎を機械的に離脱させる操作で、指またはピンセットなどの棒状

のものを用いて、頸部と頭部を一気に伸長する。マウスと200ｇ以下のラットに

用いられる。熟練者が行うことが安楽死法としての条件である。

ペントバルビタール

（pentobarbital）

チオペンタール（thiopenttal）

ケタミン（ketamine）

イソフルレン（isoflurane）

セボフルラン（sevoflurane）

ネンブタール

ソムノペンチル

ラボナール

ケタラール50

フォーレン

セボフレン

50mg/ml

64.8mg/ml

57.6mg/ml

100％

100％

薬品名 商品名 薬品含有濃度

動物実験に用いられる代表的な麻酔薬

ラボラトリーアニマルの麻酔（P Flecknell 著、倉林　譲監修　学窓社　1998）より引用
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Ⅳ　解剖と生理

マウス解剖図およびマウス、ラットにおいて主要臓器のうち、ヒトと形状が異なる肝臓、

肺ならびにマウスの生殖器について図示した。

マウス解剖図

肝臓の外形

　マウス、ラットの肝臓はヒトに比して分葉が多い。またラットには胆嚢がない。

①　甲状腺　②　気管　③　顎下腺　④　胸腺　⑤　心臓　⑥　肺　⑦　肝臓

⑧　胃　⑨　脾臓　⑩　膵臓　⑪　盲腸　⑫　直腸　⑬　膀胱　⑭　包皮腺　

⑮　凝固腺　⑯　精嚢　⑰　腸間膜　⑱　回腸　⑲　胆嚢　⑳　横隔膜

１．左葉　２．外側左葉　３．内側左葉　４．方形葉

５．右葉　６．外側右葉　７．内側右葉　８．尾状葉
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肺葉の区分

　マウス、ラットの右肺は、４つに分葉している。

マウスの生殖器

T：気管、Ａ：前葉（Ｓ：上葉）、A1：前葉前部、A2：前葉後部、

Ｐ：後葉（Ｉ：下葉）、Ｍ：中葉、AC：副葉

１．卵巣嚢内の卵巣 １．直腸 13．精管

２．陰核 ２．前立腺背葉 14．脂肪

３．膣口 ３．膀胱切断部 15．大腿静脈

４．肛門 ４．前立腺腹葉 16．精管腺

５．陰核腺 ５．尿道球腺 17．凝固腺

６．膣 ６．尿道球 18．精嚢

７．骨盤切断部 ７．陰嚢

８．膀胱 ８．肛門

９．直腸 ９．陰茎

10．子宮 10．包皮腺

11．卵管 11．精巣上体

12．卵巣 12．精巣

メス オス
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微生物モニタリング

【微生物モニタリングとは】

あらかじめ検査の対象にする微生物の種類を決め、実験に使用する動物の感染の

有無を定期的に検査することです。

【意義】

（１）不顕性感染を発見する。

（２）実験の精度を上げる。

（３）実験の再現性を高める。

感染症による実験への影響を避けるために重要な意義を持ちます。

（日本実験動物協会・実験動物基礎と技術・総論）

【方法】

（１）指定日にモニター動物を受け取る。

（２）各講座の飼育ラック内で、モニター動物をほかの動物と同じ飼育方法で４週

間以上飼育する。

微生物名

Hantavirus　 

Sendai virus　

Mouse hepatitis virus

Sialodacryoadenitis virus 

Mycoplasma pulmonis 

Clostridium piliforme （Tyzzer） 

【定期に行う微生物モニタリング検査項目】
（コンベンショナル飼育室：２回／年）

ラット

○

○

○

○

○

マウス

○

○

○

○

微生物名

Hantavirus

Lymphocytic Choriomeningitis virus 

Sendai virus　

Mouse hepatitis virus

Sialodacryoadenitis virus 

Ectromelia virus 

Mycoplasma pulmonis 

Clostridium piliforme （Tyzzer） 

（ＳＰＦ飼育室：４回／年）

ラット

○

○

○

○

○

マウス

○

○

○

○

○

○

10 モニタリング

143



（３）指定された日時にモニター動物を返却する。

以上を各講座が担当します。

疾患モデル教育研究センターでは、返却されたモニター動物から血清を採取し、指

定の微生物をELISAにより検査します。（但し一部は外部委託）

必要と認められた講座にはセンター長から飼育方法のアドバイス等を行いますので、

ご協力をお願いします。

ＳＰＦ及びコンベンショナル飼育室では、下記に定めた微生物モニタリング検査を

定期に行ないます。微生物モニタリングは、センターが必要と認めた講座にモニ

タ－動物を配布して一定期間（４週間以上）通常の飼育を行なった後、血清等の検

体を採取し、検査します。その結果は、疾患モデルセンター長が管理します。
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環境モニタリング

【環境モニタリングとは】

実験に使用する疾患モデルを飼育する施設では、その機能が十分に発揮されるよう

に適正な管理・運営がなされる必要があります。わが国では実験動物施設の建築、

および設備のガイドラインとして以下の表のような環境基準値（温度、湿度、換気

回数、気流速度、気圧、塵埃、落下細菌、臭気、照明、騒音などについて）が示さ

れています。飼育室はこれらの基準値をクリアしているのが原則であり、これを確

認するために環境モニタリングは不可欠です。

【実験動物施設における環境の基準値】

【意義】

（１）適切な飼育環境維持のための環境状況把握と制御を行う。

（２）実験の再現性を高める。

本センターにおいては、温度、湿度は自動監視記録計で常に監視されており、基準

値が保たれるようになっています。換気回数はコンベンションエリアは15回/時、ク

リーンエリアは20回/時、SPFエリアは25回/時に設定されています。

SPF、クリーン及びコンベンショナル飼育室では、下記に定めた環境モニタリング

検査を定期的（２回/年）に行っています。

動物種

温　　度

湿　　度

換気回数

気流速度

気　　圧

塵　　埃

落下細菌

臭　　気

照　　明

騒　　音

マウス、ラット、ハムスター類、モルモット

20－ 26℃

40－ 60％（30％以下70％以上になってはならない）

6－15回 /時（給排気方式によって変化）

13－ 18cm/秒

周辺廊下よりも静圧差で20Pa高くする（SPFバリア区域）

周辺廊下よりも静圧差で150Pa高くする（アイソレータ）

クラス10,000＊1（動物を飼育していないバリア区域）

3個以下＊2（動物を飼育していないバリア区域）

30個以下（動物を飼育していない通常の区域）

アンモニア濃度で20ppmを超えない

150-300ルクス（床上40-85cm）

60dbを超えない

＊1　米国航空宇宙局の分類によるクラス分け

＊2　9cmシャーレ30分開放（血液寒天培地48時間培養）

「ガイドライン－実験動物施設の建築および設備」、日本建築学会編、P49、アドスリー、

1996年

ウサギ

18－ 28℃
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１．落下細菌検査

【目的】

室内の環境因子として空中浮遊細菌があり、空気清浄度の指標として落下細菌また

は空中細菌を測定する。これは施設の環境モニタリングの指標として利用される。

【方法】

（１）ビニール袋より普通寒天培地を取り出す。（その時なるべくフタを開けないよ

うに注意する。）室温に戻し、シャーレのフタに番号を明記する。

（２）指定検査場所付近をジャンボクリーンで清拭する。

（３）シャーレのフタをゆっくり取り、フタをずらして寒天部分を覆わないように

注意して指定場所に30分間露出放置する。

（４）採取後の培地は重ね合わせて倒置し、37度の孵卵器で24時間培養する。

（５）24時間後にコロニーの数をカウントする。

【測定日】月曜日の８：30～９：00

落下細菌用シール

このシール添付場所で検査を行う

２．付着細菌検査

【目的】

飼育環境因子としてドアノブ等の付着細菌測定がある。これは施設内への入退出の

際の細菌の移動を表し、定期的な環境モニタリングの指標として利用される。

【方法】

（１）ビニール袋よりスタンプ培地を取り出す。（その時なるべくフタを開けないよ

うに注意する。）室温に戻し、シャーレのフタに番号を明記する。

（２）指定検査場所でシャーレのフタをゆっくり取り、シャーレの端から端を使っ

てドアノブをぐるりとぬぐう（シャーレのフタをする時は、寒天を傷つけな

いように気をつける。）

（３）採取後の培地は重ね合わせて倒置し、37度の孵卵器で24時間培養する。

（４）24時間後にコロニーの数をカウントする。

落下細菌

１
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【測定日】火曜日の13：00～

付着細菌用シール

このシール添付場所で検査を行う

３．臭気検査

【目的】

動物施設では、臭気についてはアンモニア濃度が対象とされる。高アンモニア濃度

の環境下では動物は呼吸器の疾病を誘発しやすくなる。アンモニア濃度測定は環境

モニタリングの指標として利用されている。

【方法】

（１）アンモニア検知管を気体採取器のチップブレーカーで両端をカットし、装着

する。

（２） 測定場所で採取器のハンドルを引き、1分間待つ。

（３） 検知管の目盛りを読み取る。

【測定日】月曜日の午前中

測定場所は落下細菌検査と同様。

４．照明検査

【目的】

動物の生理状態に大きな影響を与える環境因子である照明のレベルを測定する。

【方法】

照度計を用いて照明が点灯している時間帯に測定場所にて測定を行う。

【測定日】月曜日の午前中

測定場所は落下細菌検査と同様。

５．騒音検査

【目的】

実験動物の出産成績に大きな影響を与える環境因子である騒音のレベルを測定する。

【方法】

デジタル騒音計を用いて測定場所にて測定を行う。

スタンプ

１
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【測定日】月曜日の午前中

測定場所は落下細菌検査と同様。
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動物実験計画書数－学部別・年度別－

利用講座数－学部別・年度別－

利用ケージ数－学部別・年度別－

動物使用数－種別・年度別－

動　　物　　種

マ　　ウ　　ス

ラ　　ッ　　ト

その他の小動物

ウサギ・モルモット

は虫類・両生類

そ　　の　　他

合　　　　　計

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度

18898

3332

782

116

251

25

23404

19777

3090

646

126

254

8

23901

15813

3995

404

216

591

113

21132

17277

3166

482

127

213

18

21283

医 学 部

総合医科学研究所

衛 生 学 部

短 期 大 学

合　　　　　　計

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度

2000

388

303

263

2954

2117

385

383

177

3062

2790

586

333

311

4020

2457

648

449

382

3936

医 学 部

総合医科学研究所

衛 生 学 部

短 期 大 学

合　　　　　　計

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度

26

4

8

4

42

33

3

7

4

47

33

4

7

4

48

33

6

8

4

51

（利用申請書を集計）

医 学 部

総合医科学研究所

衛 生 学 部

短 期 大 学

合　　　　　　計

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度

68

8

10

8

94

88

7

15

8

118

86

8

14

8

116

77

9

17

8

111

11 センター利用状況（平成14年度から年度別変移）
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入室登録申請者数－職種別・年度別－（新規セキュリティシステム開始から）

延べ立ち入り人数（新規セキュリティシステム開始から）

延 べ 人 数

平成14年度 平成15年度

16000

平成16年度

20000

平成17年度

19000

教 職 員

 大 学 院 生

 卒 業 論 文 生

 研究生・研究員

 研 究 補 助 員

 研究同好会員

 合　　　　　計

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度

104

38

38

25

24

25

254

123

45

111

43

33

27

382

118

22

103

30

23

26

322
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教職員等（大学院生を含む）を対象とした講習会等の開催回数と参加人数

学生を対象とした講習会等の開催回数と参加人数

法令の施行や改正に関する説明会等の開催回数と参加人数

（但し、メール、掲示物、モニターによる周知を除く）

機器に関する説明会等

講演会の開催回数と参加人数

講　　演　　会

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度

回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数

2 50

蒸気オートクレーブ使用説明会

ドリームボックス使用説明会

クリーンアイソレーター使用説明会

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度

回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数

20

6

3

1

40

3

5

3

3

14

32

遺伝子組換え生物等の使用等の説明会

ＥＯＧ新規就業者研修会

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度

回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数

38

1 7

2

202

卒論前新規講習会（衛生学部）

卒論前新規講習会（短期大学）

同好会利用講習会等

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度

回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数

64

72

1

2

87

68

1

2

3

102

66

13

1

2

80

60

1

1

新規利用者講習会

新規セキュリティシステム説明会

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度

回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数

132

73

14 58 8 3822

4

399
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